
《ID102600A 不利益 公共施設マネジメント課，教育総務課 地方自治法第 238 条の 4 第 9 項》 

 

不利益処分 ／ 処分基準  個票（紀の川市） 

 

＜個票情報＞  

所 管 部 署 公共施設マネジメント課，教育総務課 

適用日（掲載日） 平成 30 年 4月 1日 

＜処分の概要＞ 

不利益処分の名称 行政財産の使用許可の取消し 

処  分  権  者 市長。ただし、教育財産については教育長。 

根 拠 規 定 地方自治法第 238 条の 4第 9項 

＜処分基準／聴聞・弁明手続＞ 

基 準 規 定 地方自治法第 238 条の 4第 9項 

処  分  基  準 

■設定  □未設定 

（行政財産の管理及び処分） 

第 238 条の４ 行政財産は、次項から第４項までに定めるものを除くほか、これ

を貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、出資の目的とし、若しくは信託し、又

はこれに私権を設定することができない。 

２ 行政財産は、次に掲げる場合には、その用途又は目的を妨げない限度におい

て、貸し付け、又は私権を設定することができる。 

(１) 当該普通地方公共団体以外の者が行政財産である土地の上に政令で定め

る堅固な建物その他の土地に定着する工作物であつて当該行政財産である土

地の供用の目的を効果的に達成することに資すると認められるものを所有

し、又は所有しようとする場合（当該普通地方公共団体と１棟の建物を区分

して所有する場合を除く。）において、その者（当該行政財産を管理する普通

地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認め

る者に限る。）に当該土地を貸し付けるとき。 

(２) 普通地方公共団体が国、他の地方公共団体又は政令で定める法人と行政

財産である土地の上に１棟の建物を区分して所有するためその者に当該土地

を貸し付ける場合 

(３) 普通地方公共団体が行政財産である土地及びその隣接地の上に当該普通

地方公共団体以外の者と１棟の建物を区分して所有するためその者（当該建

物のうち行政財産である部分を管理する普通地方公共団体が当該行政財産の

適正な方法による管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該土地を貸し

付ける場合 

(４) 行政財産のうち庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地

（以下この号において「庁舎等」という。）についてその床面積又は敷地に余

裕がある場合として政令で定める場合において、当該普通地方公共団体以外

の者（当該庁舎等を管理する普通地方公共団体が当該庁舎等の適正な方法に

よる管理を行う上で適当と認める者に限る。）に当該余裕がある部分を貸し付



けるとき（前３号に掲げる場合に該当する場合を除く。）。 

(５) 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の経

営する鉄道、道路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その

者のために当該土地に地上権を設定するとき。 

(６) 行政財産である土地を国、他の地方公共団体又は政令で定める法人の使

用する電線路その他政令で定める施設の用に供する場合において、その者の

ために当該土地に地役権を設定するとき。 

３ 前項第２号に掲げる場合において、当該行政財産である土地の貸付けを受け

た者が当該土地の上に所有する１棟の建物の一部（以下この項及び次項におい

て「特定施設」という。）を当該普通地方公共団体以外の者に譲渡しようとする

ときは、当該特定施設を譲り受けようとする者（当該行政財産を管理する普通

地方公共団体が当該行政財産の適正な方法による管理を行う上で適当と認める

者に限る。）に当該土地を貸し付けることができる。 

４ 前項の規定は、同項（この項において準用する場合を含む。）の規定により行

政財産である土地の貸付けを受けた者が当該特定施設を譲渡しようとする場合

について準用する。 

５ 前３項の場合においては、次条第４項及び第５項の規定を準用する。 

６ 第１項の規定に違反する行為は、これを無効とする。 

７ 行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度においてその使用を許可する

ことができる。 

８ 前項の規定による許可を受けてする行政財産の使用については、借地借家法

（平成３年法律第 90 号）の規定は、これを適用しない。 

９ 第７項の規定により行政財産の使用を許可した場合において、公用若しくは

公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可の条件に違反する行為がある

と認めるときは、普通地方公共団体の長又は委員会は、その許可を取り消すこ

とができる。 

【基準】 

上記の条文による。 

 

参 考 資 料 

 

聴聞・弁明手続 

聴聞の付与 

備          考 

 

 設    定    日 平成 31 年 3月 31 日 
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《ID211950A不利益環境衛生課動物の愛護及び管理に関する法律第24条の2第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 環境衛生課

適用日（掲載日） I令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 勧告に係る措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の 2第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 動物の愛護及び管理に関する法律第24条の 2

■設定 □未設定
（第1種動物取扱業者であった者に対する勧告等）

第 24条の2 都道府県知事は、 第1種動物取扱業者について、 第 13 条第1項若
しくは第 16条第2項の規定により登録がその効力を失ったとき又は第 19条第
1項の規定により登録を取り消したときは、 その者に対し、 これらの事山が生
じた日から2年間は、 期限を定めて、 動物の不適正な飼養又は保管により動物
の健康及び安全が害されること並びに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずる
ことを防止するため必要な勧告をすることができる。

2 都道府県知事は、 前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてそ
の勧告に係る措置をとらなかったときは、 その者に対し、 期限を定めて、 その
勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

処 分 基 準 3 都道府県知事は、前2項の規定の施行に必要な限度において、 第 13条第1項
若しくは第 16条第2項の規定により登録がその効力を失い、 又は第 19条第1
項の規定により登録を取り消された者に対し、 飼養施設の状況、 その飼養若し
くは保管をする動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、 又はそ
の職員に、当該者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、
飼養施設その他の物件を検査させることができる。

4 前条第2項及び第3 項の規定は、 前項の規定による立入検査について準用す
る。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和7 年3 月31 日
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《ID128350A 不利益社会福祉課生活保護法第77条の2 第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 平成31年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保護を受けた者からの 費用徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 生活保護法第 77条の 2第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
生活保護法第 77条の 2
生活保護法施行規則第22条の 3

口設定 ■未設定

未設定理由：事案ごとの 裁量が大きく、 処分基準を設定することは困難であるた
め。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和2年3月31日



《ID146100A 不利益社会福祉課社会福祉法第56条第6 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第56条第6項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 社会福祉法第56条第 4項•第6項

■設定 □未設定

（監督）
第 56 条 所轄庁は、 この法律の施行に必要な限度において、 社会福祉法人に対

し、 その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、 又は当該職員に、 社会福
祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、 その業務若しくは財産の状況若しく
は帳簿、 青類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、 その身分を示す証明書を携帯し、
関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、 犯罪捜査のために認められたものと
解してはならない。

4 所轄庁は、 社会福祉法人が、 法令、 法令に基づいてする行政庁の処分若しく
は定款に違反し、 又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、 当該社会
福祉法人に対し、 期限を定めて、 その改善のために必要な措置 （役員の解職を

処 分 基 準 除く。 ） をとるべき旨を勧告することができる。
5 所轄庁は、 前項の規定による勧告をした場合において、 当該勧告を受けた社

会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかったときは、 その旨を公表するこ
とができる。

6 所轄庁は、 第4 項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、 正当な理由が
ないのに当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該社会福祉法人に対し、
期限を定めて、 当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。

7 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、 所轄庁は、 当該社会福祉法人
に対し、 期 間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命 じ、 又は役員の解職
を勧告することができる。

8 所轄庁は、 社会福祉法人が、 法令、 法令に基づいてする行政庁の処分若しく
は定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができ
ないとき、 又は正当の事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業
を行わないときは、 解散を命ずることができる。



， 所轄庁は、 第7項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、 当
該社会福祉法人に、 所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなけれ
ばならない。 この場合においては、 当該社会福祉法人に対し、 あらか じめ、 書
面をもつて、 弁明をなすべき日時、 場所及びその勧告をなすべき理由を通知し
なければならない。

10 前項の通知を受けた社会福祉法人は、 代理人を出頭させ、 かつ、 自己に有利
な証拠を提出することができる。

11 第9項の規定による弁明を聴取した者は、 聴取督及び当該勧告をする必要が
あるかどうかについての意見を付した報告壽を作成し、 これを所轄庁に提出し
なければならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続 弁明の機会の付与

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID146200A 不利益社会福祉課社会福祉法第56条第7 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 社会福祉法人の業務停止命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第56条第 7項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 社会福祉法第56条第 7項•第 9項

■設定 □未設定

（監督）
第 56 条 所轄庁は、 この法律の施行に必要な限度において、 社会福祉法人に対

し、 その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、 又は当該職員に、 社会福
祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、 その業務若しくは財産の状況若しく
は帳簿、 青類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、 その身分を示す証明書を携帯し、
関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、 犯罪捜査のために認められたものと
解してはならない。

4 所轄庁は、 社会福祉法人が、 法令、 法令に基づいてする行政庁の処分若しく
は定款に違反し、 又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、 当該社会
福祉法人に対し、 期限を定めて、 その改善のために必要な措置 （役員の解職を

処 分 基 準 除く。 ） をとるべき旨を勧告することができる。
5 所轄庁は、 前項の規定による勧告をした場合において、 当該勧告を受けた社

会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかったときは、 その旨を公表するこ
とができる。

6 所轄庁は、 第4 項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、 正当な理由が
ないのに当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該社会福祉法人に対し、
期限を定めて、 当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。

7 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、 所轄庁は、 当該社会福祉法人
に対し、 期 間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命 じ、 又は役員の解職
を勧告することができる。

8 所轄庁は、 社会福祉法人が、 法令、 法令に基づいてする行政庁の処分若しく
は定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができ
ないとき、 又は正当の事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業
を行わないときは、 解散を命ずることができる。



， 所轄庁は、 第7項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、 当
該社会福祉法人に、 所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなけれ
ばならない。 この場合においては、 当該社会福祉法人に対し、 あらか じめ、 書
面をもつて、 弁明をなすべき日時、 場所及びその勧告をなすべき理由を通知し
なければならない。

10 前項の通知を受けた社会福祉法人は、 代理人を出頭させ、 かつ、 自己に有利
な証拠を提出することができる。

11 第9項の規定による弁明を聴取した者は、 聴取督及び当該勧告をする必要が
あるかどうかについての意見を付した報告壽を作成し、 これを所轄庁に提出し
なければならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与 （社会福祉法第56条第 9項）

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID146300A 不利益社会福祉課社会福祉法第56条第8 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 社会福祉法人の解散命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第56条第8項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 社会福祉法第56条第8項

■設定 □未設定

（監督）
第 56 条 所轄庁は、 この法律の施行に必要な限度において、 社会福祉法人に対

し、 その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、 又は当該職員に、 社会福
祉法人の事務所その他の施設に立ち入り、 その業務若しくは財産の状況若しく
は帳簿、 青類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、 その身分を示す証明書を携帯し、
関係人にこれを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、 犯罪捜査のために認められたものと
解してはならない。

4 所轄庁は、 社会福祉法人が、 法令、 法令に基づいてする行政庁の処分若しく
は定款に違反し、 又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、 当該社会
福祉法人に対し、 期限を定めて、 その改善のために必要な措置 （役員の解職を

処 分 基 準 除く。 ） をとるべき旨を勧告することができる。
5 所轄庁は、 前項の規定による勧告をした場合において、 当該勧告を受けた社

会福祉法人が同項の期限内にこれに従わなかったときは、 その旨を公表するこ
とができる。

6 所轄庁は、 第4 項の規定による勧告を受けた社会福祉法人が、 正当な理由が
ないのに当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該社会福祉法人に対し、
期限を定めて、 当該勧告に係る措置をとるべき旨を命ずることができる。

7 社会福祉法人が前項の命令に従わないときは、 所轄庁は、 当該社会福祉法人
に対し、 期 間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命 じ、 又は役員の解職
を勧告することができる。

8 所轄庁は、 社会福祉法人が、 法令、 法令に基づいてする行政庁の処分若しく
は定款に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができ
ないとき、 又は正当の事由がないのに1年以上にわたってその目的とする事業
を行わないときは、 解散を命ずることができる。



， 所轄庁は、 第7項の規定により役員の解職を勧告しようとする場合には、 当
該社会福祉法人に、 所轄庁の指定した職員に対して弁明する機会を与えなけれ
ばならない。 この場合においては、 当該社会福祉法人に対し、 あらか じめ、 書
面をもつて、 弁明をなすべき日時、 場所及びその勧告をなすべき理由を通知し
なければならない。

10 前項の通知を受けた社会福祉法人は、 代理人を出頭させ、 かつ、 自己に有利
な証拠を提出することができる。

11 第9項の規定による弁明を聴取した者は、 聴取督及び当該勧告をする必要が
あるかどうかについての意見を付した報告壽を作成し、 これを所轄庁に提出し
なければならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続 聴聞の付与

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID146400A 不利益社会福祉課社会福祉法第57条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 公益事業及び収益事業の停止命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第5 7条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 社会福祉法第5 7条

■設定 □未設定

（公益事業又は収益事業の停止）
第5 7 条 所轄庁は、 第 26条第1項の規定により公益事業又は収益事業を行う社

会福祉法人につき、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、
当該社会福祉法人に対して、 その事業の停止を命ずることができる。
(1) 当該社会福祉法人が定款で定められた事業以外の事業を行うこと。

処 分 基 準 (2) 当該社会福祉法人が当該収益事業から生 じた収益を当該社会福祉法人の
行う社会福祉事業及び公益事業以外の目的に使用すること。

(3) 当該公益事業又は収益事業の継続が当該社会福祉法人の行う社会福祉事
業に支障があること。

【某準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続 弁明の機会の付与

備 考



設 定 日］ 平成31年3月31日



《ID146500A 不利益社会福祉課社会福祉法第58条第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 補助金等の返還命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第58条第3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
社会福祉法第58条第2項•第 3項
0紀の）1|市社会福祉協議会の助成に関する条例第 4条

■設定 □未設定

（助成等）
第58条 国又は地方公共団体は、 必要があると認めるときは、 厚生労働省令又は

当該地方公共団体の条例で定める手続に従い、 社会福祉法人に対し、 補助金を
支出し、 又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で、 貸付金を支
出し、 若しくはその他の財産を譲り渡し、 若しくは貸し付けることができる。
ただし、 国有財産法 （昭和23年法律第 73号） 及び地方 自治法第237条第2項
の規定の適用を妨げない。

2 前項の規定により、 社会福祉法人に対する助成がなされたときは、 厚生労働
大臣又は地方公共団体の長は、 その助成の目的が有効に達せられることを確保
するため、 当該社会福祉法人に対して、 次に掲げる権限を有する。
(1) 事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。
(2) 助成の目的に照らして、 社会福祉法人の予算が不適当であると認める場

処 分 基 準 合において、 その予算について必要な変更をすべき旨を勧岩すること。
(3) 社会福祉法人の役員が法令、 法令に韮づいてする行政庁の処分又は定款

に違反した場合において、 その役員を解職すべき旨を勧告すること。
3 国又は地方公共団体は、 社会福祉法人が前項の規定による措置に従わなかつ

たときは、 交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、 若しくは貸し付けたそ
の他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

4 第56条第9項から第 11項までの規定は、 第2項第3号の規定により解職を
勧告し、 又は前項の規定により補助金若しくは貸付金の全部若しくは一部の返
還を命令する場合に準用する。

0紀の）1|市社会福祉協議会の助成に関する条例
（使用制限等）

第 4条 助成を受けた社会福祉協議会は、 助成に係る補助金、 貸付金その他の財
産を助成の目的外の用途に使用してはならない。



2 助成を受けた社会福祉協議会が前項の規定に違反したときは、市長は助成を取
り消し、 又は補助金、 貸付金その他の財産の全部若しくは一部の返還を命ずる
ことができる。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID147300A 不利益社会福祉課社会福祉法第121 条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 共同募金会の解散命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第 121条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 社会福祉法第 121条

■設定 □未設定

（共同募金会に対する解散命令）
第 121条 第 30条第1項の所輯庁は、 共同募金会については、 第56条第 8項の

事由が生 じた場合のほか、 第 114条各号に規定する基準に適合しないと認めら
れるに至った場合においても、 解散を命ずることができる。 ただし、 他の方法

処 分 基 準 により監督の目的を達することができない場合に限る。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続 聴聞の付与

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID147350A 不利益社会福祉課社会福祉法第144条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 令和4 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 措置命令 （第 56 条第 6 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第 144 条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 社会福祉法第 56 条第 6 項、 第 144 条

■設定 □未設定

（監督等）
第 144 条 第 56 条 （第 8 項を除く。 ） 、 第 57 条の 2 、 第 59 条、 第 59 条の 2 （第

2 項を除く。 ） 及び第 59 条の3 の規定は、 社会福祉連携推進法人について準用
する。 この場合において、 次の表の上欄に掲げる規定 中同表の 中欄に掲げる字

処 分 基 準 句は、 それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み秤えるものとする。
表 省略

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和5 年3 月31 日



《ID 147360A不利益社会福祉課社会福祉法第 14 4条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 令和4 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 社会福祉連携推進法人の業務停止命令 （第 56 条第 7 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第 144 条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 社会福祉法第 56 条第 7 項、 第 144 条

■設定 □未設定

（監督等）
第 144 条 第 56 条 （第 8 項を除く。 ） 、 第 57 条の 2 、 第 59 条、 第 59 条の 2 （第

2 項を除く。 ） 及び第 59 条の3 の規定は、 社会福祉連携推進法人について準用
する。 この場合において、 次の表の上欄に掲げる規定 中同表の 中欄に掲げる字

処 分 基 準 句は、 それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み秤えるものとする。
表 省略

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和5 年3 月31 日



《ID 147370A不利益社会福祉課社会福祉法第 145条第 1項 • 第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I 社会福祉課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 社会福祉連携推進認定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 社会福祉法第 145 条第 1項•第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 社会福祉法第 127条、 第 128条、 第 145 条

■設定 □未設定

（社会福祉連携推進認定の取消し）
第 145 条 認定所轄庁は、 社会福祉連携推進法人が、 次の各号のいずれかに該当

するときは、 社会福祉連携推進認定を取り消さなければならない。
(1) 第 128条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により社会福祉連携推進認定を受けたとき。

2 認定所轄庁は、 社会福祉連携推進法人が、 次の各号のいずれかに該当すると
きは、 社会福祉連携推進認定を取り消すことができる。
(1) 第 127条各号 （第 5号を除く。 ） に掲げる基準のいずれかに滴合しなくな

ったとき。
(2) 社会福祉連携推進法人から社会福祉連携推進認定の取消しの 申 請があっ

たとき。
処 分 基 準 (3) この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに某づく処分に違反

したとき。
3 認定所轄庁は、 前2項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消したとき

は、 厚生労働省令で定めるとこ ろにより、 その旨を公示しなければならない。
4 第1項又は第2項の規定により社会福祉連携推進認定を取り消された社会福

祉連携推進法人は、 その名 称 中の社会福祉連携推進法人という文字を一般社団
法人と変更する定款の変更をしたものとみなす。

5 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 （平成 18年法律第 49
号） 第29条第 6 項及び第7項の規定は、 認定所轄庁が第1項又は第2項の規定
により社会福祉連携推進認定を取り消した場合について準用する。 この場合に
おいて、同条第 6 項 中 「行政庁は、第1項又は第2項の規定による公益認定」 と
あるのは、 「社会福祉法第 139条第1項に規定する認定所轄庁は、 同法第 126条
第1項に規定する社会福祉連携推進認定」 と読み替えるものとする。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞 ・ 弁明手続

備 考

設 定 日 令和5 年3月31日
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《ID240 900A不利益 高齢介護課 介護保険法第33条の3 第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 職権による要支援状態 区分の変更の認定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 33条の 3第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
介護保険法第 33条の 3
介護保険法施行規則第55 条の 4第 1項•第2項、 第55 条の5 、 第55 条の 6

■設定 □未設定

第 33条の3 市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要
の程度が低下したことにより 当 該要支援認定に係る要支援状態 区分以外の要支
援状態 区分に該当 するに至っ たと認めるときは、 要支援状態 区分の変更の認定
をすることができる。 この場合において、 市町村は、 厚生労働省令で定めると
こ ろにより、 当 該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求
め、 これに当 該変更の認定に係る要支援状態 区分及び次項において準用する第

処 分 基 準 32条第4 項後段の規定による認定審査会の意見 （同項第2号に掲げる事項に係
るものに限る。 ） を記載し、 これを返付するものとする。

2 第 28条第 5 項から第 8項まで並びに第 32 条第2項から第 5 項まで及び第 6
項前段の規定は、 前項の要支援状態 区分の変更の認定について準用する。 この
場合において、 これらの規定に関し必要な技術的読替えは、 政令で定める。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当 し、 適用除外に該当 する場合有り



備 考

設 定 日 平成 31 年3 月31 日



《 ID241000A 不利益 高齢介護課 介護保険法第34条第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 要支援認定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 34条第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
介護保険法第 34条
介護保険法施行規則第56条第 1項•第2項、 第5 7条

■設定 □未設定

（要支援認定の取消し）
第 34条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当 す

るときは、 当 該要支援認定を取り消すことができる。 この場合において、 市町
村は、 厚生労働省令で定めるとこ ろにより、 当 該取消しに係る被保険者に対し
その被保険者証の提出を求め、 第 32 条第 6 項各号に掲げる事項の記載を消除
し、 これを返付するものとする。
(1) 要支援者に該当 しなくなっ たと認めるとき。
(2) 正 当 な理由なしに、前条第2項若しくは次項において準用する第 32条第

2項の規定により準用される第 27条第2項の規定による調査 （第 24条の2

処 分 基 準 第1項第2号又は前条第2項若しくは次項において準用する第 28 条第 5 項
の規定により委託された場合にあっ ては、 当 該委託に係る調査を含む。 ） に応
じないとき、又は次項において準用する第 32条第2項の規定により準用され
る第27条第3 項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。

2 第 28条第 5 項から第 8項まで並びに第 32 条第2項、 第3 項、 第4項前段、
第 5 項及び第 6 項前段の規定は、 前項第1号の規定による要支援認定の取消し
について準用する。 この場合において、 これらの規定に関し必要な技術的読替
えは、 政令で定める。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料



聴聞の付与

聴聞·弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当し、 滴用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID243900A 不利益 高齢介護課 介護保険法第63条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 刑事施設等に拘禁された場合の給付制限

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 63 条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保険法第 63 条

■設定 □未設定

（保険給付の制限）
第 63 条 刑事施設、 労役場その他これらに準ずる施設に拘禁された者について

は、 その期 間に係る介護給付等は、 行わない。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 1 3 条第 2 項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成 31 年3 月31 日



《ID244000A不利益 高齢介護課 介護保険法第 64条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 故意の場合の給付制限

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 64 条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保険法第 64 条

■設定 □未設定
第 64 条 市町村は、 自 己の故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当

な理由なしに介護給付等対象サ ー ビス の利用若しくは居宅介護住宅改修 費若し
くは介護予防住宅改修 費に係る住宅改修の実施に関する指示に従わないことに
より、 要介護状態等若しくはその原因とな っ た事故を生 じさせ、 又は要介護状

処 分 基 準 態等の程度を増進させた被保険者の当該要介護状態等については、 これを支給
事由とする介護給付等は、 その全部又は一部を行わないことができる。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 1 3 条第 2 項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成 31 年3 月31 日



《 ID2441 00A 不利益 高齢介護課 介護保険法第65条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 市町村が行う調査に応 じなかっ た場合の給付制限

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 65 条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保険法第 65 条

■設定 □未設定
第 65 条 市町村は、 介護給付等を受ける者が、 正当な理由なしに、 第 23 条の規

定による求め （第 24 条の2 第 1 項第 1号の規定により委託された場合にあっ て
は、 当該委託に係る求めを含む。 ） に応ぜず、 又は答弁を拒んだときは、 介護給
付等の全部又は一部を行わないことができる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 1 3 条第 2 項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成 31 年3 月31 日



《 ID244200A 不利益 高齢介護課 介護保険法第66条第1 項 • 第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保険料滞納の場合の支払方法の変更

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第66条第 1項 • 第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
介護保険法第66条

基 準 規 定 介護保険法施行令第 30条、 第 31条
介護保険法施行規則第 98条、 第 99条、 第 100条、 第 101条、 第 102条

■設定 □未設定

（保険料滞納者に係る支払方法の変更）
第66条 市町村は、保険料を滞納している第1号被保険者である要介護被保険者

等 （原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 （平成6 年法律第 117号） によ
る一般疾病 医療 費の支給その他厚生労働省令で定める医療に関する給付を受け
ることができるものを除く。 ） が、当該保険料の納期限から厚生労働省令で定め
る期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、 当該保
険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を
除き、 厚生労働省令で定めるとこ ろにより、 当該要介護被保険者等に対し被保
険者証の提出を求め、 当該被保険者証に、 第 41条第 6 項、 第 42条の2 第 6 項、
第 46条第4 項、 第 48条第4 項、 第5 1条の3 第4項、 第5 3条第4 項、 第5 4条
の2 第 6 項、 第58条第4 項及び第61条の3 第4 項の規定を適用しない旨の記

処 分 基 準 載 （以下この条及び次条第3 項において 「支払方法変更の記載」 という。 ） をす
るものとする。

2 市町村は、 前項に規定する厚生労働省令で定める期 間が経過しない場合にお
いても、 同項に規定する政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、
同項に規定する要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、 当該被保険
者証に支払方法変更の記載をすることができる。

3 市町村は、 前2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者
等が滞納している保険料を完納したとき、 又は当該要介護被保険者等に係る滞
納額の著しい減少、 災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるとき
は、 当該支払方法変更の記載を消除するものとする。

4 第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者
等が、当該支払方法の変更の記載がなされている間に受けた指定居宅サ ー ビス、
指定地域密着型サ ー ビス、 指定居宅介護支援、 指定施設サ ー ビ ス 等、 指定介護
予防サ ー ビス、 指定地域密着型介護予防サ ー ビス 及び指定介護予防支援に係る



居宅介護サ ー ビス 費の支給、 地域密着型介護サ ー ビス 費の支給、 居宅介護サ ー

ビ ス 計画 費の支給、 施設介護サ ー ビス 費の支給、 特定入所者介護サ ー ビス 費の
支給、 介護予防サ ー ビス 贄の支給、 地域密着型介護予防サ ー ビス 費の支給、 介
護予防サ ー ビ ス 計画 費の支給及び特定入所者介護予防サ ー ビス 費の支給につい
ては、 第 41条第 6 項、 第 42 条の2 第 6 項、 第 46条第4 項、 第 48条第4 項、
第5 1条の3 第4項、 第5 3条第4項、 第5 4条の2 第 6 項、 第58条第4 項及び
第61条の3 第4項の規定は適用しない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID244300A 不利益 高齢介護課 介護保険法第67条第1 項 • 第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保険料滞納の場合の保険給付の支払いの一時差止め

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第67条第 1項 • 第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
介護保険法第67条第 1項 • 第2項

基 準 規 定 介護保険法施行令第 30条、 第 32条第 1項
介護保険法施行規則第 100条、 第 103条、 第 104条、 第 105 条

■設定 □未設定

（保険給付の支払の一時差止）
第67条 市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護

被保険者等が保険料を滞納しており、 かつ、 当該保険料の納期限から厚生労働
省令で定める期 間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合において
は、 当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認
める場合を除き、 厚生労働省令で定めるとこ ろにより、 保険給付の全部又は一

部の支払を一時差し止めるものとする。
2 市町村は、 前項に規定する厚生労働省令で定める期 間が経過しない場合にお

いても、 保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者
等が保険料を滞納している場合においては、 当該保険料の滞納につき災害その

処 分 基 準 他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、 厚生労働省令で定め
るとこ ろにより、 保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができ
る。

3 市町村は、 前条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けて
いる要介護被保険者等であ っ て、 前2項の規定による保険給付の全部又は一部
の支払の一時差止がなされているものが、 なお滞納している保険料を納付しな
い場合においては、 厚生労働省令で定めるとこ ろにより、 あらか じめ、 当該要
介護被保険者等に通知して、 当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護
被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID244400A 不利益 高齢介護課 介護保険法第67条第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保険給付一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険料額の控除

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 67 条第 3 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
介護保険法第 67 条第 3 項
介護保険法施行規則第 106 条

■設定 □未設定

（保険給付の支払の一時差止）
第 67 条 市町村は、保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護

被保険者等が保険料を滞納しており、 かつ、 当該保険料の納期限から厚生労働
省令で定める期 間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合において
は、 当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認
める場合を除き、 厚生労働省令で定めるとこ ろにより、 保険給付の全部又は一

部の支払を一時差し止めるものとする。
2 市町村は、 前項に規定する厚生労働省令で定める期 間が経過しない場合にお

いても、 保険給付を受けることができる第1号被保険者である要介護被保険者
等が保険料を滞納している場合においては、 当該保険料の滞納につき災害その

処 分 基 準 他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、 厚生労働省令で定め
るとこ ろにより、 保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができ
る。

3 市町村は、 前条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載を受けて
いる要介護被保険者等であ っ て、 前2項の規定による保険給付の全部又は一部
の支払の一時差止がなされているものが、 なお滞納している保険料を納付しな
い場合においては、 厚生労働省令で定めるとこ ろにより、 あらか じめ、 当該要
介護被保険者等に通知して、 当該一時差止に係る保険給付の額から当該要介護
被保険者等が滞納している保険料額を控除することができる。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID244500A 不利益 高齢介護課 介護保険法第68条第4 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保険料滞納の場合の第二号被保険者に対する保険給付の支払いの一時差止め

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第68条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
介護保険法第 7条第6項、 第68条第 1項•第2項•第 3項•第 4項

基 準 規 定 介護保険法施行令第 30条、 第 32条
介護保険法施行規則第 100条、 第 107条、 第 108条、 第 109条

■設定 □未設定

（医療保険各 法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時
差止）

第68条 市町村は、保険給付を受けることができる第2号被保険者である要介護
被保険者等について、 医療保険各 法の定めるとこ ろにより当該要介護被保険者
等が納付義務又は払込義務を負う保険料 （地方税法 （昭和25 年法律第226号）
の規定による国民健康保険税を含む。 ） 又は掛金であっ てその納期限又は払込期
限までに納付しなかっ たもの （以下この項及び次項において 「未納 医療保険料
等」 という。 ） がある場合においては、未納 医療保険料等があることにつき災害
その他の政令で定める特別の事情があると認める場合を除き、 厚生労働省令で
定めるとこ ろにより、 当該要介護被保険者等に対し被保険者証の提出を求め、
当該被保険者証に、第 41条第 6 項、 第 42 条の2 第 6 項、 第 46条第4項、 第 48

処 分 基 準 条第4 項、 第5 1条の3 第4項、 第5 3条第4項、 第5 4条の2 第 6 項、 第58条
第4 項及び第 61 条の3 第4 項の規定を適用しない旨並びに保険給付の全部又
は一部の支払を差し止める旨の記載 （以下この条において 「保険給付差止の記
載」 という。 ） をすることができる。

2 市町村は、 前項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等
が、 未納 医療保険料等を完納したとき、 又は当該要介護被保険者等に係る未納
医療保険料等の著しい減少、 災害その他の政令で定める特別の事情があると認
めるときは、 当 該保険給付差止の記載を消除するものとする。

3 第66条第4 項の規定は、第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要
介護被保険者等について準用する。

4 市町村は、 第1項の規定により保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者
等について、 保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。

5 市町村は、 要介護被保険者等についての保険給付差止の記載に関し必要があ
ると認めるときは、 当該要介護被保険者等の加入する医療保険者 （当該要介護



参 考 資 料

聴聞·弁明手続

備 考

被保険者等が全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者 （健康保険法第
3 条第4 項に規定する任意継続被保険者を除く。 ） 若しくはその被扶養者又は船
員保険の被保険者 （船員保険法第2 条第2項に規定する疾病任意継続被保険者
を除く。 ） 若しくはその被扶養者である場合には、 厚生労働大臣とし、 当該要介
護被保険者等が国民健康保険法の定めるとこ ろにより都道府県が当該都道府県
内の市町村とともに行う国民健康保険 （以下 「 国民健康保険」 という。 ） の被保
険者である場合には、 市町村とする。 以下この条において同 じ。 ） に対し、 当該
要介護被保険者等に係る医療保険各 法の規定により徴収される保険料 （地方税
法の規定により徴収される国民健康保険税を含む。 ） 又は掛金の納付状況その他
厚生労働省令で定める事項について、 厚生労働省令で定めるとこ ろにより、 当
該要介護被保険者等の加入する医療保険者に対し、 情報の提供を求めることが
できる。

【基準】
上記の条文による。

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

設 定 日 I 平成31年3月31日



《 ID244600A 不利益 高齢介護課 介護保険法第69条第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成 31 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 保険料滞納の場合の保険給付の額の減額等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 69 条第 1 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
介護保険法第 69 条

基 準 規 定 介護保険法施行令第 33 条、 第 34 条、 第 35 条
介護保険法施行規則第 111 条、 第 11 2 条、 第 113 条

■設定 □未設定

（保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例）
第 69 条 市町村は、 要介護認定、 要介護更新認定、 第 29 条第 2 項において準用

する第 27 条第 7 項若しくは第 30 条第 1 項の規定による要介護状態 区分の変更
の認定、 要支援認定、 要支援更新認定、 第 33 条の 2 第 2 項において準用する第
32 条第 6 項若しくは第 33 条の 3 第 1 項の規定による要支援状態 区分の変更の
認定 （以下この項において単に 「認定」 という。 ） をした場合において、 当該認
定に係る第 1号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期
間 （当該期 間に係る保険料を徴収する権利が時効によっ て消滅している期 間に
つき政令で定めるとこ ろにより算定された期 間をいう。 以下この項において同
じ。 ） があるときは、 厚生労働省令で定めるところにより、 当該要介護被保険者
等の被保険者証に、 当該認定に係る第 27 条第 7 項後段 （第 28 条第4 項及び第

処 分 基 準 29 条第 2 項において準用する場合を含む。 ） 、 第 30 条第 1 項後段若しくは第 35

条第4 項後段又は第 32 条第 6 項後段 （第 33 条第4 項及び第 33 条の 2 第 2 項に
おいて準用する場合を含む。 ） 、 第 33 条の 3 第 1 項後段若しくは第 35 条第 2 項
後段若しくは第 6 項後段の規定による記載に併せて、 介護給付等 （居宅介護サ
ー ビス計両 費の支給、 特例居宅介護サ ー ビス計画 費の支給、 介護予防サ ー ビス
計画 費の支給及び特例介護予防サ ー ビス計画 費の支給、 高額介護サ ー ビス 費の
支給、 高額医療合算介護サ ー ビス 貨の支給、 高額介護予防サ ー ビス 贄の支給及
び高額医療合算介護予防サ ー ビス 費の支給並びに特定入所者介護サ ー ビス 費の
支給、 特例特定入所者介護サ ー ビス 費の支給、 特定入所者介護予防サ ー ビス 費
の支給及び特例特定入所者介護予防サ ー ビス 費の支給を除く。 ） の額の減額を行
う旨並びに高額介護サ ー ビス 費、 高額医療合算介護サ ー ビス 費、 高額介護予防
サ ー ビス 費及び高額医療合算介護予防サ ー ビス 費並びに特定入所者介護サ ー ビ
ス 費、 特例特定入所者介護サ ー ビス 費、 特定入所者介護予防サ ー ビス 費及び特
例特定入所者介護予防サ ー ビス 費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がと



られる期間 （市町村が、 政令で定めるとこ ろにより、 保険料徴収権消滅期 間に
応 じて定める期間をいう。 以下この条において 「給付額減額期間」 という。 ） の
記載 （以下この条において 「給付額減額等の記載」 という。 ） をするものとする。
ただし、 当該要介護被保険者等について、 災害その他の政令で定める特別の事
情があると認めるときは、 この限りでない。

2 市町村は、 前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等
について、 同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき、 又は
給付額減額期 間が経過したときは、 当該給付額減額等の記載を消除するものと
する。

3 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、 当該
記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するま
での間に利用した居宅サ ー ビス （これに相当するサ ー ビスを含む。 以下この条
において同 じ。 ） 、 地域密着型サ ー ビス （これに相当するサ ー ビスを含む。 以下
この条において同 じ。 ） 、 施設サ ー ビス、 介護予防サ ー ビス （これに相当するサ
ー ビスを含む。 以下この条において同 じ。 ） 及び地域密着型介護予防サ ー ビス （こ
れに相当するサ ー ビスを含む。 以下この条において同 じ。 ） 並びに行っ た住宅改
修に係る次の各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用す
る場合 （第 49条の2 又は第5 9条の2 の規定により読み替えて適用する場合を
除く。 ） においては、 これらの規定中 「 100分の 90」 とあるのは、 「 100分の 70」
とする。
(1) 居宅介護サ ー ビス 費の支給 第 41 条第 4 項第1号及び第2号並びに第

43条第1項、 第4 項及び第 6 項
(2) 特例居宅介護サ ー ビス 費の支給 第 42 条第3 項並びに第 43 条第1項、

第4 項及び第 6 項
(3) 地域密着型介護サ ー ビス 費の支給 第 42 条の2 第2項各号並びに第 43

条第1項、 第4項及び第 6 項
( 4) 特例地域密着型介護サ ー ビス 費の支給 第 42 条の3 第2項並びに第 43

条第1項、 第4 項及び第 6 項
( 5) 施設介護サ ー ビス 費の支給 第 48条第2項
( 6) 特例施設介護サ ー ビス 費の支給 第 49条第2項
(7) 介護予防サ ー ビス 費の支給 第 5 3 条第2項第1号及び第2号並びに第

55 条第1項、 第4 項及び第 6 項
( 8) 特例介護予防サ ー ビス 費の支給 第5 4条第3 項並びに第55 条第1項、

第4 項及び第 6 項
(9) 地域密着型介護予防サ ー ビス 費の支給 第 5 4 条の2 第2項第1号及び

第2号並びに第55 条第1項、 第4 項及び第 6 項
(10) 特例地域密着型介護予防サ ー ビス 費の支給 第 5 4 条の3 第2項並びに

第55 条第1項、 第4 項及び第 6 項
(11) 居宅介護福祉用具購入貨の支給 第 44条第3 項、 第4 項及び第7項
(12) 介護予防福祉用具購入貨の支給 第56条第3 項、 第4 項及び第7項
(13) 居宅介護住宅改修 費の支給 第 45 条第3 項、 第 4 項及び第7項
(14) 介護予防住宅改修 費の支給 第5 7条第3 項、 第4 項及び第7項

4 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、 当該
記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するま
での間に利用した居宅サ ー ビス、 地域密着型サ ー ビス、 施設サ ー ビス、 介護予
防サ ー ビス 及び地域密着型介護予防サ ー ビス並びに行っ た住宅改修に係る前項
各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合 （第 49
条の2 第1項又は第 5 9 条の2 第1項の規定により読み替えて適用する場合に
限る。 ） においては、第 49条の2 第1項又は第5 9条の2 第1項の規定により読
み替えて適用するこれらの規定 中 「 100分の80」 とあるのは、 「 100分の 70」 と



する。
5 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、 当該

記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するま
での間に利用した居宅サ ー ビス、 地域密着型サ ー ビス、 施設サ ー ビス、 介護予
防サ ー ビス 及び地域密着型介護予防サ ー ビス並びに行っ た住宅改修に係る第3
項各号に掲げる介護給付等について当該各号に定める規定を適用する場合 （第
49条の2 第2項又は第5 9条の2 第2項の規定により読み替えて適用する場合
に限る。 ） においては、第 49条の2 第2項又は第5 9条の2 第2項の規定により
読み替えて適用するこれらの規定中 「 100分の 70」 とあるのは、 「 100分の 60」
とする。

6 第1項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、 当該
記載を受けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するま
での間に受けた居宅サ ー ビス、 地域密着型サ ー ビス、 施設サ ー ビス、 介護予防
サ ー ビス 及び地域密着型介護予防サー ビス に要する 費用については、第5 1条第
1項、 第5 1条の2 第1項、 第5 1条の3 第1項、 第5 1条の 4 第1項、 第61条
第1項、第61条の2 第1項、第61条の3 第1項及び第61条の 4 第1項の規定
は、 適用しない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和2年3月31日



《ID245200A不利益 高齢介護課 介護保険法第 78条の 9 第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定地域密着型サ ー ビス 事業者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 78条の 9第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保険法第 78条の 9第 1項•第3項

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第 78条の9 市町村長は、指定地域密着型サ ー ビス 事業者が、 次の各号に掲げる

場合に該当すると認めるときは、 当該指定地域密着型サ ー ビス 事業者に対し、
期限を定めて、 それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告すること
ができる。
(1) 第 78 条の2 第 8項の規定により当該指定を行うに当た っ て付された条

件に従わない場合 当該条件に従うこと。
(2) 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第

78 条の 4 第1項の市町村の条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例
で定める員数又は同条第 5 項に規定する指定地域密贅型サ ー ビス に従事する
従業者に関する某準を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める某準
若しくは当該市町村の条例で定める員数又は当該指定地域密着型サ ー ビスに

処 分 基 準 従事する従業者に関する基準を満たすこと。
(3) 第 78 条の 4 第2項又は第 5 項に規定する指定地域密着型サ ー ビスの事

業の設備及び運営に関する某準に従っ て滴正な指定地域密着型サ ー ビスの事
業の運営をしていない場合 当該指定地域密着型サ ー ビス の事業の設備及び
運営に関する基準に従っ て適正な指定地域密着型サ ー ビス の事業の運営をす
ること。

( 4) 第 78 条の 4 第7項に規定する便宜の提供を適正に行 っ ていない場合
当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 市町村長は、 前項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を受けた
指定地域密着型サ ー ビス 事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ たときは、
その 旨を公表することができる。

3 市町村長は、 第1項の規定による勧告を受けた指定地域密着型サ ー ビ ス 事業
者が、 正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ たときは、 当該指
定地域密着型サ ー ビス 事業者に対し、 期限を定めて、 その勧告に係る措置をと



るべきことを命ずることができる。
市町村長は、 前項の規定による命令をした場合においては、 その旨を公示し

なければならない。

【基準】
上記の条文による。

紀の川 市介護保険サ ー ビス事業者等監査要綱

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID245300A 不利益 高齢介護課 介護保険法第78条の10》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定地域密着型サ ー ビス 事業者の指定取消し、 指定の効力停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 78条の 10

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
介護保険法第 78条の 10
介護保険法施行令第 35 条の 2、 第 35 条の 3、 第35 条の 4、 第35 条の5

■設定 □未設定

（指定の取消し等）
第 78 条の 10 市町村長は、 次の各号のいずれかに該当 する場合においては、 当

該指定地域密着型サ ー ビス 事業者に係る第 42 条の2 第1項本文の指定を取り
消し、 又は期 間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することが
できる。
(1) 指定地域密着型サ ー ビス 事業者が、第 78条の2 第4 項第4号の2 から第

5号の2 まで、 第9号 （第 5号の3 に該当 する者のあるものであるときを除
く。 ） 、 第 10号 （第 5号の3 に該 当 する者のあるものであるときを除く。 ） 、 第
11号 （第 5号の3 に該当 する者であるときを除く。 ） 又は第 12号 （第 5号の
3 に該当 する者であるときを除く。 ） のいずれかに該当 するに至っ たとき。

(2) 指定地域密培型サ ー ビス 事業者が、第 78条の2 第 6 項第3号から第3号
の 4 までのいずれかに該当 するに至っ たとき。

処 分 基 準 (3) 指定地域密羞型サ ー ビス 事業者が、第 78条の2 第 8項の規定により当 該
指定を行うに当 た っ て付された条件に違反したと認められるとき。

( 4) 指定地域密着型サ ー ビス 事業者が、 当 該指定に係る事業所の従業者の知
識若しくは技能又は人員について、第 78条の 4 第1項の市町村の条例で定め
る基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第 5 項に規定する
指定地域密着型サ ー ビス に従事する従業者に関する基準を満たすことができ
なくな っ たとき。

( 5) 指定地域密着型サ ー ビス 事業者が、第 78条の 4 第2項又は第 5 項に規定
する指定地域密着型サ ー ビス の事業の設備及び運営に関する基準に従っ て適
正な指定地域密着型サ ー ビ ス の事業の運営をすることができなくな っ たと
き。

( 6) 指定地域密着型サ ー ビス 事業者が、第 78条の 4 第 8項に規定する義務に
違反したと認められるとき。

(7) 指定地域密着型サ ー ビス 事業者 （地域密培型介護老人福祉施設入所者生



活介護を行うものに限る。 ） が、 第28条第 5 項 （第29条第2項、 第 30条第
2項、 第 31条第2項、 第 33条第4項、 第 33条の2 第2項、 第 33条の3 第
2項及び第 34条第2項において準用する場合を含む。 第84条、 第 92条、 第
104条及び第 114条の 6 において同 じ。 ） の規定により調査の委託を受けた場
合において、 当該調査の結果について虚偽の報告をしたとき。

( 8) 地域密着型介護サ ー ビス 費の請求に関し不正があ っ たとき。
(9) 指定地域密着型サ ー ビス 事業者が、第 78条の7第 1 項の規定により報告

又は帳簿督類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、 又は虚偽の報
告をしたとき。

(10) 指定地域密着型サ ー ビス 事業者又は当該指定に係る事業所の従業者が、
第 78条の7第 1 項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定
による質間に対して答弁せず、 若しくは虚偽の答弁をし、 又は同項の規定に
よる検査を拒み、 妨げ、 若しくは忌避したとき。 ただし、 当該指定に係る事
業所の従業者がその行為をした場合において、 その行為を防止するため、 当
該指定地域密着型サ ー ビス 事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除
く。

(11) 指定地域密着型サ ー ビス 事業者が、不正の手段により第 42条の2 第 1 項
本文の指定を受けたとき。

(12) 前各号に掲げる場合のほか、 指定地域密着型サ ー ビス 事業者が、 この法
律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又は
これらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(13) 指定地域密着型サ ー ビス 事業者に係る老人福祉法第 29条第 18項の規定
による通知を受けたとき。

(14) 前各号に掲げる場合のほか、 指定地域密着型サ ー ビス 事業者が、 居宅サ
ー ビス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(15) 指定地域密着型サ ー ビス 事業者が法人である場合において、 その役員等
のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止をしようと
するとき前 5 年以内に居宅サ ー ビス 等に関し不正又は著しく不当な行為をし
た者があるとき。

(16) 指定地域密 着型サ ー ビ ス 事業者が法人でない事業所である場合におい
て、 その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止を
しようとするとき前 5 年以内に居宅サ ー ビス 等に関し不正又は著しく不当な
行為をした者であるとき。

【基準】
上記の条文による。

紀の川 市介護保険サ ー ビス 事業者等監査要綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 令和4年3月31日





《ID245600A不利益 高齢介護課 介護保険法第83条の2第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定居宅介護支援事業者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第83条の 2 第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保険法第83条の 2 第 3項

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第83条の2 市町村長は、指定居宅介護支援事業者が、 次の各号に掲げる場合に

該当すると認めるときは、当該指定居宅介護支援事業者に対し、期限を定めて、
それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
(1) 当該指定に係る事業所の介護支援専門員の人員について第 81 条第1項

の市町村の条例で定める員数を満たしていない場合 当該市町村の条例で定
める員数を満たすこと。

(2) 第 81 条第2項に規定する指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準
に従っ て適正な指定居宅介護支援の事業の運営をしていない場合 当該指定
居宅介護支援の事業の運営に関する基準に従っ て適正な指定居宅介護支援の
事業の運営をすること。

(3) 第 81 条第 5 項に規定する便宜の提供を適正に行 っ ていない場合 当該
処 分 基 準 便宜の提供を適正に行うこと。

2 市町村長は、 前項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を受けた
指定居宅介護支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ たときは、 その旨
を公表することができる。

3 市町村長は、 第1項の規定による勧告を受けた指定居宅介護支援事業者が、
正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ たときは、 当該指定居宅
介護支援事業者に対し、 期限を定めて、 その勧告に係る措置をとるべきことを
命ずることができる。

4 市町村長は、 前項の規定による命令をした場合においては、 その旨を公示し
なければならない。

5 市町村長は、 保険給付に係る指定居宅介護支援を行 っ た指定居宅介護支援事
業者 （他の市町村長が第 46条第1項の指定をした者に限る。 ） について、 第1
項各号に掲げる場合のいずれかに該当すると認めるときは、 その旨を当該他の
市町村長に通知しなければならない。



【基準】
上記の条文による。

紀の川 市介護保険サ ー ビス 事業者等監査要綱

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞 ・ 弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID245700A 不利益 高齢介護課 介護保険法第84条第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定居宅介護支援事業者の指定の取消し、 指定の効力停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第84条第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保険法第84条第 1項

■設定 □未設定

（指定の取消し等）
第84条 市町村長は、 次の各号のいずれかに該当 する場合においては、 当 該指定

居宅介護支援事業者に係る第 46条第1項の指定を取り梢し、又は期 間を定めて
その指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 指定居宅介護支援事業者が、第 79条第2項第3号の2 から第4号の2 ま

で、 第 8号 （同項第4号の3 に該当 する者のあるものであるときを除く。 ） 又
は第9号 （同項第4号の3 に該当 する者であるときを除く。 ） のいずれかに該
当 するに至っ たとき。

(2) 指定居宅介護支援事業者が、 当 該指定に係る事業所の介護支援専門員の
人員について、第81条第1項の市町村の条例で定める員数を満たすことがで
きなくなっ たとき。

(3) 指定居宅介護支援事業者が、第81条第2項に規定する指定居宅介護支援
処 分 基 準 の事業の運営に関する基準に従っ て適正な指定居宅介護支援の事業の運営を

することができなくなっ たとき。
( 4) 指定居宅介護支援事業者が、第81条第 6 項に規定する義務に違反したと

認められるとき。
( 5) 第28条第 5 項の規定により調査の委託を受けた場合において、当 該調査

の結果について虚偽の報告をしたとき。
( 6) 居宅介護サ ー ビス計画 費の請求に関し不正があっ たとき。
(7) 指定居宅介護支援事業者が、第83条第1項の規定により報告又は帳簿書

類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、 又は虚偽の報告をしたと
き。

( 8) 指定居宅介護支援事業者又は当 該指定に係る事業所の従業者が、第83条
第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、 同項の規定による質間
に対して答弁せず、 若しくは虚偽の答弁をし、 又は同項の規定による検査を
拒み、 妨げ、 若しくは忌避したとき。 ただし、 当 該指定に係る事業所の従業



者がその行為をした場合において、 その行為を防止するため、 当該指定居宅
介護支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

( 9 )  指定居宅介護支援事業者が、不正の手段により第 46条第1項の指定を受
けたとき。

(10) 前各号に掲げる場合のほか、 指定居宅介護支援事業者が、 この法律その
他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれら
の法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(11) 前各号に掲げる場合のほか、 指定居宅介護支援事業者が、 居宅サ ー ビス
等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(12) 指定居宅介護支援事業者の役員等のうちに、 指定の取消し又は指定の全
部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前 5 年以内に居宅サ ー ビス
等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

2 市町村長は、保険給付に係る指定居宅介護支援又は第28条第 5 項の規定によ
り委託した調査を行っ た指定居宅介護支援事業者 （他の市町村長が第 46条第1
項の指定をした者に限る。 ） について、前項各号のいずれかに該当すると認める
ときは、 その旨を当該他の市町村長に通知しなければならない。

【基準】
上記の条文による。

紀の川 市介護保険サ ー ビス 事業者等監査要綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID247000A 不利益 高齢介護課 介護保険法第115条の18 第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定地域密着型介護予防サー ビス 事業者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 115 条の 18第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保険法第 115 条の 18第 1項•第3項

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第 115 条の 18 市町村長は、 指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が、 次の各

号に掲げる場合に該当すると認めるときは、 当該指定地域密着型介護予防サ ー

ビス 事業者に対し、 期限を定めて、 それぞれ当該各号に定める措置をとるべき
ことを勧告することができる。
(1) 第 115 条の 12 第 6 項の規定により当該指定を行うに当たっ て付された

条件に従わない場合 当該条件に従うこと。
(2) 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第

115 条の 14第1項の市町村の条例で定める韮準若しくは同項の市町村の条例
で定める員数又は同条第 5 項に規定する指定地域密贅型介護予防サ ー ビスに
従事する従業者に関する基準を満たしていない場合 当該市町村の条例で定
める基準若しくは当該市町村の条例で定める員数又は当該指定地域密着型介

処 分 基 準 護予防サ ー ビス に従事する従業者に関する基準を満たすこと。
(3) 第 115 条の 14 第2項又は第 5 項に規定する指定地域密着型介護予防サ

ー ビス に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定地
域密着型介護予防サ ー ビス の事業の設備及び運営に関する某準に従っ て適正
な指定地域密着型介護予防サ ー ビス の事業の運営をしていない場合 当該指
定地域密着型介護予防サ ー ビス に係る介護予防のための効果的な支援の方法
に関する基準又は指定地域密着型介護予防サ ー ビス の事業の設備及び運営に
関する基準に従っ て適正な指定地域密着型介護予防サ ー ビス の事業の運営を
すること。

( 4) 第 115 条の 14 第7項に規定する便宜の提供を適正に行っ ていない場合
当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 市町村長は、 前項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を受けた
指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が同項の期限内にこれに従わなか っ た
ときは、 その旨を公表することができる。



3 市町村長は、 第 1 項の規定による勧告を受けた指定地域密着型介護予防サ ー

ビス 事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ たときは、
当該指定地域密培型介護予防サ ー ビス 事業者に対し、 期限を定めて、 その勧告
に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市町村長は、 前項の規定による命令をした場合においては、 その旨を公示し
なければならない。

【基準】
上記の条文による。

紀の川 市介護保険サ ー ビス 事業者等監査要綱

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID247100A 不利益 高齢介護課 介護保険法第115条の19》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定地域密着型介護予防サー ビス 事業者の指定取消し、 指定の効力停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 115 条の 19

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定

処 分 基 準

介護保険法第 115 条の 19
介護保険法施行令第 35 条の 2、 第 35 条の 3、 第35 条の 4、 第35 条の5

■設定 □未設定

（指定の取消し等）
第 115 条の 19 市町村長は、 次の各号のいずれかに該当 する場合においては、 当

該指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者に係る第 5 4 条の2 第1項本文の指
定を取り消し、 又は期 間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止す
ることができる。
(1) 指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が、第 115 条の 12第2項第4号

の2 から第 5号の2 まで、 第9号 （第 5号の3 に該当する者のあるものであ
るときを除く。 ） 、第 10号 （第 5号の3 に該当する者のあるものであるときを
除く。 ） 、 第 11号 （第 5号の3 に該当 する者であるときを除く。 ） 又は第 12号

（第 5号の3 に該当 する者であるときを除く。 ） のいずれかに該当するに至っ
たとき。

(2) 指定地域密清型介護予防サ ー ビス 事業者が、第 115 条の 12第4 項第3号
から第 6号までのいずれかに該当 するに至 っ たとき。

(3) 指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が、第 115 条の 12 第 6 項の規定
により 当 該指定を行うに 当 た っ て付された条件に違反したと認められると
き。

( 4) 指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が、 当 該指定に係る事業所の従
業者の知識若しくは技能又は人員について、第 115 条の 14第1項の市町村の
条例で定める基準若しくは同項の市町村の条例で定める員数又は同条第 5 項
に規定する指定地域密着型介護予防サ ー ビス に従事する従業者に関する基準
を満たすことができなくなっ たとき。

( 5) 指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が、第 115 条の 14第2項又は第
5 項に規定する指定地域密着型介護予防サ ー ビスに係る介護予防のための効
果的な支援の方法に関する韮準又は指定地域密着型介護予防サ ー ビスの事業
の設備及び運営に関する基準に従っ て適正な指定地域密着型介護予防サ ー ビ
ス の事業の運営をすることができなくなっ たとき。



( 6) 指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が、第 115 条の 14第 8項に規定
する義務に違反したと認められるとき。

(7) 地域密箸型介護予防サ ー ビス 贄の請求に関し不正があっ たとき。
( 8) 指定地域密清型介護予防サ ー ビス 事業者が、第 115 条の 17第1項の規定

により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、 又
は虚偽の報告をしたとき。

(9) 指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者又は当該指定に係る事業所の従
業者が、 第 115 条の 17第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、
同項の規定による質間に対して答弁せず、 若しくは虚偽の答弁をし、 又は同
項の規定による検査を拒み、 妨げ、 若しくは忌避したとき。 ただし、 当該指
定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、 その行為を防止す
るため、 当該指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が相当の注意及び監督
を尽くしたときを除く。

(10) 指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が、不正の手段により第5 4条の
2 第1項本文の指定を受けたとき。

(11) 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が、
この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるも
の又はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(12) 前各号に掲げる場合のほか、指定地域密培型介護予防サ ー ビス 事業者が、
居宅サ ー ビス等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(13) 指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が法人である場合において、 そ
の役員等のうちに指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止を
しようとするとき前 5 年以内に居宅サ ー ビス 等に関し不正又は著しく不当な
行為をした者があるとき。

(14) 指定地域密着型介護予防サ ー ビス 事業者が法人でない事業所である場合
において、 その管理者が指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の
停止をしようとするとき前 5 年以内に居宅サ ー ビス 等に関し不正又は著しく
不当な行為をした者であるとき。

【基準】
上記の条文による。

紀の川 市介護保険サ ー ビス 事業者等監査要綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID247400A 不利益 高齢介護課 介護保険法第115条の28 第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定介護予防支援事業者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 115 条の 28第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保険法第 115 条の 28第 1項•第3項

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第 115 条の 28 市町村長は、 指定介護予防支援事業者が、 次の各号に掲げる場合

に該当すると認めるときは、 当該指定介護予防支援事業者に対し、 期限を定め
て、 それぞれ当該各号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
(1) 当該指定に係る事業所の従業者の知識若しくは技能又は人員について第

115 条の 24第1項の市町村の条例で定める基準又は同項の市町村の条例で定
める員数を満たしていない場合 当該市町村の条例で定める基準又は当該市
町村の条例で定める員数を満たすこと。

(2) 第 115 条の 24 第2項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のた
めの効果的な支援の方法に関する基準又は指定介護予防支援の事業の運営に
関する某準に従っ て適正な指定介護予防支援の事業の運営をしていない場合

処 分 基 準 当該指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する
基準又は指定介護予防支援の事業の運営に関する基準に従っ て適正な指定介
護予防支援の事業の運営をすること。

(3) 第 115 条の 24 第 5 項に規定する便宜の提供を適正に行っ ていない場合
当該便宜の提供を適正に行うこと。

2 市町村長は、 前項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を受けた
指定介護予防支援事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ たときは、 その旨
を公表することができる。

3 市町村長は、 第1項の規定による勧告を受けた指定介護予防支援事業者が、
正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ たときは、 当該指定介護
予防支援事業者に対し、 期限を定めて、 その勧告に係る措慨をとるべきことを
命ずることができる。

4 市町村長は、 前項の規定による命令をした場合においては、 その旨を公示し
なければならない。



【基準】
上記の条文による。

紀の川 市介護保険サ ー ビス 事業者等監査要綱

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞 ・ 弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID247500A 不利益 高齢介護課 介護保険法第115条の29》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定介護予防支援事業者の指定の取消し、 指定の効力停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 115 条の 29

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定

処 分 基 準

介護保険法第 115 条の 29
介護保険法施行令第 35 条の 2、 第 35 条の 3、 第35 条の 4、 第35 条の5

■設定 □未設定

（指定の取消し等）
第 115 条の 29 市町村長は、 次の各号のいずれかに該当 する場合においては、 当

該指定介護予防支援事業者に係る第58条第1項の指定を取り消し、又は期 間を
定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 指定介護予防支援事業者が、第 115 条の 22 第2項第3号の2 から第4号

の2 まで、 第 8号 （同項第4号の3 に該 当 する者のあるものであるときを除
く。 ） 又は第9号 （同項第4号の3 に該当 する者であるときを除く。 ） のいず
れかに該当 するに至っ たとき。

(2) 指定介護予防支援事業者が、 当 該指定に係る事業所の従業者の知識若し
くは技能又は人員について、第 115 条の 24第1項の市町村の条例で定める基
準又は同項の市町村の条例で定める員数を満たすことができなくな っ たと
き。

(3) 指定介護予防支援事業者が、第 115 条の 24第2項に規定する指定介護予
防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準又は指定介
護予防支援の事業の運営に関する基準に従っ て適正な指定介護予防支援の事
業の運営をすることができなくなっ たとき。

( 4) 指定介護予防支援事業者が、第 115 条の 24第 6 項に規定する義務に違反
したと認められるとき。

( 5) 介護予防サ ー ビス計画 費の請求に関し不正があっ たとき。
( 6) 指定介護予防支援事業者が、第 115 条の 27 第1項の規定により報告又は

帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、 又は虚偽の報告を
したとき。

(7) 指定介護予防支援事業者又は当 該指定に係る事業所の従業者が、 第 115
条の 27 第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定によ
る質問に対して答弁せず、 若しくは虚偽の答弁をし、 又は同項の規定による
検査を拒み、 妨げ、 若しくは忌避したとき。 ただし、 当 該指定に係る事業所



の従業者がその行為をした場合において、 その行為を防止するため、 当該指
定介護予防支援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

( 8 )  指定介護予防支援事業者が、不正の手段により第58条第1項の指定を受
けたとき。

(9) 前各号に掲げる場合のほか、 指定介護予防支援事業者が、 この法律その
他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれら
の法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

(10) 前各号に掲げる場合のほか、 指定介護予防支援事業者が、 居宅サ ー ビス
等に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。

(11) 指定介護予防支援事業者の役員等のうちに、 指定の取消し又は指定の全
部若しくは一部の効力の停止をしようとするとき前 5 年以内に居宅サ ー ビス
等に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるとき。

【基準】
上記の条文による。

紀の川 市介護保険サ ー ビス 事業者等監査要綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID247700A不利益 高齢介護課 介護保険法第 115条の3 4 第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 介護サ ー ビス 事業者に対する業務管理体制の整備に係る措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 115 条の 34第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保険法第 115 条の 34第 1項•第3項

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第 115 条の 34 第 115 条の 32 第2項の規定による届出を受けた厚生労働大臣等

は、 当該届出を行っ た介護サ ー ビス 事業者 （同条第4 項の規定による届 出を受
けた厚生労働大臣等にあ っ ては、 同項の規定による届出を行っ た介護サ ー ビス
事業者を除く。 ） が、同条第1項に規定する厚生労働省令で定める基準に従っ て
適正な業務管理体制の整備をしていないと認めるときは、 当該介護サ ー ビス事
業者に対し、 期限を定めて、 当該厚生労働省令で定める基準に従っ て適正な業
務管理体制を整備すべきことを勧告することができる。

2 厚生労働大臣等は、 前項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を
受けた介護サ ー ビス 事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ たときは、 その
旨を公表することができる。

3 厚生労働大臣等は、第1項の規定による勧告を受けた介護サ ー ビス 事業者が、
処 分 基 準 正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかっ たときは、 当該介護サ ー

ビス 事業者に対し、 期限を定めて、 その勧告に係る措置をとるべきことを命ず
ることができる。

4 厚生労働大臣等は、 前項の規定による命令をした場合においては、 その旨を
公示しなければならない。

5 介護サ ー ビス 事業者が第3 項の規定による命令に違反したときは、 厚生労働
省令で定めるとこ ろにより、厚生労働大臣又は第 115 条の 32第2項第2号に定
める都道府県知事は関係都道府県知事又は関係市町村長に対し、 同項第1号に
定める都道府県知事は関係市町村長に対し当該違反の内容を通知しなければな
らない。

【基準】
上記の条文による。



紀の川 市介護保険サ ー ビス 事業者業務管理体制確認検査実施要綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当 し、 適用除外に該当 する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID248000A 不利益 高齢介護課 介護保険法第115条の45 の8 第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 第一号事業を行う指定事業者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 115 条の 45 の8第3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保険法第 115 条の 45 の8第3項

■設定 □未設定

（勧告、 命令等）
第 115 条の 45 の 8 市町村長は、 指定事業者が、 第 115 条の 45 第1項第1号イ

から二まで又は第 115 条の 45 の 5 第2項の厚生労働省令で定める基準に従っ
て第1号事業を行っ ていないと認めるときは、 当該指定事業者に対し、 期限を
定めて、 これらの厚生労働省令で定める基準に従っ て第1号事業を行うことを
勧告することができる。

2 市町村長は、 前項の規定による勧告をした場合において、 その勧告を受けた
指定事業者が同項の期限内にこれに従わなかっ たときは、 その旨を公表するこ

処 分 基 準 とができる。
3 市町村長は、 第1項の規定による勧告を受けた指定事業者が、 正当な理由が

なくてその勧告に係る措置をとらなかっ たときは、 当該指定事業者に対し、 期
限を定めて、 その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

4 市町村長は、 前項の規定による命令をした場合においては、 その旨を公示し
なければならない。

【基準】
上記の条文による。

紀の川 市介護保険サ ー ビス 事業者等監査要綱

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当し、 適用除外に該当する場合有り



備 考

設 定 日 平成 31 年3 月31 日



《 ID248100A 不利益 高齢介護課 介護保険法第115 条の 45 の 9》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 第一号事業を行う指定事業者の指定の取消し、 指定の効力停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 115 条の 45 の 9

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 介護保険法第 115 条の 45 の 9

■設定 □未設定

（指定事業者の指定の取消し等）
第 115 条の 45 の9 市町村長は、 次の各号のいずれかに該当 する場合において

は、 当 該指定事業者に係る指定事業者の指定を取り消し、 又は期 間を定めてそ
の指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
(1) 指定事業者が、第 115 条の 45 第1項第1号イ から二まで又は第 115 条の

45 の 5 第2 項の厚生労働省令で定める基準に従っ て第1号事業を行うこと
ができなくなっ たとき。

(2) 第1号事業支給 費の請求に関し不正があっ たとき。
(3) 指定事業者が、第 115 条の 45 の7第1項の規定により報告又は帳簿書類

の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
( 4) 指定事業者又は当 該指定事業者の指定に係る事業所の従業者が、 第 115

条の 45 の7第1項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定
処 分 基 準 による質問に対して答弁せず、 若しくは虚偽の答弁をし、 又は同項の規定に

よる検査を拒み、 妨げ、 若しくは忌避したとき。 ただし、 当 該指定事業者の
指定に係る事業所の従業者がその行為をした場合において、 その行為を防止
するため、 当 該指定事業者が相 当 の注意及び監督を尽くしたときを除く。

( 5) 指定事業者が、 不正の手段により指定事業者の指定を受けたとき。
( 6) 前各号に掲げる場合のほか、 指定事業者が、 この法律その他国民の保健

医療若しくは福祉に関する法律で政令で定めるもの又はこれらの法律に基づ
く命令若しくは処分に違反したとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、 指定事業者が、 地域支援事業又は居宅サ ー

ビス 等に関し不正又は著しく不当 な行為をしたとき。
【基準】
上記の条文による。



紀の川 市介護保険サ ー ビス 事業者等監査要綱

参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 ※行政手続法第 13条第2項各号の規定に該当 し、 適用除外に該当 する場合有り

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID248200A不利益 高齢介護課 介護保険法第 129条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 高齢介護課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 第一号被保険者に係る保険料の賦課

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 介護保険法第 129条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定

処 分 基 準

参 考 資 料

介護保険法第 129条～第 141条
介護保険法施行令第 38条、 第 39条、 第 40条、 第 41条
介護保険法施行規則第 141条～第 158条の 3
0紀の）1|市介護保険条例第6条
■設定 □末設定

（保険料）
第 129条 市町村は、 介護保険事業に要する 費用 （財政安定化基金拠出金の納付

に要する 費用を含む。 ） に充てるため、 保険料を徴収しなければならない。
2 前項の保険料は、 第1号被保険者に対し、 政令で定める基準に従い条例で定

めるとこ ろにより算定された保険料率により算定された保険料額によ っ て課す
る。

3 前項の保険料率は、 市町村介護保険事業計画に定める介護給付等対象サ ー ビ
ス の見込最等に基づいて算定した保険給付に要する 費用の予想額、 財政安定化
基金拠出金の納付に要する 費用の予想額、 第 147 条第1項第2号の規定による
都道府県からの借入金の償還に要する 費用の予定額並びに地域支援事業及び保
健福祉事業に要する 費用の予定額、 第1号被保険者の所得の分布状況及びその
見通し並びに国庫負担等の額等に照らし、 おおむね3 年を通 じ財政の均衡を保
つことができるものでなければならない。

4 市町村は、 第1項の規定にかかわらず、 第2号被保険者からは保険料を徴収
しない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和7年3月31日
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《 ID1 07700A 不利益 陣害福祉課 児童福祉法第24条の40 第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5 年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定障害児相談支援事業者の業務管理体制に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊福祉法第24条の 40第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童福祉法第24条の 40第 1項•第3項
児童福祉法施行規則第25 条の 26の8

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

紀の川 市指定特定相 談支援事業者及び指定障害児相 談支援事業者指導監査要綱

聴聞·弁明手続 （平成3 1年4 月1日施行予定） 第17条第1 8条記載で、 行政手続法第13 条
第2項第3号に該当し、 適用除外。

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID l24000A不利益 陣害福祉課 身体陣害者福祉法第 1 8条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害福祉サ ー ビスの提供に係る措置解除

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 身体障害者福祉法第 18条第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 身体障害者福祉法第 18条第 1項

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

適用除外 （身体障害者福祉法第 19条）

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID l24100A不利益 陣害福祉課 身体陣害者福祉法第 1 8条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5 年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害者支援施設等への入所措置の解除

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 身体障害者福祉法第 18条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 身体障害者福祉法第 18条第2項

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

適用除外 （身体障害者福祉法第 19条）

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID l24200A不利益 陣害福祉課 身体陣害者福祉法第 38条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害福祉サ ー ビスの提供等又は障害者支援施設等への入所等の 費用の徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 身体障害者福祉法第 38条第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
身体障害者福祉法第 38条第 1項
0紀の）1|市身体障害者福祉法施行細則第 10条

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID l24 450A不利益 陣害福祉課 身体陣害者福祉法第 4 9条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和2年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 過料

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 身体障害者福祉法第 49条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 身体障害者福祉法第 49条

口設定 ■未設定

末設定理由：将来的に処分の対象の発生が見込まれるものの、 過去に処分実績が
なく又は稀であっ て、 あらか じめ処分基準を設定することは困難であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和3年3月31日



《ID l24500A不利益 陣害福祉課 身体陣害者福祉法附則第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和2年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 身体障害児に対する障害福祉サ ー ビスの提供に係る措置解除

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 身体障害者福祉法附則第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
身体障害者福祉法第 18条第 1項
児童福祉法第63条の 2

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

適用除外 （身体障害者福祉法第 19条）

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和3年3月31日



《 IDl 70350A 不利益 陣害福祉課 知的陣害者福祉法第33条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和2年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 過料

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 知的障害者福祉法第 33条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 知的障害者福祉法第 33条

口設定 ■未設定

末設定理由：将来的に処分の対象の発生が見込まれるものの、 過去に処分実績が
なく又は稀であっ て、 あらか じめ処分基準を設定することは困難であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和3年3月31日



《ID 1 8 1100A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第 1 7条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害児福祉手当の受給資格の喪失

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 17条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第2項•第5 項、 第 17条

基 準 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第 1条第 1項•第 3項、 第 1条の
2、 第6条、 別表第 1、 別表第3

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞を付与するが、 行政手続法第13 条第2項第4号に規定する 「金銭の給付決

聴聞·弁明手続 定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき」 に該
当するため手続きを省略する。

備 考

設 定 日 令和5 年3月31日



《ID 1 8 1300A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第22条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害児福祉手当の返還

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 22 条第 2 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 20 条、 第 21 条

基 準 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第 2 条第 2 項、 第 4 条、 第 5 条、
第7条、 第8条

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 1 3 条第 2 項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4 年3 月31 日



《ID 1 8 1400A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第24条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 不正利得の徴収

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第24条

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID 1 8 1600A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第26条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害児福祉手当の不支給 （第 11条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 11条、 第36条第 1項•第2項

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID 1 8 1700A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第26条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 調査拒否等による手当支払いの一時差止め （第 12条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 12 条、 第35 条第 1項

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID 1 8 1800A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第26条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 障害児福祉手当の支払いの調整 （第 16条で準用する児童扶養手当法第 31条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 16条
児童扶養手当法第 31条

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID 1 8 1900A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第26条の2》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特別障害者手当の受給資格の喪失

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の 2

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第 3項、 第26条の 2

基 準 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第 1条第2項、 別表第 1、 別表第2
障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令第 14条

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

聴聞を付与するが、 行政手続法第13 条第2項第4号に規定する 「金銭の給付決

聴聞·弁明手続 定の取消しその他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき」 に該
当するため手続を省略する。

備 考

設 定 日 令和5 年3月31日



《ID 1 82000A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第26条の 4》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特別障害者手当の支給の調整

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の 4

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の 4

基 準 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第 10条
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第 31条

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID 1 82200A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第26条の5》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特別障害者手当の不支給 （第 11条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 11条、 第36条第 1項•第2項

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID 1 82300A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第26条の5》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 調査拒否等による手当支払いの一時差止め （第 12条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 12 条、 第35 条第 1項

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID 1 82400A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第26条の5》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特別障害者手当の支払いの調整 （第 16条で準用する児童扶養手当法第 31条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第26条の5

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 16条
児童扶養手当法第 31条

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID 1 82600A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第26条の5》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特別障害者手当の返還 （第 22 条第 2 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 26 条の 5

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 20 条、 第 21 条、 第 22 条

基 準 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第 2 条第 2 項、 第 4 条、 第 5 条、
第 7 条、 第 8 条

口設定 ■未設定
未設定理由 ： 法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 1 3 条第 2 項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4 年3 月31 日



《ID 1 82700A不利益 陣害福祉課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第26条の5》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 不正利得の徴収 （第 24 条準用）

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 26 条の 5

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 24 条

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 1 3 条第 2 項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成 31 年3 月31 日



《ID266700A不利益 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律第8条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 自立支援給付の不正利得に対する徴収

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8条第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8条第 1項

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《1D266800A不利益 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律第8条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 介護給付 費等の不正支給を受けた場合の返還命令

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第8条第2項

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第13 条第2項第4号に該当し、 適用除外。

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《1D267000A不利益 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律第24条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5 年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 職権による支給決定の変更

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第 1項•第
2項

基 準 規 定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 12 条、
第 16条
障害支援 区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令 （平
成26年厚生労働省令第5号）

口設定 ■未設定

未設定理山：法令の規定において判断甚準が言い尽くされているので、 処分碁準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当 し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ！ 令和6 年3 月31 日



《ID267 100A不利益 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律第25条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5 年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 支給決定の取消し

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25 条第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第25 条第 1項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第 14条

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID268700A不利益 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律第51 条の 10 第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5 年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 地域相談支援給付 費又は特例地域相談支援給付 費の支給決定の取消し

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5 1 条の 10 第 1
項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5 1条の 10
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第26条の6

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《1D26 9500A不利益 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律第51 条の28 第 4 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定特定相談支援事業者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5 1 条の 28第 4
項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5 1 条の 24、 第

基 準 規 定
5 1条の 28第2項•第 4項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画
相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 （平成24年厚生労働省令第28号）

口設定 ■末設定

末設定理由：法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 処分某準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

紀の川 市指定特定相 談支援事業者及び指定障害児相 談支援事業者指導監査要綱

聴聞·弁明手続 （平成3 1年4 月1日施行予定） 第17条第1 8条記載で、 行政手続法第13 条
第2項第3号に該当 し、 適用除外。

備 考

設 定 日 令和7年3月31日



《ID26 9600A不利益 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律第51 条の29 第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和6 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定特定相談支援事業者の指定の取消し等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 51 条の 29 第 2

項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定

処 分 基 準

参 考 資 料

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 36 条第 3 項、第
51 条の 20 第 2 項、 第 51 条の 22 第 3 項、 第 51 条の 24 第 1 項•第 2 項、 第 51 条
の 29 第 2 項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第 22 条、第
22 条の 2、 第 26 条、 第 26 条の 10、 第 26 条の 11、 第 26 条の 14、 第 26 条の 16、
第 26 条の 1 7 第 2 項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 34 条
の 20 の 2 第 1 項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画
相談支援の事業の人員及び運営に関する基準 （平成 24 年厚生労働省令第 28号）

口設定 ■未設定

未設定理由：法令の規定において判断基準が言い尽くされているので、 処分基準
の設定は不要であるため。

【基準】

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続 I 紀の川 市指定特定相 談支援事業者及び指定障害児相 談支援事業者指導監査要綱
（平成3 1 年4 月1 日施行予定） 第 1 9 条第 2 0 条。



備 考

設 定 日 令和7年3月31日



《ID26 9700A不利益 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律第51 条の33 第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5 年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 指定相談支援事業者に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5 1 条の 33 第 3
項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5 1 条の 33 第 1

基 準 規 定
項 • 第 3項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 34 条
の61

口設定 ■末設定

末設定理由：法令の規定において判断某準が言い尽くされているので、 処分某準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

紀の川 市指定特定相 談支援事業者及び指定障害児相 談支援事業者指導監査要綱

聴聞·弁明手続 （平成3 1年4 月1日施行予定） 第17条第1 8条記載で、 行政手続法第13 条
第2項第3号に該当 し、 適用除外。

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID270200A不利益 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律第57 条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I令和5 年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 自立支援 医療 費の支給認定の取消し

処 分 権 者 福祉事務所長

根 拠 規 定 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5 7条第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5 7条第 1項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令第34条

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《1D290200A不利益 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律施行規則第3 4条の 6 第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特定障害者特別給付 費等の支給の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 34 条
の6第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 34 条
の6第 1項

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《1D290300A不利益 陣害福祉課 陣害者の日 常生活及び社会生活 を総合的に支援するための法律施行規則第3 4条の55 第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 障害福祉課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 計画相談支援給付 費の支給の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 34 条
の55 第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第 34 条
の55 第 1項

口設定 ■未設定

末設定理由：法令の規定において判断屈準が言い尽くされているので、 処分甚準
の設定は不要であるため。

処 分 基 準

【基準】

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日
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《ID l 75550A不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 4条の2》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の調幣

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 4条の 2

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童扶養手当法第 4条の 2

■設定 □未設定

（支給の調整）
第4 条の2 同 一の児童について、 父及び母のいずれもが手当の支給要件に該当

するとき、 又は父及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当するときは、
当該父に対する手当は、 当該児童については、 支給しない。

処 分 基 準 2 同 一の児童について、 母及び養育者のいずれもが手当の支給要件に該当する
ときは、 当該養育者に対する手当は、 当該児童については、 支給しない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID l 75750A不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 8条第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の減額改定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 8 条第 3 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童扶養手当法第8条第 3項

■設定 □未設定

（手当の額の改定時期）
第 8条 手当の支給を受けている者につき、 新たに監護等児童があるに至った場

合における手当の額の改定は、 その者がその改定後の額につき認定の請求をし
た日の属する月の翌月から行う。

処 分 基 準 2 前条第2項の規定は、 前項の改定について準用する。
手当の支給を受けている者につき、 監護等児童の数が減 じた場合における手

当の額の改定は、 その減 じた日の属する月の翌月から行う。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号により適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 IDl 75800A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 9条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の制限 （所得限度超過）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 9条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第 9条
児童扶養手当法施行令第2条の 3、 第2条の 4、 第 3条、 第 4条

■設定 □未設定

（支給の制限）
第9 条 手当は、受給資格者 （第4 条第1項第1号 口 又は二に該当し、かつ、母が

ない児童、 同項第2号 口 又は二に該当し、 かつ、 父がない児童その他政令で定
める児童の養育者を除く。 以下この項において同 じ。 ） の前年の所得が、 その者
の所得税法 （昭和40年法律第 33号） に規定する同一生計配偶者及び扶養親族

（以下 「扶養親族等」 という。 ） 並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童
で当該受給資格者が前年の 12 月31日において生計を維持したものの有無及び
数に応 じて、 政令で定める額以上であるときは、 その年の 11 月から翌年の 10

処 分 基 準 月までは、 政令の定めるとこ ろにより、 その全部又は一部を支給しない。
2 受給資格者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養

育に必要な 費用の支払を受けたとき、 又は受給資格者が父である場合であって
その監護し、 かつ、 これと生計を同 じくする児童が母から当該児童の養育に必
要な 費用の支払を受けたときは、 政令で定めるとこ ろにより、 受給資格者が当
該 費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続



備 考

設 定 日 令和7年3月31日



《ID l 75 900A不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 9条の2》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の制限 （所得限度超過）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 9条の 2

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第 9条の 2
児童扶養手当法施行令第2条の 4、 第3条、 第 4条

■設定 □未設定

第9 条の2 手当は、 受給資格者 （前条第1項に規定する養育者に限る。 以下こ
の条において同 じ。 ） の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者
の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の 12 月31日において生計を
維持したものの有無及び数に応 じて、 政令で定める額以上であるときは、 その

処 分 基 準 年の 11月から翌年の 10月までは、 支給しない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和7年3月31日



《ID l 76000A不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 1 0条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の制限 （父又は母に対する支給制限）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 10条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第 10条
児童扶養手当法施行令第2条の 4第8項、 第 3条、 第 4条

■設定 □未設定
第 10条 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又は

その父若しくは母の民法 （明治 29年法律第89号） 第877条第1項に定める扶
養義務者でその父若しくは母と生計を同 じくするものの前年の所得が、 その者
の扶養親族等の有無及び数に応 じて、 政令で定める額以上であるときは、 その

処 分 基 準 年の 11月から翌年の 10月までは、 支給しない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID l 75750A不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 8条第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の減額改定

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 8 条第 3 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童扶養手当法第8条第 3項

■設定 □未設定

（手当の額の改定時期）
第 8条 手当の支給を受けている者につき、 新たに監護等児童があるに至った場

合における手当の額の改定は、 その者がその改定後の額につき認定の請求をし
た日の属する月の翌月から行う。

処 分 基 準 2 前条第2項の規定は、 前項の改定について準用する。
手当の支給を受けている者につき、 監護等児童の数が減 じた場合における手

当の額の改定は、 その減 じた日の属する月の翌月から行う。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号により適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 IDl 75800A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 9条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の制限 （所得限度超過）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 9条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第 9条
児童扶養手当法施行令第2条の 3、 第2条の 4、 第 3条、 第 4条

■設定 □未設定

（支給の制限）
第9 条 手当は、受給資格者 （第4 条第1項第1号 口 又は二に該当し、かつ、母が

ない児童、 同項第2号 口 又は二に該当し、 かつ、 父がない児童その他政令で定
める児童の養育者を除く。 以下この項において同 じ。 ） の前年の所得が、 その者
の所得税法 （昭和40年法律第 33号） に規定する同一生計配偶者及び扶養親族

（以下 「扶養親族等」 という。 ） 並びに当該受給資格者の扶養親族等でない児童
で当該受給資格者が前年の 12 月31日において生計を維持したものの有無及び
数に応 じて、 政令で定める額以上であるときは、 その年の 11 月から翌年の 10

処 分 基 準 月までは、 政令の定めるとこ ろにより、 その全部又は一部を支給しない。
2 受給資格者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養

育に必要な 費用の支払を受けたとき、 又は受給資格者が父である場合であって
その監護し、 かつ、 これと生計を同 じくする児童が母から当該児童の養育に必
要な 費用の支払を受けたときは、 政令で定めるとこ ろにより、 受給資格者が当
該 費用の支払を受けたものとみなして、前項の所得の額を計算するものとする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続



備 考

設 定 日 令和7年3月31日



《ID l 75 900A不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 9条の2》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の制限 （所得限度超過）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 9条の 2

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第 9条の 2
児童扶養手当法施行令第2条の 4、 第3条、 第 4条

■設定 □未設定

第9 条の2 手当は、 受給資格者 （前条第1項に規定する養育者に限る。 以下こ
の条において同 じ。 ） の前年の所得が、その者の扶養親族等及び当該受給資格者
の扶養親族等でない児童で当該受給資格者が前年の 12 月31日において生計を
維持したものの有無及び数に応 じて、 政令で定める額以上であるときは、 その

処 分 基 準 年の 11月から翌年の 10月までは、 支給しない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和7年3月31日



《ID l 76000A不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 1 0条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の制限 （父又は母に対する支給制限）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 10条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第 10条
児童扶養手当法施行令第2条の 4第8項、 第 3条、 第 4条

■設定 □未設定
第 10条 父又は母に対する手当は、その父若しくは母の配偶者の前年の所得又は

その父若しくは母の民法 （明治 29年法律第89号） 第877条第1項に定める扶
養義務者でその父若しくは母と生計を同 じくするものの前年の所得が、 その者
の扶養親族等の有無及び数に応 じて、 政令で定める額以上であるときは、 その

処 分 基 準 年の 11月から翌年の 10月までは、 支給しない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID 1 761 00A不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 1 1条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支給の制限 （養育者に対する支給制限）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 11条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童扶養手当法第 11条
児童扶養手当法施行令第2条の 4第8項、 第 3条、 第 4条

■設定 □未設定
第 11条 養育者に対する手当は、その養育者の配偶者の前年の所得又はその養育

者の民法第877 条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するも
のの前年の所得が、 その者の扶養親族等の有無及び数に応 じて、 前条に規定す
る政令で定める額以上であるときは、 その年の 11月から翌年の 10月までは、

処 分 基 準 支給しない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《 IDl 76600A 不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 1 5条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和5 年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 調査拒否等による手当差止め

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 15 条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童扶養手当法第28条第 1項

■設定 □未設定
第 15 条 手当の支給を受けている者が、 正当な理由がなくて、 第 28条第1項の

規定による届出をせず、 又は書類その他の物件を提出しないときは、 手当の支
払を一時差しとめることができる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID l 76700A不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第23条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 I こども課

適用日（掲載日） I 平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当に係る不正受給者の受給額相当額の徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 23 条第 1 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童扶養手当法第 23 条第 1 項

■設定 □未設定

（不正利得の徴収）
第 23 条 偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、都道

府県知事等は、 国税徴収の例により、 受給額に相当する金額の全部又は一部を
その者から徴収することができる。

2 国民年金法第 96 条第 1 項から第 5 項まで、 第 97 条及び第 98 条の規定は、 前

処 分 基 準 項の規定による徴収金の徴収について準用する。 この場合において、 同法第 97

条第 1 項 中 「年14. 6 パーセ ン ト （当該督促が保険料に係るものであるときは、
当該納期限の翌日から 3 月を経過する日までの期 間については、 年 7. 3 パーセ
ン ト ） 」 とあるのは、 「年14. 6 パーセ ン ト 」 と読み替えるものとする。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 1 3 条第 2 項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ！ 平成 31 年3 月31 日



《ID l 76720A不利益 こ ど も課 児童扶養手 当法第 3 1条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童扶養手当の支払の調幣

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊扶養手当法第 31条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童扶養手当法第 31条

■設定 □未設定

（手当の支払の調整）
第 31条 手当を支給すべきでないにもかかわらず、手当の支給としての支払が行

なわれたときは、 その支払われた手当は、 その後に支払うべき手当の内払とみ
なすことができる。 第 12条第2項の規定によりすでに支給を受けた手当に相当
する金額の全部又は一部を返還すべき場合におけるその返還すべき金額及び手

処 分 基 準 当の額を減額して改定すべき事由が生 じたにもかかわらず、 その事由が生 じた
日の属する月の翌月以降の分として減額しない額の手当が支払われた場合にお
ける当該手当の当該減額すべきであった部分についても、 同様とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和5 年3月31日



《ID 1 80 400A不利益 こ ど も課 母子及び父子亜びに寡婦福祉法第3 1条の2》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 不正利得の徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 母子及び父子並びに寡婦福祉法第 31条の 2

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 母子及び父子並びに寡婦福祉法第 31条の 2

■設定 □未設定

（不正利得の徴収）
第 31 条の2 偽りその他不正の手段により母子家庭 自立支援給付金の支給を受

けた者があるときは、 都道府県知事等は、 受給額に相当する金額の全部又は一

部をその者から徴収することができる。
処 分 基 準

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID 1 8071 0A不利益 こ ど も課 母子及び父子亜びに寡婦福祉法第3 1条の 1 0》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 父子家庭 自立支援給付金の不正利得の徴収 （第31条の 2準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 母子及び父子並びに寡婦福祉法第 31条の 10

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 母子及び父子並びに寡婦福祉法第 31条の 2

■設定 □未設定

（父子家庭 自立支援給付金）
第 31条の 10 第 31条から第 31条の 4 までの規定は、 配偶者のない男 子で現に

児童を扶養しているものについて準用する。 この場合において、 第 31条中 「母
子家庭 自立支援給付金」 とあるのは 「父子家庭 自立支援給付金」 と、 同条第 1号
中 「母子家庭 自立支援教育訓練給付金」 とあるのは 「父子家庭 自立支援教育訓
練給付金」 と、 同条第2号 中 「母子家庭高等職業訓練促進給付金」 とあるのは

処 分 基 準 「父子家庭商等職業訓練促進給付金」 と、 第 31条の2 中 「母子家庭 自立支援給
付金」 とあるのは 「父子家庭 自立支援給付金」 と、 第 31条の3 及び第 31条の
4 中 「母子家庭 自立支援教育訓練給付金又は母子家庭高等職業訓練促進給付金」
とあるのは 「父子家庭 自立支援教育訓練給付金又は父子家庭高等職業訓練促進
給付金」 と読み替えるものとする。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和4 年3 月31 日



《ID 1 8 10 9 1A不利益 こ ど も課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第 16条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和5 年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特別児童扶養手当の減額改定 （児童扶養手当法第8条第3項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 16条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定

処 分 基 準

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 16条
児童扶養手当法第8条第 3項

■設定 □未設定

（児童扶養手当法の準用）
第 16条 児童扶養手当法第 5 条の2 第1項及び第3 項、 第 8条、 第 22 条から第

25 条まで並びに第 31条の規定は、 手当について準用する。 この場合において、
同法第 5 条の2 第1項中 「基本額」 とあるのは 「特別児章扶養手当の額」 と、同
条第3 項 中 「前2項」 とあるのは 「第1項」 と、 同法第 8条第1項中 「 藍護等児
童があるに至った場合」 とあるのは 「監護し若しくは養育する障害児があるに
至った場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障害の程度が増進した場
合」 と、同条第3 項 中 「監護等児童の数が減 じ」 とあるのは 「その監護し若しく
は養育する障害児の数が減 じ、 又はその障害児の障害の程度が低下し」 と、 「そ
の減 じ」 とあるのは 「その減 じ、 又は低下し」 と、 同法第23条第1項 中 「都道
府県知事」 とあるのは 「厚生労働大臣」 と、 同法第 31条中 「第 12 条第2項」
とあるのは 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9 条第2項」 と、 「金額
の全部又は一部」 とあるのは 「金額」 と読み替えるものとする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



備 考

設 定 日 令和6 年3 月31 日



《ID 1 8 10 92A不利益 こ ど も課 特別児童扶養手 当等の支給に関する法律第 16条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和5 年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特別児童扶養手当の支払の調整 （児童扶養手当法第31条準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 16条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定

処 分 基 準

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

特別児童扶養手当等の支給に関する法律第 16条
児童扶養手当法第 31条

■設定 □未設定

（児童扶養手当法の準用）
第 16条 児童扶養手当法第 5 条の2 第1項及び第3 項、 第 8条、 第 22 条から第

25 条まで並びに第 31条の規定は、 手当について準用する。 この場合において、
同法第 5 条の2 第1項中 「基本額」 とあるのは 「特別児章扶養手当の額」 と、同
条第3 項 中 「前2項」 とあるのは 「第1項」 と、 同法第 8条第1項中 「 藍護等児
童があるに至った場合」 とあるのは 「監護し若しくは養育する障害児があるに
至った場合又はその監護し若しくは養育する障害児の障害の程度が増進した場
合」 と、同条第3 項 中 「監護等児童の数が減 じ」 とあるのは 「その監護し若しく
は養育する障害児の数が減 じ、 又はその障害児の障害の程度が低下し」 と、 「そ
の減 じ」 とあるのは 「その減 じ、 又は低下し」 と、 同法第23条第1項 中 「都道
府県知事」 とあるのは 「厚生労働大臣」 と、 同法第 31条中 「第 12 条第2項」
とあるのは 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律第9 条第2項」 と、 「金額
の全部又は一部」 とあるのは 「金額」 と読み替えるものとする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



備 考

設 定 日 令和6 年3 月31 日



《ID 1 87800A不利益 こ ど も課 母子保健法第21条の 4 第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I平成 3 1 年4 月 1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者に対する 費用徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 母子保健法第 2 1 条の 4 第 1 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
母子保健法第 2 1 条の 4 第 1 項
0紀の）1|市母子保健法に関する規則第 6 条、 別表

■設定 □未設定

（貨用の徴収）
第 2 1 条の 4 第 20 条の規定による養育医療の給付に要する 費用を支弁した市町

村長は、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から、その負担能力に応 じて、
当該措置に要する 費用の全部又は一部を徴収することができる。

2 前項の規定による 費用の徴収は、 徴収されるべき者の居住地又は財産所在地
の市町村に嘱託することができる。

3 第1項の規定により徴収される 費用を、 指定の期限内に納付しない者がある
ときは、 地方税の滞納処分の例により処分することができる。 この場合におけ
る徴収金の先取特権の順位は、 同税及び地方税に次 ぐものとする。

0紀の）1|市母子保健法に関する規則
（ 費用の徴収）

処 分 基 準 第 6 条 市長は、 法第 2 1 条の 4 第 1 項の規定により、 給付を受けた者 （以下 「受
給者」 という。 ） 又はその扶養義務者からその 費用を徴収する。

2 前項の規定により徴収する 費用 （以下 「徴収金」 という。 ） の額は、 別表に掲げ
る受給者の属する世帯の階層 区分に応 じ、 それぞれ同表に定める徴収基準月額
とする。

3 前項の規定にかかわらず、同一世帯から同時に 2 人以上の者が給付を受けた場
合においては、 その月の入院日数が最も長期になる受給者に係る徴収金につい
ては同項の規定による徴収基準月額とし、 その他の者に係る徴収金の額につい
ては別表に掲げる世帯の階層 区分に応 じ、 それぞれ同表に定める徴収基準加算
月額とする。

4 前 2 項の規定にかかわらず、 これらの規定による徴収金の額が法第 2 1 条の規
定により市が支弁した額を超えるときは、 当該市が支弁した額を徴収金の額と
する。

別表 省略



【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞 ・ 弁明手続

備 考

設 定 日 令和2年3月31日



《 ID207300A 不利益 こ ど も課 児童手 当法第4条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 受給資格の喪失

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊手当法第 4条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童手当法第 4条第2項

■設定 □未設定

（支給要件）
第4 条 児童手当は、 次の各号のいずれかに該当 する者に支給する。

(1) 次のイ 又は 口 に掲げる児箪 （以下 「支給要件児童」 という。 ） を監護し、
かつ、 これと生計を同 じくするその父又は母 （当該支給要件児童に係る未成
年後見人があるときは、 その未成年後見人とする。 以下この項において 「父
母等」 という。 ） であって、 日本国内に住所 （未成年後見人が法人である場合
にあっては、 主たる事務所の所在地とする。 ） を有するもの
イ 1 5 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 日までの間にある児童 （施設入所

等児童を除く。 以下この章及び附則第2 条第2項において 「 中 学校修了 前
の児童」 という。 ）

ロ 中 学校修了 前の児童を含む2 人以上の児童 （施設人所等児童を除く。 ）
(2) 日本国内に住所を有しない父母等がその生計を維持している支給要件児

処 分 基 準 童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同 じくする者 （当該支給要件
児童と同居することが困難であると認められる場合にあっては、 当該支給要
件児童を監護し、 かつ、 これと生計を同 じくする者とする。 ） のうち、 当該支
給要件児童の生計を維持している父母等が指定する者であって、 日本国内に
住所を有するもの （当該支給要件児童の父母等を除く。 以下 「父母指定者」 と
v ヽう。 ）

( 3 )  父母等又は父母指定者のいずれにも監護されず又はこれらと生計を同 じ
くしない支給要件児童を監護し、 かつ、 その生計を維持する者であって、 日
本国内に住所を有するもの

( 4) 1 5 歳に達する日以後の最初の 3 月 31 13 までの間にある施設入所等児童
（以下 「 中学校修了 前の施設入所等児童」 という。 ） が委託されている小規模

住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は 中 学校修了 前の施設入所等児
童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設、 指定発達支援 医療機関、
乳児院等、 障害者支援施設、のぞみの園、 救護施設、更生施設、日常生活支援



住居施設若しくは女性 自立支援施設 （以下 「障害児人所施設等」 という。 ） の
設置者

2 前項第1号の場合において、 児童を監護し、 かつ、 これと生計を同 じくする
その未成年後見人が数人あるときは、 当該児蘊は、 当該未成年後見人のうちい
ずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者によって監護され、 かつ、 これ
と生計を同 じくするものとみなす。

3 第1項第1号又は第2号の場合において、 父及び母、 未成年後見人並びに父
母指定者のうちいずれか2 以上の者が当該父及び母の子である児童を監護し、
かつ、これと生計を同 じくするときは、当該児童は、当該父若しくは母、未成年
後見人又は父母指定者のうちいずれか当該児童の生計を維持する程度の高い者
によって監護され、 かつ、 これと生計を同 じくするものとみなす。

4 前2項の規定にかかわらず、 児童を監護し、 かつ、 これと生計を同 じくする
その父若しくは母、 未成年後見人又は父栂指定者のうちいずれか一の者が当該
児童と同居している場合 （当該いずれか一の者が当該児童を監護し、 かつ、 こ
れと生計を同 じくするその他の父若しくは髯、 未成年後見人又は父母指定者と
生計を同 じくしない場合に限る。 ） は、 当該児童は、 当該同居している父若しく
は母、 未成年後見人又は父母指定者によって監護され、 かつ、 これと生計を同
じくするものとみなす。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第2号により適用除外

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和7年3月31日



《 ID207400A 不利益 こ ど も課 児童手 当法第5条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和5 年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童手当の不支給

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊手当法第5 条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
児童手当法第5 条
児童手当法施行令第 1条、 第2条、 第3条

■設定 □未設定

第 5 条 児童手当 （施設入所等児童に係る部分を除く。 ） は、 前条第1項第1号か
ら第3号までのいずれかに該当する者の前年の所得 (1月から 5 月までの月分
の児童手当については、 前 々年の所得とする。 ） が、 その者の所得税法 （昭和 40
年法律第33号） に規定する同一生計配偶者及び扶養親族 （施設入所等児童を除
く。 以下 「扶養親族等」 という。 ） 並びに同項第1号から第3号までのいずれか
に該当する者の扶養親族等でない児童で同項第1号から第3号までのいずれか

処 分 基 準 に該当する者が前年の 12 月31日において生計を維持したものの有無及び数に
応 じて、政令で定める額以上であるときは、支給しない。 ただし、同項第1号に
該当する者が未成年後見人であり、 かつ、 法人であるときは、 この限りでない。

2 前項に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、 政令で定める。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ！ 令和6 年3 月31 日



《ID207700A不利益 こ ど も課 児童手 当法第 10条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 調査拒否等による児童手当の支給の制限

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊手当法第 10条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童手当法第 10条、 第27条

■設定 □未設定

（支給の制限）
第 10条 児童手当は、 受給資格者が、 正当な理由がなくて、 第 27 条第1項の規

定による命令に従わず、 又は同項の規定による当該職員の質間に応 じなかった
ときは、 その額の全部又は一部を支給しないことができる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID207800A 不利益 こ ど も課 児童手 当法第11条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童手当の支払いの一時差止め

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊手当法第 11条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童手当法第 11条、 第26条

■設定 □未設定
第 11条 児童手当の支給を受けている者が、 正当な理由がなくて、 第 26条の規

定による届出をせず、 又は同条の規定による書類を提出しないときは、 児童手
当の支払を一時差しとめることができる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 1D208000A 不利益 こ ど も課 児童手 当法第13条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 支払の調幣

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊手当法第 13条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童手当法第 13条

■設定 □未設定

（支払の調整）
第 13条 児童手当を支給すべきでないにもかかわらず、児童手当の支給 と しての

支払が行なわれた と きは、 その支払われた児童手当は、 その後に支払うべき児
童手当の内払 と みなすこ と ができる。 児箪手当の額を減額して改定すべき事山

処 分 基 準 が生 じたにもかかわらず、 その事由が生 じた日の属する月の翌月以降の分 と し
て減額しない額の児童手当が支払われた場合における当該児童手当の当該減額
すべきであった部分についても、 同様 と する。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《 ID2081 00A 不利益 こ ど も課 児童手 当法第14条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 不正利得の徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊手当法第 14条第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童手当法第 14条第 1項

■設定 □未設定

（不正利得の徴収）
第 14条 偽りその他不正の手段により児童手 当 の支給を受けた者があるときは、

市町村長は、 地方税の滞納処分の例により、 受給額に相当する金額の全部又は
一部をその者から徴収することができる。

処 分 基 準 2 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、 国税及び地方税に次 ぐものと
する。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID 1 08350A不利益 保育課 児童福祉法第 3 4条の 17 の3 第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 Iこども課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 児童育成支援拠点事業の制限又は停止

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 児蘊福祉法第 34条の 17の 3第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 児童福祉法第 34条の 17の 3第 3項

■設定 □未設定

〔報告の徴収等〕
第 34条の 17の3 市町村長は、児童の福祉のために必要があると認めるときは、

児厳育成支援拠点事業を行う者に対して、 必要と認める事項の報告を求め、 又
は当該職員に、 関係者に対して質間させ、 若しくはその事業を行う場所に立ち
入り、 設備、 帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

② 第 18条の 16第2項及び第3 項の規定は、 前項の場合について準用する。

処 分 基 準 ③ 市町村長は、 児童育成支援拠点事業を行う者が、 この法律若しくはこれに基
づく命令若しくはこれらに基づいてする処分に違反したとき、 又はその事業に
関し不当に営利を図り、 若しくはその事業に係る児童若しくはその保護者の処
遇につき不当な行為をしたときは、 その者に対し、 その事業の制限又は停止を
命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 令和7年3月31日
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)�����_`abcde,�

� � X Y� IJKLZ[\][ Ĉ 6
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《ID100000A 不利益 建設総務課 砂防法第21条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 砂防に関する 費用の不均一賦課

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 砂防法第21条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 砂防法第21条

■設定 □未設定

〔不均一賦課〕
第 21 条 公共団体ハ砂防二関ス ル 費用二付キ利害関係 ノ 厚薄 ヲ 標準 ト シテ 其 ノ

区域内二於テ不均ー ノ 賦課 ヲ ナス コ ト ヲ 得

処 分 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID150000A 不利益 建設総務課 道路法第21条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 他の工作物管理者に対する工事施行命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第21条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第21条

■設定 □未設定

（他の工作物の管理者に対する工事施行命令等）
第21条 道路と他のエ作物とが相互に効用を兼ねる場合において、他の工作物の

管理者に当該道路の道路に関する工事を施行させ、 又は維持をさせることが適
当であると認められるときは、前条及び第 31条の規定によって協議をした場合

処 分 基 準 を除く外、 道路管理者は、 他の工作物の管理者に当該道路に関する工事を施行
させ、 又は当該道路の維持をさせることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID1501ODA 不利益 建設総務課 道路法第22条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 工事原 因者への工事施行命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第22条第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第22条第 1項

■設定 □未設定

（工事原因者に対する工事施行命令等）
第22条 道路管理者は、道路に関する工事以外の工事 （以下 「他の工事」 という。 ）

により必要を生 じた道路に関する工事又は道路を損傷し、 若しくは汚損した行
為若しくは道路の補強、 拡幅その他道路の構造の現状を変更する必要を生 じさ
せた行為 （以下 「他の行為」 という。 ） により必要を生 じた道路に関する工事又

処 分 基 準 は道路の維持を当該工事の執行者又は行為者に施行させることができる。
2 前項の場合において、 他の工事が河）1|法 （昭和39年法律第 167号） が適用さ

れ、又は準用される河川の河川 工事 （以下 「河川 工事」 という。 ） であるときは、
当該道路に関する工事については、 同法第 19条の規定は、 適用しない。

【某準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ！ 令和6年3月31日



《ID150400A 不利益 建設総務課 道路法第39条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路 占用料の徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 39条第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
道路法施行令第 19条～第 19条の 3
0紀の）1|市道路 占用料徴収条例第2条、 第 4条、 別表

■設定 □未設定

（ 占用料の徴収）
第 39条 道路管理者は、道路の 占用につき 占用料を徴収することができる。 ただ

し、 道路の 占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法 （昭
和23年法律第 109号） 第 6 条に規定する公営企業以外のものに係る場合におい
ては、 この限りでない。

処 分 基 準 2 前項の規定による 占用 料の額及び徴収方法は、 道路管理者である地方公共団
体の条例 （指定区 間内の国道にあっては、政令） で定める。 但し、条例で定める
場合においては、第 35 条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定める
ものに係るものについては、 政令で定める基準の範囲をこえてはならない。

【某準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ！ 令和6年3月31日



《ID150630A 不利益 建設総務課 道路法第39条の9》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成 31 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 占用物件の維持管理に関する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 39 条の 9

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
道路法第 39 条の 8、 第 39 条の 9

道路法施行規則第 4 条の 5 の 5

■設定 □未設定

（ 占用物件の維持管理に関する措置）
第 39 条の 9 道路管理者は、道路 占用者が前条の国土交通省令で定める基準に従

つて 占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路 占用者に対し、
その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6 年3 月31 日



《ID150700A 不利益 建設総務課 道路法第43条の2》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 車両の積載物の落下予防等措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 43 条の 2

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 43 条の 2

■設定 □未設定

（車両の積載物の落下の予防等の措置）
第 43 条の 2 道路管理者は、道路を通行している車両の積載物が落下するおそれ

がある場合において、 当該積載物の落下により道路が損傷され、 又は当該積載
物により道路が汚損される等道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれがある

処 分 基 準 ときは、 当該車両を運転している者に対し、 当該車両の通行の 中止、 積載方法
の是正その他通行の方法について、 道路の構造又は交通に支障が及ぶのを防止
するため必要な措置をすることを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6 年3 月3 1 日



《ID150800A 不利益 建設総務課 道路法第44条第4 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 工作物管理者の危険防止措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 44 条第 4 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 44 条第 3 項•第 4 項

■設定 □未設定

（沿道 区域における上地等の管理者の損害予防義務）
第 44 条 道路管理者は、道路の沿道の土地、 竹木又はエ作物が道路の構造に及ぼ

すべき損害を予防し、 又は道路の交通に及ぼすべき危険を防止するため、 道路
に接続する区域を、条例 （指定区間内の国道にあっては、政令） で定める基準に
従い、 沿道 区域として指定することができる。 ただし、 道路の各 一側について
幅 20 メ ー ト ルを超える区域を沿道 区域として指定することはできない。

2 前項の規定による指定においては、 当 該指定に係る沿道 区域及び次項の規定
による措置の対象となる土地、 竹木又は工作物を定めるものとし、 道路管理者
は、 当該指定をしたときは、 遅滞なくこれらの事項を公示するものとする。

3 沿道 区域の区域内にある土地、 竹木又はエ作物 （前項の規定により公示され
たものに限る。 以下この項及び次項において同 じ。 ） の管理者は、 その上地、 竹
木又はエ作物が道路の構造に損害を及ぼし、 又は交通に危険を及ぼすおそれが

処 分 基 準 あると認められる場合においては、 その損害又は危険を防止するための施設の
設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講 じなければならな
v ヽ゜

4 道路管理者は、 前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要がある
と認める場合においては、 当 該土地、 竹木又は工作物の管理者に対して、 同項
に規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講
ずべきことを命ずることができる。

5 道路管理者は、 前項の規定による命令により損失を受けた者に対して、 通常
生ずべき損失を補償しなければならない。

6 前項の規定による損失の補償については、 道路管理者と損失を受けた者とが
協議しなければならない。

7 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 道路管理者は、 自己の
見積もった金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合におい
て、 当 該金額について不服がある者は、 政令で定めるとこ ろにより、 補償金額



の支払を受けた日から 1 月以内に収用委員会に土地収用法 （昭和 26 年法律第
219号） 第 94 条の規定による 裁 決を 申 請することができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和6 年3 月31 日



《ID151000A 不利益 建設総務課 道路法第47条の 1 4 第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 違反車両の通行 中止等の措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 47条の 14第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
道路法第 47条
車両制限令第 3条～第 12条

■設定 □未設定

（車両の通行に関する措置）
第 47条の 14 道路管理者は、 第 47条第2項の規定に違反し、 若しくは同条第1

項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第 47 条の2 第1項の規
定により付した条件に違反し、 若しくは第 47 条の 10第3 項の回答の内容に従
わないで車両を通行させている者又は道路において第 47 条第4 項の規定によ
る政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、 当該車両の通行
の中止、 総重最の軽減、 徐行その他通行の方法について、 道路の構造の保全又

処 分 基 準 は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
2 道路管理者は、 路線を定めて道路を 自動車運送事業のために使用しようとす

る者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、 当該車
両が第 47 条第4 項の規定による政令で定める基準に適合しない場合において
は、 当該基準に適合するように、 道路に関して必要な措置を講ずべきことを命
ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID151 1DOA 不利益 建設総務課 道路法第47条の 1 4 第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路に関する必要な措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 47条の 14第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
道路法第 47条
車両制限令第 3条～第 12条

■設定 □未設定

（車両の通行に関する措置）
第 47条の 14 道路管理者は、 第 47条第2項の規定に違反し、 若しくは同条第1

項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第 47 条の2 第1項の規
定により付した条件に違反し、 若しくは第 47 条の 10第3 項の回答の内容に従
わないで車両を通行させている者又は道路において第 47 条第4 項の規定によ
る政令で定める基準を超える車両を通行させている者に対し、 当該車両の通行
の中止、 総重最の軽減、 徐行その他通行の方法について、 道路の構造の保全又

処 分 基 準 は交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることができる。
2 道路管理者は、 路線を定めて道路を 自動車運送事業のために使用しようとす

る者又は反覆して同一の道路に車両を通行させようとする者に対して、 当該車
両が第 47 条第4 項の規定による政令で定める基準に適合しない場合において
は、 当該基準に適合するように、 道路に関して必要な措置を講ずべきことを命
ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続



備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID151 200A 不利益 建設総務課 道路法第48条第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路保全立体区域内での措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48 条第 2 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48 条第 1 項•第 2 項

■設定 □未設定

（道路保全立体区域内の制限）
第 48 条 道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他のエ作物の所有

者又は 占有者は、 その土地、 竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損
害を及ぼし、 又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合において
は、 その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を
防止するため必要な措置を講 じなければならない。

2 道路管理者は、 前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要がある
と認める場合においては、 同項に規定する所有者又は 占有者に対して、 同項に
規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ず

処 分 基 準 べきことを命ずることができる。
3 第1項に規定する所有者又は 占有者は、 同項に規定するもののほか、 高架の

道路の橋脚の周 囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路
保全立体区域における行為であって、 道路の構造に損害を及ぼし、 又は交通に
危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行ってはならない。

4 道路管理者は、 前項の規定に違反している者に対し、 行為の 中止、 物件の改
築、 移転又は除却その他道路の構造を保全し、 又は交通の危険を防止するため
の必要な措置をすることを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



弁 明 の機会の付与

聴聞 · 弁明手続

備 考

設 定 日 令和 6 年 3 月 3 1 日



《ID1 51300A 不利益 建設総務課 道路法第48条第4 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 行為の中止、 物件の除却等の命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48条第 4項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条第 3項•第 4項

■設定 □未設定

（道路保全立体区域内の制限）
第 48条 道路保全立体区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有

者又は 占有者は、 その土地、 竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損
害を及ぼし、 又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合において
は、 その損害又は危険を防止するための施設の設置その他その損害又は危険を
防止するため必要な措置を講 じなければならない。

2 道路管理者は、 前項に規定する損害又は危険を防止するため特に必要がある
と認める場合においては、 同項に規定する所有者又は 占有者に対して、 同項に
規定する施設の設置その他その損害又は危険を防止するため必要な措置を講ず

処 分 基 準 べきことを命ずることができる。
3 第1項に規定する所有者又は 占有者は、 同項に規定するもののほか、 高架の

道路の橋脚の周 囲又は地盤面下の道路の上下における土石の採取その他の道路
保全立体区域における行為であって、 道路の構造に損害を及ぼし、 又は交通に
危険を及ぼすおそれがあると認められるものを行ってはならない。

4 道路管理者は、 前項の規定に違反している者に対し、 行為の中止、 物件の改
築、 移転又は除却その他道路の構造を保全し、 又は交通の危険を防止するため
の必要な措置をすることを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



弁明の機会の付与

聴聞 ・ 弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID1 51500A 不利益 建設総務課 道路法第48条の7 第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 連結料の徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48条の 7第 1項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条の 4第2号 ・ 第 3号 ・ 第 4号、 第 48条の 7第 1項

■設定 □未設定

（連結料の徴収）
第 48条の7 道路管理者は、 第 48条の 4 第2号から第4号までに掲げる施設の

自動車専用道路との連結につき、 連結料を徴収することができる。
2 前項の規定による連結料の額の基準及び徴収方法は、 道路管理者である地方

処 分 基 準 公共団体の条例 （指定区 間内の国道にあっては、 政令） で定める。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID1 51600A 不利益 建設総務課 道路法第48条の12》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 違反行為の 中止その他の措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48条の 12

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条の 11第 1項、 第 48条の 12

■設定 □未設定

（遵反行為に対する措置）
第 48 条の 12 道路管理者は、 前条第1項の規定に違反している者に対し、 行為

の 中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを命ずることがで
きる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID1 51700A 不利益 建設総務課 道路法第48条の16》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 通行の中止その他の措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48条の 16

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条の 15 第 1項 • 第2項 • 第 3項、 第 48条の 16

■設定 □未設定

（遵反行為に対する措置）
第 48 条の 16 道路管理者は、 前条第1項から第3 項までの規定に違反している

者に対し、 通行の 中止その他交通の危険防止のための必要な措置をすることを
命ずることができる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 I D 15 1900A不利益 建設総務課 道路法第 48条の62第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路協力団体の運営に関する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48条の 62第2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条の 61、 第 48条の 62 第2項

■設定 □未設定

（監督等）
第 48 条の 62 道路管理者は、 前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確

保するため必要があると認めるときは、 道路協力団体に対し、 その業務に関し
報告をさせることができる。

2 道路管理者は、 道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施
していないと認めるときは、 道路協力団体に対し、 その業務の運営の改善に関

処 分 基 準 し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 道路管理者は、 道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、 そ

の指定を取り消すことができる。
4 道路管理者は、 前項の規定により指定を取り消したときは、 その旨を公示し

なければならない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和6年3月31日



《 I D 152000A不利益 建設総務課 道路法第 48条の62第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路協力団体の指定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 48条の 62第 3項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条の 62第 3項

■設定 □未設定

（監督等）
第 48 条の 62 道路管理者は、 前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確

保するため必要があると認めるときは、 道路協力団体に対し、 その業務に関し
報告をさせることができる。

2 道路管理者は、 道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施
していないと認めるときは、 道路協力団体に対し、 その業務の運営の改善に関

処 分 基 準 し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 道路管理者は、 道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、 そ

の指定を取り消すことができる。
4 道路管理者は、 前項の規定により指定を取り消したときは、 その旨を公示し

なければならない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和6年3月31日



《ID1 521 00A 不利益 建設総務課 道路法第58条第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 原 因者への工事 費用負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第58条第 1項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第58条第 1項

■設定 □未設定

（原 因者負担金）
第58条 道路管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生 じた道路に関する

工事又は道路の維持の貸用については、 その必要を生 じた限度において、 他の
工事又は他の行為につき 費用を負担する者にその全部又は一部を負担させるも

処 分 基 準 のとする。
前項の場合において、 他の工事が河川 工事であるときは、 道路に関する工事

の 費用については、 河川法第68条の規定は、 適用しない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

三5·r又し 定 日 令和6年3月31日



《 I D 152200A不利益 建設総務課 道路法第5 9条第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 原 因者への工事 費用負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 59 条第 3 項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 59 条

■設定 □未設定

（附帯工事に要する 費用）
第 59 条 道路に関する工事に因り必要を生 じた他の工事又は道路に関する工事

を施行するために必要を生 じた他の工事に要する 費用は、第 32 条第 1 項及び第
3 項の規定による許可に附した条件に特別の定がある場合並びに第 35 条の規
定による協議による場合を除く外、 その必要を生 じた限度において、 この法律
の規定に基いて道路に関する工事について 費用を負担すべき者がその全部又は
一部を負担しなければならない。

処 分 基 準 2 前項の場合において、 他の工事が河川 工事であるときは、 他の工事に要する
費用については、 同項の規定は、 滴用しない。

3 道路管理者は、 第 1 項の道路に関する工事が他の工事又は他の行為のために
必要となったものである場合においては、 同項の他の工事に要する 費用の全部
又は一部を、 その必要を生 じた限度において、 その原 因となった工事又は行為
につき 費用を負担する者に負担させることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 1 3 条第 2 項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞・弁明手続



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和6年3月31日



《 I D 152300A不利益 建設総務課 道路法第60条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 工作物管理者への贄用負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第60条

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第60条

■設定 □未設定

（他の工作物の管理者の行う道路に関する工事に要する 費用）
第60条 第 21条の規定によって道路管理者が他の工作物の管理者に施行させた

道路に関する工事に要する 費用は、 この法律の規定に基いて当該道路に関する
工事について 費用を負担すべき者が負担しなければならない。 但し、 当該他の

処 分 基 準 工作物の管理者が当該道路に関する工事に因り利益を受けた場合においては、
当該他の工作物の管理者に対し、 その受けた利益の限度において、 当該工事に
要する 費用の一部を負担させることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

三5·r又し 定 日 令和6年3月31日



《ID1 52400A 不利益 建設総務課 道路法第61条第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 受益者への工事 費用負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第61条第 1項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第61条

■設定 □未設定

（受益者負担金）
第61条 道路管理者は、道路に関する工事に因つて著しく利益を受ける者がある

場合においては、 その利益を受ける限度において、 当該工事に要する 費用の一

部を負担させることができる。

処 分 基 準 2 前項の場合において、 負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法につ
いては、道路管理者である地方公共団体の条例 （指定区間内の国道にあっては、
政令） で定める。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

三5·r又し 定 日 令和6年3月31日



《ID1 52450A 不利益 建設総務課 道路法第68条第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 非常災害時の土地の収用、 処分

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第68条第 1項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第68条第 1項

■設定 □未設定
（非常災害時における土地の一時使用等）

第68条 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場
合においては、 災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木
その他の物件を使用し、 収用し、 若しくは処分することができる。

処 分 基 準 2 道路管理者は、 非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止する
ためやむを得ないと認められる場合においては、 災害の現場に在る者又はその
附近に居住する者を防ぎ （ ヽ ） よ （ ヽ ） に従事させることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 1号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

三5·r又し 定 日 令和6年3月31日



《 I D 152460A不利益 建設総務課 道路法第68条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 非常災害時の防 ぎ ょ 従事命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第68条第2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第68条第2項

■設定 □未設定
（非常災害時における土地の一時使用等）

第68条 道路管理者は、道路に関する非常災害のためやむを得ない必要がある場
合においては、 災害の現場において、必要な土地を一時使用し、又は土石、竹木
その他の物件を使用し、 収用し、 若しくは処分することができる。

処 分 基 準 2 道路管理者は、 非常災害に因り道路の構造又は交通に対する危険を防止する
ためやむを得ないと認められる場合においては、 災害の現場に在る者又はその
附近に居住する者を防ぎ （ ヽ ） よ （ ヽ ） に従事させることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 1号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

三5·r又し 定 日 令和6年3月31日



《ID1 52500A 不利益 建設総務課 道路法第71条第1 項 • 第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成31年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 許可等の取消し等又は原状回復命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 71条第 1項 ・ 第2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 71条第 1項•第2項

■設定 □未設定

（道路管理者等の監督処分）
第 71条 道路管理者は、 次の各号のいずれかに該当する者に対して、 この法律若

しくはこの法律に基づく命令の規定によって与えた許可、承認若しくは認定 （以
下この条及び第 72 条の2 第1項において 「許可等」 という。 ） を取り消し、 そ
の効力を停止し、 若しくはその条件を変更し、 又は行為若しくは工事の 中止、
道路 （連結許可等に係る 自動車専用道路と連結する施設を含む。 以下この項に
おいて同 じ。 ） に存する工作物その他の物件の改築、 移転、 除却若しくは当該工
作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること
若しくは道路を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この法律若しくはこの法律に某づく命令の規定又はこれらの規定に某づ

く処分に違反している者
(2) この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可又は承認に付した

処 分 基 準 条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの法律又はこの法律に基づく命令の規定

による許可等を受けた者
2 道路管理者は、 次の各号のいずれかに該当する場合においては、 この法律又

はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、 前項に規定す
る処分をし、 又は措置を命ずることができる。
(1) 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生 じた場合
(2) 道路の構造又は交通に著しい支障が生 じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、 道路の管理上の事由以外の事由に基づく公

益上やむを得ない必要が生 じた場合
3 第 44 条第4 項又は前2項の規定により必要な措置をとることを命 じようと

する場合において、 過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができ
ないときは、道路管理者は、その者の負担において、当該措置を 自ら行い、又は
その命 じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。 この場合に



おいては、 相当の期限を定めて、 当該措置を行うべき旨及びその期限までに当
該措置を行わないときは、 道路管理者又はその命 じた者若しくは委任した者が
当該措置を行う旨を、 あらか じめ公告しなければならない。

4 道路管理者 （第 97条の2 の規定により権限の委任を受けた北海道開発局長を
含む。 以下この項及び次項において同 じ。 ） は、 その職員のうちから道路監理員
を命 じ、第24条、第32条第 1 項若しくは第3 項、第37条、第 40条、第 43条、
第 44 条第3 項若しくは第4項、 第 46条第 1 項若しくは第3 項、 第 47 条第3
項、第 47条の 14第2項若しくは第 48条第 1 項若しくは第2項の規定又はこれ
らの規定に基づく処分に違反している者 （第 1 項又は第2項の規定による道路
管理者の処分に違反している者を含む。 ） に対して第1項の規定によるその違反
行為若しくは工事の 中止を命 じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、
移転、 除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するた
めに必要な施設をすること若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限を
行わせることができる。

5 道路管理者は、 前項の規定により命 じた道路監理員に第 43 条の2 、 第 47 条
の 14第 1 項、 第 48条第4 項、 第 48条の 12 又は第 48条の 16の規定による権
限を行わせることができる。

6 道路監理員は、 前2項の規定による権限を行使する場合においては、 その身
分を示す証票を携帯し、 関係人の請求があったときは、 これを呈示しなければ
ならない。

7 前項の規定による証票の様式その他必要な事項は、 国土交通省令で定める。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞 ・ 弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID1 52800A 不利益 建設総務課 道路法第91条第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路予定区域における道路 占用料の徴収 （第39条第 1項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 91条第2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定
道路法第 39条
0紀の川 市道路 占用料徴収条例第2条、 第 4条、 別表

■設定 □未設定

（道路予定区域）
第 91条 第 18条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開

始されるまでの間は、 何人も、 道路管理者 （国土交通大臣が 自ら道路の新設又
は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。 以下この条及び第 96条第 5 項
後段において同 じ。 ） が当該区域についての土地に関する権原を取得する前にお
いても、 道路管理者の許可を受けなければ、 当該区域内において土地の形質を
変更し、 工作物を新築し、改築し、 増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加
増置してはならない。

2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、 道
路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、 当
該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの （以下 「道路

処 分 基 準 予定区域」 という。 ） については、 第4 条、 第3 章第3 節、 第 43条、 第 44条か
ら第 44条の3 まで、 第 47条の 21、 第 48条、 第 48条の 45 （第 32 条第 1 項又
は第3 項の規定の適用に係る部分に限る。 ） 、 第 71 条、 第 72 条、 第 72 条の2

（第2項を除く。 ） 、 第 73条、 第 75 条、 第87条及び次条から第 95 条までの規
定を準用する。

3 第1項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、 道路
管理者は、 その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

4 第 44条第 6 項及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準
用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 滴用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID1 52900A 不利益 建設総務課 道路法第91条第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路予定区域における工作物管理者の危険防止措置命令 （第 44条第 4項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 91条第2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 44条第 3項•第 4項

■設定 □未設定

（道路予定区域）
第 91条 第 18条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開

始されるまでの間は、 何人も、 道路管理者 （国土交通大臣が 自ら道路の新設又
は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。 以下この条及び第 96条第 5 項
後段において同 じ。 ） が当該区域についての土地に関する権原を取得する前にお
いても、 道路管理者の許可を受けなければ、 当該区域内において土地の形質を
変更し、 工作物を新築し、改築し、 増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加
増置してはならない。

2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、 道
路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、 当
該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの （以下 「道路

処 分 基 準 予定区域」 という。 ） については、 第4 条、 第3 章第3 節、 第 43条、 第 44条か
ら第 44条の3 まで、 第 47条の 21、 第 48条、 第 48条の 45 （第 32 条第 1 項又
は第3 項の規定の適用に係る部分に限る。 ） 、 第 71 条、 第 72 条、 第 72 条の2

（第2項を除く。 ） 、 第 73条、 第 75 条、 第87条及び次条から第 95 条までの規
定を準用する。

3 第1項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、 道路
管理者は、 その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

4 第 44条第 6 項及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準
用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

弁 明 の機会 の付与

聴聞 · 弁明手続

備 考

設 定 日 令和 6 年 3 月 3 1 日



《ID1 53000A 不利益 建設総務課 道路法第91条第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路予定区域内での措置命令 （第 48条第2項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 91条第2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条第 1項•第2項

■設定 □未設定

（道路予定区域）
第 91条 第 18条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開

始されるまでの間は、 何人も、 道路管理者 （国土交通大臣が 自ら道路の新設又
は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。 以下この条及び第 96条第 5 項
後段において同 じ。 ） が当該区域についての土地に関する権原を取得する前にお
いても、 道路管理者の許可を受けなければ、 当該区域内において土地の形質を
変更し、 工作物を新築し、改築し、 増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加
増置してはならない。

2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、 道
路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、 当
該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの （以下 「道路

処 分 基 準 予定区域」 という。 ） については、 第4 条、 第3 章第3 節、 第 43条、 第 44条か
ら第 44条の3 まで、 第 47条の 21、 第 48条、 第 48条の 45 （第 32 条第 1 項又
は第3 項の規定の適用に係る部分に限る。 ） 、 第 71 条、 第 72 条、 第 72 条の2

（第2項を除く。 ） 、 第 73条、 第 75 条、 第87条及び次条から第 95 条までの規
定を準用する。

3 第1項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、 道路
管理者は、 その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

4 第 44条第 6 項及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準
用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

弁 明 の機会 の付与

聴聞 · 弁明手続

備 考

設 定 日 令和 6 年 3 月 3 1 日



《ID1 531 00A 不利益 建設総務課 道路法第91条第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 道路予定区域での行為の中止、 物件の除却等の命令 （第 48条第 4項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 91条第2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 48条第 3項•第 4項

■設定 □未設定

（道路予定区域）
第 91条 第 18条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開

始されるまでの間は、 何人も、 道路管理者 （国土交通大臣が 自ら道路の新設又
は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。 以下この条及び第 96条第 5 項
後段において同 じ。 ） が当該区域についての土地に関する権原を取得する前にお
いても、 道路管理者の許可を受けなければ、 当該区域内において土地の形質を
変更し、 工作物を新築し、改築し、 増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加
増置してはならない。

2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、 道
路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、 当
該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの （以下 「道路

処 分 基 準 予定区域」 という。 ） については、 第4 条、 第3 章第3 節、 第 43条、 第 44条か
ら第 44条の3 まで、 第 47条の 21、 第 48条、 第 48条の 45 （第 32 条第 1 項又
は第3 項の規定の適用に係る部分に限る。 ） 、 第 71 条、 第 72 条、 第 72 条の2

（第2項を除く。 ） 、 第 73条、 第 75 条、 第87条及び次条から第 95 条までの規
定を準用する。

3 第1項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、 道路
管理者は、 その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

4 第 44条第 6 項及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準
用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

弁 明 の機会 の付与

聴聞 · 弁明手続

備 考

設 定 日 令和 6 年 3 月 3 1 日



《ID1 53200A 不利益 建設総務課 道路法第91条第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
道路予定区域における許可等の取消し等又は原状回復命令 （第 71条第 1項•第2
項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 道路法第 91条第2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 道路法第 71条第 1項•第2項

■設定 □未設定

（道路予定区域）
第 91条 第 18条第1項の規定により道路の区域が決定された後道路の供用が開

始されるまでの間は、 何人も、 道路管理者 （国土交通大臣が 自ら道路の新設又
は改築を行う場合における国土交通大臣を含む。 以下この条及び第 96条第 5 項
後段において同 じ。 ） が当該区域についての土地に関する権原を取得する前にお
いても、 道路管理者の許可を受けなければ、 当該区域内において土地の形質を
変更し、 工作物を新築し、改築し、 増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加
増置してはならない。

2 道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間においても、 道
路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得した後においては、 当
該区域又は当該区域内に設置された道路の附属物となるべきもの （以下 「道路

処 分 基 準 予定区域」 という。 ） については、 第4 条、 第3 章第3 節、 第 43条、 第 44条か
ら第 44条の3 まで、 第 47条の 21、 第 48条、 第 48条の 45 （第 32 条第 1 項又
は第3 項の規定の適用に係る部分に限る。 ） 、 第 71 条、 第 72 条、 第 72 条の2

（第2項を除く。 ） 、 第 73条、 第 75 条、 第87条及び次条から第 95 条までの規
定を準用する。

3 第1項の規定による制限により損失を受ける者がある場合においては、 道路
管理者は、 その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。

4 第 44条第 6 項及び第7項の規定は、前項の規定による損失の補償について準
用する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

聴聞 の付与

聴聞 · 弁明手続

備 考

設 定 日 令和 6 年 3 月 3 1 日



《 I D 1 83300A不利益 建設総務課 河川法第 1 8条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 工事原因者に対する工事施行命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 18条

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 18条

■設定 □未設定

（工事原 因者の工事の施行等）
第 18条 河川管理者は、 河）1|工事以外の工事 （以下 「他の工事」 という。 ） 又は

河川を損傷し、 若しくは汚損した行為若しくは河川の現状を変更する必要を生
じさせた行為 （以下 「他の行為」 という。 ） によって必要を生 じた河川 工事又は

処 分 基 準 河川の維持を当該他の工事の施行者又は当該他の行為の行為者に行わせること
ができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 I D 1 83500A不利益 建設総務課 河川法第22条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 洪水時等における業務従事命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 22 条第 2 項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 22 条第 1 項•第 2 項

■設定 □未設定
（洪水時等における緊急措置）

第 22 条 洪水、津波、高潮等による危険が切迫した場合において、水災を防御し、
又はこれによる被害を軽減する措置をとるため緊急の必要があるときは、 河川
管理者は、その現場において、必要な土地を使用し、 土右、竹木その他の資材を
使用し、 若しくは収用し、 車両その他の運搬具若しくは器具を使用し、 又はエ
作物その他の障害物を処分することができる。

2 河川管理者は、 前項に規定する措置をとるため緊急の必要があるときは、 そ
の附近に居住する者又はその現場にある者を当該業務に従事させることができ
る。

3 河）1|管理者は、 第1項の規定による収用、 使用又は処分により損失を受けた
者があるときは、 その者に対して、 通常生ずべき損失を補償しなければならな

処 分 基 準 し ‘。
4 前項の規定による損失の補償については、 河）1|管理者と損失を受けた者とが

協議しなければならない。
5 前項の規定による協議が成立しない場合においては、 河川管理者は、 自己の

見積つた金額を損失を受けた者に支払わなければならない。 この場合において、
当該金額について不服がある者は、 政令で定めるとこ ろにより、 補償金の支払
を受けた日から 30日以内に、 収用委員会に土地収用法第 94条の規定による 裁
決を 申 請することができる。

6 第 2 項の規定により業務に従事した者が当該業務に従事したことにより死亡
し、 負傷し、 若しくは病気にかかり、 又は当該業務に従事したことによる負傷
若しくは病気により死亡し、 若しくは障害の状態となったときは、 河川管理者
は、 政令で定めるとこ ろにより、 その者又はその者の遺族若しくは被扶養者が
これらの原 因によって受ける損害を補償しなければならない。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞 · 弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID1 84700A 不利益 建設総務課 河川法第31条第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 工作物用途廃止後の原状回復命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 31条第2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 31条

■設定 □未設定

（原状回復命令等）
第 31条 第 26条第1項の許可を受けて工作物を設置している者は、 当該工作物

の用途を廃止したときは、 速やかに、 その旨を河川管理者に届け出なければな
らない。

処 分 基 準 2 河川管理者は、 前項の届 出があった場合において、 河川管理上必要があると
認めるときは、 当該許可に係る工作物を除却し、 河川を原状に回復し、 その他
河川管理上必要な措置をとることを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

三5·r又し 定 日 令和6年3月31日



《ID1 84800A 不利益 建設総務課 河川法第32条第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 流水 占用料等の徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 32 条第 1 項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞
河川法第 32 条第 1項•第 2 項

基 準 規 定 河川法施行令第 18条
0紀の川 市準用河川管理条例第 4条、 別表

■設定 □末設定

（流水 占用料等の徴収等）
第 32 条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する河川について第 23 条、

第 24 条若しくは第 25 条の許可又は第 23 条の 2 の登録を受けた者から、流水 占
用料、 土地 占用料又は土石採取料その他の河）1|産出物採取料 （以下 「流水 占用
料等」 という。 ） を徴収することができる。

2 流水 占用料等の額の基準及びその徴収に関して必要な事項は、政令で定める。
3 流水 占用料等は、 当該都道府県の収入とする。

処 分 基 準 1 4 国土交通大臣又は指定都市の長は、第 23 条、第 24 条若しくは第 25 条の許可

参 考 資 料

聴聞 ・ 弁明手続

又は第 23 条の 2 の登録をしたときは、 速やかに、 当該許可又は登録に係る事項
を当該許可又は登録に係る河川の存する都道府県を統括する都道府県知事に通
知しなければならない。 当該許可又は登録について第 75 条の規定による処分を
したときも、 同様とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和6年3月31日



《 I D 1 851 00A不利益 建設総務課 河川法第 4 4条第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 河川の従前の機能の維持の指示

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 44条第 1項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法施行令第 24 条

■設定 □未設定

（河川の従前の機能の維持）
第 44 条 ダム （河川の流水を貯留し、 又は取水するため第 26 条第 1 項の許可を

受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが 15 メ ー ト ル以上のもの
をいう。 第5 1条の 2 及び第5 1条の 3 を除き、 以下同 じ。 ） で政令で定めるもの
を設置する者は、 当該ダ ムの設置により河川の状態が変化し、 洪水時における

処 分 基 準 従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、 河川管理者の
指示に従い、 当該機能を維持するために必要な施設を設け、 又はこれに代わる
べき措置をとらなければならない。

2 前項の河川管理者の指示の基準は、 政令で定める。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考



設 定 日 ！ 令和6年3月31日



《 I D 1 85300A不利益 建設総務課 河川法第 47条第 4 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 ダムの操作規程の変更命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 47条第 4項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 47条第 4項

■設定 □未設定

（ダムの操作規程）
第 47条 ダムを設置する者は、当該ダムを流水の貯留又は取水の用に供しようと

するときは、 あらか じめ、 政令で定めるとこ ろにより、 当該ダムの操作の方法
について操作規程を定め、 河川管理者の承認を受けなければならない。 これを
変更しようとするときも、 同様とする。

2 河川管理者は、 ダ ムで政令で定めるものについて前項の承認をしようとする
ときは、 あらか じめ、 関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

処 分 基 準 3 ダ ムの操作は、 第1項の承認を受けた操作規程に従って行なわなければなら
なし ＼

4 河）1|管理者は、 当該ダ ムに関する工事又は河川の状況の変化その他当該河川
に関する特別の事情により、 当該操作規程によっては河川管理上支障を生ずる
と認める場合においては、 当該操作規程の変更を命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和6年3月31日



《 I D 1 85 400A不利益 建設総務課 河川法第52条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 洪水調節のための指示

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 52 条

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 52 条

■設定 □未設定
（洪水調節のための指示）

第 52 条 河川管理者は、 洪水による災害が発生し、又は発生するおそれが大きい
と認められる場合において、 災害の発生を防止し、 又は災害を軽減するため緊
急の必要があると認められるときは、 ダムを設置する者に対し、 当該ダ ムの操

処 分 基 準 作について、 その水系に係る河川の状況を総合的に考慮して、 災害の発生を防
止し、 又は災害を軽減するために必要な措置をとるべきことを指示することが
できる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

三5·r又し 定 日 令和6年3月31日



《 I D 1 86 100A不利益 建設総務課 河川法第58条の 11 第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 河川協力団体に対する業務改善命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第58条の 11第 2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第58条の 9、 第58条の 11第 2項

■設定 □未設定

（監督等）
第58条の 11 河川管理者は、 第58条の9 各号に掲げる業務の適正かつ確実な実

施を確保するため必要があると認めるときは、 河川協力団体に対し、 その業務
に関し報告をさせることができる。

2 河川管理者は、河川協力団体が第58条の9 各号に掲げる業務を適正かつ確実
に実施していないと認めるときは、 河川協力団体に対し、 その業務の連営の改

処 分 基 準 善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 河川管理者は、 河川協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、 そ

の指定を取り消すことができる。
4 河）1|管理者は、 前項の規定により指定を取り消したときは、 その旨を公示し

なければならない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和6年3月31日



《 I D 1 86200A不利益 建設総務課 河川法第58条の 11 第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 河川協力団体の指定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第58条の 11第 3項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第58条の 11第 3項

■設定 □未設定

（監督等）
第58条の 11 河川管理者は、 第58条の9 各号に掲げる業務の適正かつ確実な実

施を確保するため必要があると認めるときは、 河川協力団体に対し、 その業務
に関し報告をさせることができる。

2 河川管理者は、河川協力団体が第58条の9 各号に掲げる業務を適正かつ確実
に実施していないと認めるときは、 河川協力団体に対し、 その業務の連営の改

処 分 基 準 善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
3 河川管理者は、 河川協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、 そ

の指定を取り消すことができる。
4 河）1|管理者は、 前項の規定により指定を取り消したときは、 その旨を公示し

なければならない。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和6年3月31日



《 I D 1 86300A不利益 建設総務課 河川法第67条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 工事貨用の原 因者への負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第67条

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第67条

■設定 □未設定

（原 因者負担金）
第67条 河川管理者は、他の工事又は他の行為により必要を生 じた河川 工事又は

河川の維持に要する 費用については、 その必要を生 じた限度において、 当該他
の工事又は他の行為につき 費用を負担する者にその全部又は一部を負担させる

処 分 基 準 ものとする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 I D 1 86 400A不利益 建設総務課 河川法第68条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 附帯工事 費用の原 因者負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第68条第2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第68条

■設定 □未設定

（附帯工事に要する 費用）
第 68 条 河川 工事により必要を生 じた他の工事又は河川 工事を施行するために

必要を生 じた他の工事に要する 費用は、第26条第 1 項の許可に付した条件に特
別の定めがある場合並びに第 37条の2 、 第58条の 13、 第 95 条及び第 99条第
2項の規定による協議において特別の定めをした場合を除き、 その必要を生 じ
た限度において、 第5 9条、 第60条第2項前段及び第65 条の2 第1項前段の規
定に基づいて当該河川 工事について 費用を負担すべき者がその全部又は一部を

処 分 基 準 負担しなければならない。
2 河）1|管理者は、 前項の河川 工事が他の工事又は他の行為のために必要を生 じ

たものである場合においては、 その必要を生 じた限度において、 同項の他のエ
事に要する 費用の全部又は一部をその原 因となった他の工事又は他の行為につ
き 費用を負担する者に負担させることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 滴用除外

聴聞・弁明手続



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和6年3月31日



《ID1 86500A 不利益 建設総務課 河川法第70条第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 工事貨用の受益者への負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 70条第 1項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 70条第 1項

■設定 □未設定

（受益者負担金）
第 70条 河川管理者は、河川 工事により著しく利益を受ける者がある場合におい

ては、 その利益を受ける限度において、 その者に、 当該河）1 |工事に要する 費用
の一部を負担させることができる。

2 前項の場合において、 負担金の徴収を受ける者の範囲及びその徴収方法につ
処 分 基 準 いては、 国土交通大臣が負担させるものにあっては政令で、 都道府県知事が負

担させるものにあっては当該都道府県知事が統轄する都道府県の条例で定め
る。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID1 86600A 不利益 建設総務課 河川法第70条の2 第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 特別水利使用者への貨用負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 70条の 2第 1項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 70条の 2第 1項

■設定 □未設定

（特別水利使用者負担金）
第 70条の2 河）1|管理者は、河川の流水の状況を改善するため2 以上の河川を連

絡する河）1|工事で、 流水によって生ずる公害を除却し、 又は軽減することのほ
か、 専用の施設を新設し、 又は拡張して流水を 占用する者 （以下この条におい
て 「特別水利使用者」 という。 ） に対する水の供給を確保することをその目的に
含むもの （河川 の流水を貯留するための河川 管理施設の設置を伴うものを除
く。 ） に要する 費用及び当該河川 工事により設置する河川管理施設の管理に要す
る 費用については、 当該特別水利使用者が受けることとなると認められる利益
の限度において、 その者に、 その一部を負担させることができる。

2 河）1|管理者は、 前項の河）1|工事を施行しようとするときは、 あらか じめ、 政
令で定めるとこ ろにより、 関係行政機関の長に協議し、 及び1級河川に係るも

処 分 基 準 のにあっては関係都道府県知事、 2 級河川に係るものにあっては関係市町村長
の意見をきくとともに、 当該工事に要する 費用及び当該工事により設置する河
川管理施設の管理に要する 費用の負担について特別水利使用者の同意を得なけ
ればならない。

3 第1項の場合において、 負 担金の額の算出方法及び負担金の還付に関する事
項については、 政令で、 負担金の徴収方法については、 国土交通大臣が負担さ
せるものにあっては政令で、 都道府県知事が負担させるものにあっては当該都
道府県知事が統轄する都道府県の条例で定める。

4 第1項の河川 工事は、 関係河川における流水の正常な機能の維持に支障のな
い範囲内において施行するものとする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 滴用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID1 86700A 不利益 建設総務課 河川法第74条第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 負担金又は流水 占用料等の督促

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 74条第 1項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 74条第 1項

■設定 □未設定

（強制徴収）
第 74条 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこ

れらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水 占用料等 （以下これ
らを 「負担金等」 という。 ） をその納期限までに納付しない者がある場合におい
ては、 河）1|管理者 （当該負担金等が、 国の収入となる場合にあっては国土交通
大臣、 都道府県の収入となる場合にあっては当該都道府県を統括する都道府県
知事とする。 以下この条において同 じ。 ） は、 期限を指定して、 その納付を督促
しなければならない。

2 河）1|管理者は、 前項の規定により督促をする場合においては、 納付義務者に
対し督促状を発する。 この場合において、 督促状により指定すべき期限は、 督
促状を発する日から起算して 20日以上経過した日でなければならない。

3 河） l |管理者は、 第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期
処 分 基 準 限までにその負担金等及び第 5 項の規定による延滞金を納付しない場合におい

ては、 当該負担金等が国の収入となる場合にあっては国税の、 都道府県の収入
となる場合にあっては地方税の滞納処分の例により、 滞納処分をすることがで
きる。

4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、 国税及び地方税に次 ぐものと
し、 その時効については、 国税の例による。

5 河川管理者は、 第1項の規定により督促をした場合においては、 政令で定め
るとこ ろにより、 同項の負担金等の額につき年14.5 パーセ ン ト の割合で、 納期
限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に
より計算した延滞金を徴収することができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

弁 明 の機会 の付与

聴聞 · 弁明手続

備 考

設 定 日 令和 6 年 3 月 3 1 日



《ID1 86800A 不利益 建設総務課 河川法第74条第5 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 延滞金の徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 74条第5 項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定
河川法第 74条
河川法施行令第 39条

■設定 □未設定

（強制徴収）
第 74条 この法律、この法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定又はこ

れらの規定に基づく処分により納付すべき負担金又は流水 占用料等 （以下これ
らを 「負担金等」 という。 ） をその納期限までに納付しない者がある場合におい
ては、 河）1|管理者 （当該負担金等が、 国の収入となる場合にあっては国土交通
大臣、 都道府県の収入となる場合にあっては当該都道府県を統括する都道府県
知事とする。 以下この条において同 じ。 ） は、 期限を指定して、 その納付を督促
しなければならない。

2 河）1|管理者は、 前項の規定により督促をする場合においては、 納付義務者に
対し督促状を発する。 この場合において、 督促状により指定すべき期限は、 督
促状を発する日から起算して 20日以上経過した日でなければならない。

3 河） l |管理者は、 第1項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期
処 分 基 準 限までにその負担金等及び第 5 項の規定による延滞金を納付しない場合におい

ては、 当該負担金等が国の収入となる場合にあっては国税の、 都道府県の収入
となる場合にあっては地方税の滞納処分の例により、 滞納処分をすることがで
きる。

4 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、 国税及び地方税に次 ぐものと
し、 その時効については、 国税の例による。

5 河川管理者は、 第1項の規定により督促をした場合においては、 政令で定め
るとこ ろにより、 同項の負担金等の額につき年14.5 パーセ ン ト の割合で、 納期
限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数に
より計算した延滞金を徴収することができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 滴用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID1 86900A 不利益 建設総務課 河川法第75条第1 項 • 第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 許可等の取消し、 工事 中止命令等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 75 条第 1項•第2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 75 条第 1項•第2項

■設定 □未設定

（河） l |管理者の監督処分）
第 75 条 河川管理者は、 次の各号のいずれかに該当する者に対して、 この法律若

しくはこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によって与えた許
可、登録若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更
し、 若しくは新たに条件を付し、 又は工事その他の行為の中止、 工作物の改築
若しくは除却 （第24条の規定に違反する係留施設に係留されている船舶の除却
を含む。 ） 、 工事その他の行為若しくは工作物により生 じた若しくは生ずべき損
害を除去し、 若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとるこ
と若しくは河川を原状に回復することを命ずることができる。
(1) この法律若しくはこの法律に某づく政令若しくは都道府県の条例の規定

若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者、 その者の一般承継人若し
くはその者から当該違反に係る工作物 （除却を命 じた船舶を含む。 以下この

処 分 基 準 条において同 じ。 ） 若しくは上地を譲り受けた者又は当該違反した者から賃貸
借その他により当該違反に係る工作物若しくは土地を使用する権利を取得し
た者

(2) この法律又はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定によ
る許可、 登録又は承認に付した条件に違反している者

(3) 詐欺その他不正な手段により、 この法律又はこの法律に基づく政令若し
くは都道府県の条例の規定による許可、 登録又は承認を受けた者

2 河川管理者は、 次の各号のいずれかに該当する場合においては、 この法律又
はこの法律に基づく政令若しくは都道府県の条例の規定による許可、 登録又は
承認を受けた者に対し、 前項に規定する処分をすることができる。
(1) 許可、 登録若しくは承認に係る工事その他の行為につき、 又はこれらに

係る事業を営むことにつき、 他の法令の規定による行政庁の許可又は認可そ
の他の処分を受けることを必要とする場合において、 これらの処分を受ける
ことができなかったとき、 又はこれらの処分が取り消され、 若しくは効力を



失ったとき。
(2) 許可、 登録若 しくは承認に係る工事その他の行為又はこれらに係る事業

の全部又は一部の廃止があったとき。
(3) 洪水、 津波、 高潮その他の天然現象により河川の状況が変化 したことに

より、 許可、 登録又は承認に係る工事その他の行為が河川管理上著 しい支障
を生ずることとなったとき。

( 4) 河川 工事のためやむを得ない必要があるとき。
( 5) 前号に掲げる場合のほか、 公益上やむを得ない必要があるとき。

3 前2項の規定により必要な措置をとることを命 じようとする場合において、
過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、 河川管
理者は、 当該措置を 自ら行い、 又はその命 じた者若 しくは委任 した者にこれを
行わせることができる。 この場合においては、 相当の期限を定めて、 当該措置
を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、 河川管理者又は
その命 じた者若 しくは委任 した者が当該措置を行う旨を、 あらか じめ公告 しな
ければならない。

4 河川管理者は、 前項の規定により工作物を除却 し、 又は除却させたときは、
当該工作物を保管 しなければならない。

5 河）1|管理者は、 前項の規定により工作物を保管 したときは、 当該工作物の所
有者、 占有者その他当該工作物について権原を有する者 （以下この条において

「所有者等」 という。 ） に対 し当該工作物を返還するため、 政令で定めるとこ ろ
により、 政令で定める事項を公示 しなければならない。

6 河川管理者は、 第 4 項の規定により保管 したエ作物が滅失 し、 若 しくは破損
するおそれがあるとき、 又は前項の規定による公示の日から起算 して3 月を経
過 してもなお当該工作物を返還することができない場合において、 政令で定め
るとこ ろにより評価 した当該工作物の価額に比 し、 その保管に不相当な 費用若
しくは手数を要するときは、政令で定めるとこ ろにより、 当該工作物を売却 し、
その売却 した代金を保管することができる。

7 河川管理者は、 前項の規定による工作物の売却につき買受人がない場合にお
いて、 同項に規定する価額が著 しく低いときは、 当該工作物を廃棄することが
できる。

8 第 6 項の規定により売却 した代金は、 売却に要 した 費用に充てることができ
る。

， 第3 項から第 6 項までに規定する工作物の除却、 保管、 売却、 公示その他の
措置に要 した贄用は、 当該工作物の返還を受けるべき所有者等その他第3 項に
規定する当該措置を命ずべき者の負担とする。

10 第 5 項の規定による公示の日から起算 して 6 月を経過 してもなお第 4 項の規
定により保管 した工作物 （第 6 項の規定により売却 した代金を含む。 以下この
項において同 じ。 ） を返還することができないときは、 当該工作物の所有権は、
国上交通大臣が保管する工作物にあっては国、 都道府県知事が保管する工作物
にあっては当該都道府県知事が統括する都道府県に帰属する。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



聴聞の付与

聴聞 ・ 弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《 I D 1 87000A不利益 建設総務課 河川法第 76条第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 損失補償額の原 因者への負担命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 河川法第 76条第 3項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 河川法第 76条第 1項•第 3項

■設定 □未設定

（監督処分に伴う損失の補償等）
第 76条 河川管理者は、前条第2項第4号又は第 5号に該当することにより同項

の規定による処分をした場合において、 当該処分により損失を受けた者がある
ときは、その者に対して通常生ずべき損失を補償しなければならない。 ただし、
水利使用に関し第23条若しくは第26条第1項の許可又は第23条の2 の登録を
受けた者が、第 41条の規定によりその損失を補償する場合は、この限りでない。

2 第22条第4 項及び第 5 項の規定は、前項の規定による損失の補償について準
処 分 基 準 用する。

3 河）1|管理者は、 第1項の規定により河川管理者が補償すべき損失が、 前条第
2項第 5号に該当するものとして同項の規定による処分があったことによるも
のである場合においては、 当該補償金額を当該理由を生 じさせた者に負担させ
ることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 滴用除外

聴聞・弁明手続



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和6年3月31日



《ID1 88900A 不利益 建設総務課 砂 利採取法第22条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 砂利採取計画の変更命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 砂利採取法第22条

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 砂利採取法第 19条、 第22条

■設定 □未設定

（認可採取計画の変更命令）
第22 条 都道府県知事又は河川管理者は、認可採取計画に基づいて行なわれてい

る砂利の採取が第 19条に規定する要件に該当することとなり、又は該当するこ
ととなるおそれがあると認めるときは、その認可を受けた砂利採取業者に対し、

処 分 基 準 当該認可採取計画を変更すべきことを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第 1項第2号に該当し、 弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

和歌 山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID1 89000A 不利益 建設総務課 砂 利採取法第23条第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 砂利採取停止、 災害防止措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 砂利採取法第23条第 1項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 砂利採取法第23条第 1項

■設定 □未設定

（緊急措置命令等）
第23条 都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊

急の必要があると認めるときは、 採取計画についてその認可を受けた砂利採取
業者に対し、 砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと
又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。

処 分 基 準 2 都道府県知事又は河川管理者は、 政令で定めるとこ ろにより、 第3 条の規定
に違反して砂利採取業を行なった者又は第 16条若しくは第 21条の規定に違反
して砂利の採取を行なった者に対し、 採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に
伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第 1項第2号により弁明の機会の付与又は同条第2項により緊

聴聞·弁明手続 急の必要があるときは適用除外

和歌 山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考



設 定 日 ！ 令和6年3月31日



《 I D 1 8 9 1 00A不利益 建設総務課 砂 利採取法第23条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 採取跡埋戻し等災害防止措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 砂利採取法第23条第2項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定
砂利採取法第23条第2項
砂利採取法施行令第 1条

■設定 □未設定

（緊急措置命令等）
第23条 都道府県知事又は河川管理者は、砂利の採取に伴う災害の防止のため緊

急の必要があると認めるときは、 採取計画についてその認可を受けた砂利採取
業者に対し、 砂利の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと
又は砂利の採取を停止すべきことを命ずることができる。

処 分 基 準 2 都道府県知事又は河川管理者は、 政令で定めるとこ ろにより、 第3 条の規定
に違反して砂利採取業を行なった者又は第 16条若しくは第 21条の規定に違反
して砂利の採取を行なった者に対し、 採取跡の埋めもどしその他砂利の採取に
伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第 1項第2号に該当し、 弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

和歌 山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考



設 定 日 ！ 令和6年3月31日



《ID1 89200A 不利益 建設総務課 砂 利採取法第26条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 砂利採取計画の認可取消し等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 砂利採取法第26条

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 砂利採取法第26条

■設定 □未設定

（認可の取消し等）
第 26条 都道府県知事又は河）1|管理者は、 第 16条の認可を受けた砂利採取業者

が次の各号の一に該当するときは、 その認可を取り消し、 又は 6 月以内の期 間
を定めてその認可に係る砂利採取場における砂利の採取の停止を命ずることが
できる。

処 分 基 準 (1) 第21条の規定に違反したとき。
(2) 第22条又は第23条第1項の規定による命令に違反したとき。
(3) 第 31条第1項の条件に違反したとき。
( 4) 不正の手段により第 16条の認可を受けたとき。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

不利益処分の程度に応 じて、 聴聞又は弁明の機会の付与手続を行う。 聴聞を行う

聴聞·弁明手続 場合については、 砂利の採取計画等に関する規則第 12 条から第 24条までの規定
にもよる。

和歌 山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考



設 定 日 ！ 令和6年3月31日



《ID30 9700A不利益 建設総務課 採石法第33条の 9》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 認可採取計画の変更命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 採石法第 33 条の 9

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 採石法第 33 条の 4、 第 33 条の 9

■設定 □未設定

（認可採取計画の変更命令）
第 33 条の 9 都道府県知事は、認可採取計画に基づいて行なわれている岩石の採

取が第 33 条の 4 に規定する要件に該当することとなると認めるときは、その認
可を受けた採石業者に対し、 当該認可採取計画を変更すべきことを命ずること

処 分 基 準 ができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

和歌 山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和6 年3 月31 日



《ID309800A 不利益 建設総務課 採石法第33条の12》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 採取計画の認可の取消し等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 採石法第 33 条の 12

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 採石法第 33 条、 第 33 条の 7、 第 33 条の 8、 第 33 条の 9、 第 33 条の 12

■設定 □未設定

（認可の取消し等）
第 33 条の 12 都道府県知事は、 第 33 条の認可を受けた採石業者が次の各号の一

に該当するときは、 その認可を取り消し、 又は 6 箇月以内の期 間を定めてその
認可に係る岩石採取場における岩右の採取の停止を命ずることができる。
( 1 )  第 33 条の7第 1 項の条件に違反したとき。

処 分 基 準 ( 2 )  第 33 条の 8 の規定に違反したとき。
( 3 )  第 33 条の 9 又は次条第 1 項の規定による命令に違反したとき。
( 4) 不正の手段により第 33 条の認可を受けたとき。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞·弁明手続

和歌 山県の事務処理の特例に関する条例第 2 条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和6 年3 月31 日



《ID30 9 900A不利益 建設総務課 採石法第33条の 13 第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 緊急措置命令等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 採石法第 33条の 13第 1項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 採石法第 33条の 13第 1項

■設定 □未設定

（緊急措置命令等）
第 33 条の 13 都道府県知事は、 岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要

があると認めるときは、 採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、
岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は岩石の採
取を停止すべきことを命ずることができる。

処 分 基 準 2 都道府県知事は、 第 32 条の規定に違反して採石業を行なった者又は第 33 条
若しくは第 33条の 8の規定に違反して岩石の採取を行なった者に対し、採取跡
の崩壊防止施設の設置その他岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置
をとるべきことを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

和歌 山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考



設 定 日 ！ 令和6年3月31日



《ID310000A 不利益 建設総務課 採石法第33条の13 第2 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 緊急措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 採石法第 33 条の 1 3 第 2 項

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 採石法第 32 条、 第 33 条、 第 33 条の 8、 第 33 条の 13 第 2 項

■設定 □未設定

（緊急措置命令等）
第 33 条の 1 3 都道府県知事は、 岩石の採取に伴う災害の防止のため緊急の必要

があると認めるときは、 採取計画についてその認可を受けた採石業者に対し、
岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置をとるべきこと又は岩石の採
取を停止すべきことを命ずることができる。

処 分 基 準 2 都道府県知事は、 第 32 条の規定に違反して採石業を行なった者又は第 33 条
若しくは第 33 条の 8 の規定に違反して岩石の採取を行なった者に対し、採取跡
の崩壊防止施設の設置その他岩石の採取に伴う災害の防止のための必要な措置
をとるべきことを命ずることができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

和歌 山県の事務処理の特例に関する条例第 2 条による権限移譲

備 考



設 定 日 ！ 令和6年3月31日



《ID3101 00A 不利益 建設総務課 採石法第33条の17》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 建設総務課

適用日（掲載日） I 平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 採石法第 33条の 17

く処分基準／聴聞·弁明手続＞

基 準 規 定 採石法第 33条、 第 33条の 17

■設定 □未設定

（岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命令）
第 33条の 17 都道府県知事は、 第 33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係

る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、 当該廃止した者に対し、
当該廃止の日から2 年間は、 その者が当該岩石採取場において岩石の採取を行

処 分 基 準 なったことにより生ずる災害を防止するため必要な設備をすることを命ずるこ
とができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

和歌 山県の事務処理の特例に関する条例第2条による権限移譲

備 考

設 定 日 令和6年3月31日
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《ID 1 9221 0A不利益 都市計画課 都市計画法第81 条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市計画法第81条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市計画法第81条第2項

■設定 □未設定

（監督処分等）
第81条 国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は、 次の各号のいずれかに該

当する者に対して、 都市計画上必要な限度において、 この法律の規定によって
した許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件
を変更し、 若しくは新たに条件を付し、 又は工事その他の行為の停止を命 じ、
若しくは相当の期限を定めて、 建築物その他の工作物若しくは物件 （以下この
条において 「工作物等」 という。 ） の改築、 移転若しくは除却その他違反を是正
するため必要な措置をとることを命ずることができる。
(1) この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に

基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知って、 当該違反に係る土地
若しくはエ作物等を譲り受け、 若しくは賃貸借その他により当該違反に係る
土地若しくはエ作物等を使用する権利を取得した者

処 分 基 準 (2) この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に
基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人 （請負 工事の下請人を含
む。 ） 又は請負契約によらないで 自らその工事をしている者若しくはした者

(3) この法律の規定による許可、 認可又は承認に付した条件に違反している
者

( 4) 詐欺その他不正な手段により、 この法律の規定による許可、 認可又は承
認を受けた者

2 前項の規定により必要な措置をとることを命 じようとする場合において、 過
失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、 国土交通
大臣、 都道府県知事又は市町村長は、 その者の負担において、 当該措置を 自ら
行い、 又はその命 じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。
この場合においては、 相当の期限を定めて、 当該措置を行うべき旨及びその期
限までに当該措置を行わないときは、 国土交通大臣、 都道府県知事若しくは市
町村長又はその命 じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、 あらか じ



め、 公告しなければならない。
3 国土交通大 臣、 都道府県知事又は市町村長は、 第1項の規定による命令をし

た場合においては、 標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、 その
旨を公示しなければならない。

4 前項の標識は、 第1項の規定による命令に係る土地又はエ作物等若しくはエ
作物等の敷地内に設置することができる。 この場合においては、 同項の規定に
よる命令に係る土地又はエ作物等若しくはエ作物等の敷地の所有者、 管理者又
は 占有者は、 当該標識の設置を拒み、 又は妨げてはならない。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和5 年3月31日



《ID l 93 950A不利益 都市計画課 都市再開発法第56条の3 第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 負担金の督促

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第56条の 3第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 I 都市再開発法第56条の 3第 1項

処 分 基 準

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

■設定 □未設定

（負担金の滞納処分）
第56条の3 地方公共団体は、 特定事業参加者が前条第1項の負担金を滞納した

ときは、 督促状によって納付すべき期限を指定して督促することができる。
2 前項の督促をするときは、 政令で定めるとこ ろにより、 年 14.5 パーセ ン ト の

割合を乗 じて計算した額の範囲内の延滞金を徴収することができる。
3 第1項の督促を受けた特定事業参加者がその督促状において指定した期限ま

でにその納付すべき金額を納付しないときは、地方公共団体は、 国税滞納処分の
例により、同項の負担金及び前項の延滞金を徴収することができる。 この場合に
おける負担金及び延滞金の先取特権の順位は、 国税及び地方税に次 ぐものとす
る。

4 延滞金は、 負担金に先立つものとする。
5 第 42 条の規定は、 地方公共団体が第1項の負担金及び第2項の延滞金を徴収

する権利について準用する。 この場合において、 同条第2項中 「前条第1項」 と
あるのは、 「第56条の3 第1項」 と読み替えるものとする。

【基準】
上記の条文による。

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和4年3月31日



《ID l 95030A不利益 都市計画課 都市再開発法第 9 9条第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 土地の引渡等に要した 費用の納付

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 99条第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99条第 3項

■設定 □未設定

（ 費用の徴収）
第 99条 市町村長は、 前条第1項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、 又

は物件を移転するに要した 費用を第 96条第3 項の規定により土地若しくは物件
を引き渡し、 又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。

2 前条第3 項及び第4 項の規定は、市町村長が前項の規定によって 費用を徴収す
る場合に準用する。

3 市町村長は、第1項に規定する 費用を前項において準用する前条第3 項の規定
によって徴収することができないとき、又は徴収することが遮当でないと認める
ときは、 第1項に規定する者に対し、 あらか じめ、 納付すべき金額、 納付の期限
及び場所を通知して、 これを納付させるものとする。

処 分 基 準 4 市町村長は、前項の規定によって通知を受けた者が同項の規定によって通知さ
れた期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督
促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

5 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第3 項の規定によ
り納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によって、
これを徴収することができる。 この場合における徴収金の先取特権の順位は、 国
税及び地方税に次 ぐものとする。

第4 款の2 施設建築物の建築等の特例
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料



行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID l 950 40A不利益 都市計画課 都市再開発法第 9 9条第 4 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 費用の督促

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 99条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99条第 4項

■設定 □未設定

（ 費用の徴収）
第 99条 市町村長は、 前条第1項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、 又

は物件を移転するに要した 費用を第 96条第3 項の規定により土地若しくは物件
を引き渡し、 又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。

2 前条第3 項及び第4 項の規定は、市町村長が前項の規定によって 費用を徴収す
る場合に準用する。

3 市町村長は、第1項に規定する 費用を前項において準用する前条第3 項の規定
によって徴収することができないとき、又は徴収することが遮当でないと認める
ときは、 第1項に規定する者に対し、 あらか じめ、 納付すべき金額、 納付の期限
及び場所を通知して、 これを納付させるものとする。

処 分 基 準 4 市町村長は、前項の規定によって通知を受けた者が同項の規定によって通知さ
れた期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督
促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

5 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第3 項の規定によ
り納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によって、
これを徴収することができる。 この場合における徴収金の先取特権の順位は、 国
税及び地方税に次 ぐものとする。

第4 款の2 施設建築物の建築等の特例
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料



行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID l 95050A不利益 都市計画課 都市再開発法第 9 9条第5 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和5 年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
第一種市街地再開発事業施行地 区における土地の引渡等に要した 費用を通知によ
り納付させる場合の未納 費用の徴収

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 99条第5 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99条第5 項

■設定 □未設定

（ 費用の徴収）
第 99条 市町村長は、前条第1項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又

は物件を移転するに要した 費用を第 96 条第3 項の規定により土地若しくは物
件を引き渡し、 又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。

2 前条第3 項及び第4 項の規定は、 市町村長が前項の規定によって 費用を徴収
する場合に準用する。

3 市町村長は、 第1項に規定する 費用を前項において準用する前条第3 項の規
定によって徴収することができないとき、 又は徴収することが滴当でないと認
めるときは、第1項に規定する者に対し、あらか じめ、納付すべき金額、納付の

処 分 基 準 期限及び場所を通知して、 これを納付させるものとする。
4 市町村長は、 前項の規定によって通知を受けた者が同項の規定によって通知

された期限を経過しても 同項の規定により納付すべき金額を完納しないとき
は、 督促状によって納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

5 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第3 項の規定によ
り納付すべき金額を納付しないときは、 市町村長は、 国税滞納処分の例によっ
て、 これを徴収することができる。 この場合における徴収金の先取特権の順位
は、 国税及び地方税に次 ぐものとする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料



行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和6年3月31日



《ID l 95550A不利益 都市計画課 都市再開発法第 9 9条の8 第5 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 土地の引渡等に要した 費用の納付 （第 99 条第 3 項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 99 条の 8 第 5 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99 条第 3 項

■設定 □未設定

（特定施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置）
第 99 条の 8 施行者は、 特定建築者が建築計画に従って特定施設建築物を建築し

なかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができ
る。

2 施行者は、 前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、 特定建
築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にある物件を 占有している者に対
し、 相当の期限を定めて、 当該敷地の明渡しを求めることができる。

3 前項の規定により明渡しの請求があった特定建築者及び特定施設建築物の敷
地又は当該敷地にある物件を 占有している者は、 明渡しの期限までに、施行者に

処 分 基 準 当該敷地を引き渡し、 又は物件を移転しなければならない。
4 施行者は、 第 1 項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、 新た

に特定建築者を決定するときを除き、 自ら当該特定施設建築物の建築を行わなけ
ればならない。

5 第 99 条の 3 第 3 項の規定は第 1 項の規定により同項の決定を取り消す場合に
ついて、 第 98 条第 1 項及び第 2 項並びに第 99 条 （第 2 項を除く。 ） の規定は第
3 項の場合について準用する。 この場合において、 第 98 条第 2 項 中 「都道府県
知事等」 とあるのは、 「都道府県知事」 と読み替えるものとする。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料



行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID l 95560A不利益 都市計画課 都市再開発法第 9 9条の8 第5 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 費用の督促 （第 99 条第 4 項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 99 条の 8 第 5 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99 条第 4 項

■設定 □未設定

（特定施設建築物が建築計画に従って建築されない場合の措置）
第 99 条の 8 施行者は、 特定建築者が建築計画に従って特定施設建築物を建築し

なかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができ
る。

2 施行者は、 前項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、 特定建
築者及び特定施設建築物の敷地又は当該敷地にある物件を 占有している者に対
し、 相当の期限を定めて、 当該敷地の明渡しを求めることができる。

3 前項の規定により明渡しの請求があった特定建築者及び特定施設建築物の敷
地又は当該敷地にある物件を 占有している者は、 明渡しの期限までに、施行者に

処 分 基 準 当該敷地を引き渡し、 又は物件を移転しなければならない。
4 施行者は、 第 1 項の規定により同項の決定を取り消した場合においては、 新た

に特定建築者を決定するときを除き、 自ら当該特定施設建築物の建築を行わなけ
ればならない。

5 第 99 条の 3 第 3 項の規定は第 1 項の規定により同項の決定を取り消す場合に
ついて、 第 98 条第 1 項及び第 2 項並びに第 99 条 （第 2 項を除く。 ） の規定は第
3 項の場合について準用する。 この場合において、 第 98 条第 2 項 中 「都道府県
知事等」 とあるのは、 「都道府県知事」 と読み替えるものとする。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料



行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID l 956 90A不利益 都市計画課 都市再開発法第 1 06条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 清算金の督促

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 106条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 106条第2項

■設定 □未設定

（清算金の徴収）
第 106条 第 104条第1項の規定により徴収すべき清算金は、政令で定めるとこ ろ

により、 利子を付して分割して徴収することができる。
2 個人施行者以外の施行者は、 第 104 条第1項の規定により徴収すべき清算金

（前項の規定により利子を付したときは、 その利子を含む。 以下同 じ。 ） を滞納
する者があるときは、督促状によって納付すべき期限を指定して督促することが
できる。

3 前項の督促をするときは、 組合にあっては定款で定めるところにより、 再開発
会社にあっては規準で定めるとこ ろにより、地方公共団体又は機構等にあっては
政令で定めるとこ ろにより、 年 14.5 パーセ ン ト の割合を乗 じて計算した額の範
囲内の延滞金を徴収することができる。

処 分 基 準 4 第2項の督促を受けた者がその督促状において指定した期限までにその納付
すべき金額を納付しないときは、地方公共団体又は機構等は、 国税滞納処分の例
により、同項の清算金及び前項の延滞金を徴収することができる。 この場合にお
ける清算金及び延滞金の先取特権の順位は、 国税及び地方税に次 ぐものとする。

5 延滞金は、 清算金に先だつものとする。
6 第 41 条の規定は、 組合の徴収に係る第2項の清算金及び第3 項の延滞金を督

促状において指定した期限までに納付しない者がある場合について準用する。
7 第5 0条の 11第1項及び第2項の規定は、再開発会社の徴収に係る第2項の清

算金及び第3 項の延滞金を督促状において指定した期限までに納付しない者が
ある場合について準用する。

8 第 42 条の規定は、 施行者が第2項の清算金及び第3 項の延滞金を徴収する権
利について準用する。 この場合において、 同条第2項中 「前条第1項」 とあるの
は、 「第 106条第2項」 と読み替えるものとする。



【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞 ・ 弁明手続

備 考

設 定 日 令和 4年3月31日



《ID l 96650A不利益 都市計画課 都市再開発法第 1 18条の24 第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 清算金の督促 （第 106条第2項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 118条の 24第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 106条第2項

■設定 □未設定

（清算）
第 118 条の 24 前条第1項の規定により確定した従前の権利の価額と同項の規定

により確定した建築施設の部分の価額とに差額があるときは、施行者は、その差
額に相当する金額を徴収し、 又は交付しなければならない。

2 第 105 条から第 107条まで （第 106条第 6 項を除く。 ） の規定は、 前項の場合
について準用する。 この場合において、 第 105 条第1項 中 「前条第1項」 とある
のは 「第 118条の 23第1項」 と、 「同項」 とあるのは 「第 118条の 24第1項」

処 分 基 準 と、 第 106条第1項及び第2項中 「第 104条第1項」 とあるのは 「第 118条の
24第1項」 と、 第 107 条第1項 中 「第 104条第1項」 とあるのは 「第 118条の
24第1項」 と、 「施設建築物の一部」 とあるのは 「建築施設の部分」 と、 同条第
2項中 「第 101条第1項」 とあるのは 「第 118条の 21第1項」 と読み替えるも
のとする。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和4年3月31日



《ID l 97050A不利益 都市計画課 都市再開発法第 1 18条の25 の3 第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 清算金の督促 （第 118条の 24第2項•第 106条第2項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 118条の 25 の 3第 3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 106条第2項

■設定 □未設定
第 118条の 25 の3 施行者は、 施設建築物の建築並びに施設建築敷地及び施設建

築物に関する権利の取得につき、譲受け希望の 申出をした者及び賃借り希望の 申
出をした者 （第 118条の 18又は次項の規定により建築施設の部分若しくは施設
建築物の一部についての借家権又は施設建築敷地若しくは施設建築物に関する
権利を取得した者を除く。 ） 並びに特定事業参加者の全ての同意を得たときは、
第 118条の 8、第 118条の 10において準用する第 75 条第1項及び第3 項並びに
第 77条第2項前段、第 118条の 25 第2項において準用する第 109条の2 第2項
後段、 前条第2項において準用する第 109 条の3 第2項後段並びに第 118 条の
32 第3 項において準用する同条第1項の規定によらないで、 管理処分計画を定

処 分 基 準 めることができる。 この場合においては、 第 118条の 22 の規定は、 適用しない。
2 前項の規定により管理処分計両を定めた場合においては、 第 118条の 18の規

定にかかわらず、当該第2 種市街地再開発事業に係る施設建築敷地又は施設建築
物に関する権利は、 第 118条の 17 の公告の日の翌日において、 管理処分計画の
定めるとこ ろにより、 これを取得すべき者が取得する。

3 第1項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表 中欄に掲げる字句
は、 同表下欄に掲げる字句に読み替えて、 これらの規定を適用する。
表 省略

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料



行政手続法第 13条第2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《ID l 975 40A不利益 都市計画課 都市再開発法第 1 18条の28 第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 土地の引渡等に要した 費用の納付 （第 99条の8第5 項 ・ 第 99条第3項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 118条の 28第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99条第 3項

■設定 □未設定
（施行者以外の者による施設建築物の建築）

第 118 条の 28 施行者は、 施設建築物 （管理処分計画においてその全部を譲受け
予定者又は特定事業参加者が譲り受けるように定められたものを除く。 ） の建築
を他の者に行わせることができる。

2 第 99条の2 第2項及び第3 項、第 99条の3 から第 99条の9 まで並びに第 104
条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わ
せる場合について準用する。 この場合において、第 99条の2 第2項及び第3 項、
第 99条の3 第2項並びに第 99条の7 中 「権利変換計両」 とあるのは 「管理処分

処 分 基 準 計両」 と、 第 99条の 6 第2項中 「第 99条の2 第3 項」 とあるのは 「第 118条の
28第2項において準用する第 99条の2 第3 項」 と、 「地上権又はその共有持分」
とあるのは 「施設建築敷地又はその共有持分」 と、 第 104条第2項 中 「第 99条
の2 第3 項」 とあるのは 「第 118条の 28第2項において準用する第 99条の2 第
3 項」 と、 「第 99条の 6 第2項」 とあるのは 「第 118条の 28第2項において準
用する第 99条の 6 第2項」 と読み替えるものとする。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和4年3月31日



《ID l 97550A不利益 都市計画課 都市再開発法第 1 18条の28 第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 費用の督促 （第 99条の8第5 項•第 99条第 4項の準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 118条の 28第 2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 99条第 4項

■設定 □未設定
（施行者以外の者による施設建築物の建築）

第 118 条の 28 施行者は、 施設建築物 （管理処分計画においてその全部を譲受け
予定者又は特定事業参加者が譲り受けるように定められたものを除く。 ） の建築
を他の者に行わせることができる。

2 第 99条の2 第2項及び第3 項、第 99条の3 から第 99条の9 まで並びに第 104
条第2項の規定は、前項の規定により施行者以外の者に施設建築物の建築を行わ
せる場合について準用する。 この場合において、 第 99条の2 第2項及び第3 項、
第 99条の3 第2項並びに第 99条の7 中 「権利変換計両」 とあるのは 「管理処分

処 分 基 準 計両」 と、 第 99条の 6 第2項中 「第 99条の2 第3 項」 とあるのは 「第 118条の
28第2項において準用する第 99条の2 第3 項」 と、 「地上権又はその共有持分」
とあるのは 「施設建築敷地又はその共有持分」 と、 第 104条第2項中 「第 99条
の2 第3 項」 とあるのは 「第 118条の 28第2項において準用する第 99条の2 第
3 項」 と、 「第 99条の 6 第2項」 とあるのは 「第 118条の 28第2項において準
用する第 99条の 6 第2項」 と読み替えるものとする。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

行政手続法第 13条第 2項第 4号に該当し、 適用除外

聴聞·弁明手続



備 考

三五·r
又
し 定 日 令和4年3月31日



《ID 1 97750A不利益 都市計画課 都市再開発法第 121条第 1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 公共施設管理者に対する負担金の請求

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再開発法第 121条第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再開発法第 121条

■設定 □未設定

（公共施設管理者の負担金）
第 121条 施行者は、市街地再開発事業の施行により整備されることとなる重要な

公共施設で政令で定めるものの管理者又は管理者となるべき者に対し、当該公共
施設の整備に要する 費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。

2 前項の規定による 費用の負担については、 あらか じめ、 個人施行者、 組合又は

処 分 基 準 再 開発会社が施行する市街地再開発事業にあっては当該公共施設の管理者又は
管理者となるべき者の承認を得、その他の市街地再開発事業にあっては当該公共
施設の管理者又は管理者となるべき者と協議し、その者が負担すべき 費用の額を
事業計画において定めておかなければならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ！ 令和 4年3月31日



《ID211020A不利益 都市計画課 都市緑地法第 72条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 推進法人に対する改善命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市緑地法第 72条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市緑地法第 72条

■設定 □未設定

（改善命令）
第 72 条 市町村長は、 推進法人の業務の運営に関し改善が必要であると認めると

きは、推進法人に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることがで
きる。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《 ID211030A 不利益 都市計画課 都市緑地法第73条第1 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 推進法人の指定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市緑地法第 73条第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市緑地法第 73条

■設定 □未設定

（指定の取消し等）
第 73 条 市町村長は、 推進法人が前条の規定による命令に違反したときは、 その

指定を取り消すことができる。
市町村長は、 前項の規定により指定を取り消したときは、 その旨を公示しなけ

処 分 基 準 ればならない。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和4年3月31日



《1D25 4850A不利益 都市計画課 都市再生特別措置法第 62条の 10 第5 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I 令和3年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 勧告に係る措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第62条の 10第5 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 都市再生特別措置法第62条の 10

■設定 □未設定

（出入 口 制限対象駐車場の 自動車の出入 口 の設置の制限等）
第62条の 10 都市再生整備計画に記載された駐車場出入 口 制限道路に面する土地

に出入 口 制限対象駐車場 （路外駐車場であ っ て、 自動車の駐車の用に供する部分
の面積が駐車場出入 口 制限道路の交通の現状及び滞在快適性等 向上区域におけ
る催しの実施その他の活動の実施の状況を勘案して、駐車場出入 口 制限道路への
自動車の出入りによる歩行者の安全及び滞在の快適性に及ぼす影響が大きいも
のとして市町村の条例で定める規模以上のものをいう。 以下同 じ。 ） を設置し、
又は当該土地に設置された出入 口 制限対象駐車場の 自動車の出入 口 の位置の変
更をしようとする者は、当該出入 口 制限対象駐車場の 自動車の出入 口 を当該駐車
場出入 口 制限道路に接して設けてはならない。 ただし、当該駐車場出入 口 制限道
路に接して当該出入 口 制限対象駐車場の 自動車の出入 口 を設けることがやむを
得ないと認められる場合として市町村の条例で定める場合にあっ ては、この限り

処 分 基 準 でない。
2 都市再生整備計画に記載された駐車場出入 口 制限道路に面する土地に出入 口

制限対象駐車場を設置しようとする者は、当該出入 口 制限対象駐車場の設置に着
手する日の 30日前までに、 国土交通省令で定めるとこ ろにより、 当該出入 口 制
限対象駐車場の 自動車の出入 口 の位置その他国上交通省令で定める事項を市町
村長に届け出なければならない。

3 都市再生整備計画に記載された駐車場出入 口 制限道路に面する土地に設置さ
れた出入 口 制限対象駐車場の 自動車の出入 口 の位置の変更をしようとする者は、
当該出入 口 制限対象駐車場の 自動車の出入 口 の位置の変更に着手する日の 30日
前までに、 国士交通省令で定めるとこ ろにより、その変更後の当該出入 口 制限対
象駐車場の 自動車の出入 口 の位置その他国土交通省令で定める事項を市町村長
に届け出なければならない。

4 市町村長は、 前2項の規定による届出があっ た場合において、 当該届出に係る
事項が第1項の規定に適合しないと認めるときは、 当該届出をした者に対し、 期



限を定めて、当該届 出に係る出入 口 制限対象駐車場の 自動車の出入 口 の位置に関
し設計の変更その他の必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

5 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告
に係る措置をとらなかっ た場合において、安全かつ 円 滑な歩行の確保に特に支障
を及ぼすおそれがあると認めるときは、 当該勧告を受けた者に対し、 期限を定め
て、 当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和 4年3月31日



《ID2556 9 9A不利益 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
不正手段による許可等の取消し （第87条の 2第 1項において市町村の長が処理す
ることとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第 1項の滴用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第87条の 2第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
都市再生特別措置法第87条の 2
宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第 1項

■設定 □未設定
第87条の2 地方 自治法第252条の 19第1項に規定する指定都市及び同法第252

条の 22 第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項 （同条第24項
において準用する場合を含む。 ） の規定により同条第 11項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4 章まで、 第7章及び第 8章の規定に基づく事務 （以下この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」 という。 ） を処理することができる。 この場合に
おいては、 これらの規定 中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
あらか じめ、 これを処理することについて、 都道府県知事と協議しなければな
らない。

処 分 基 準 3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長
は、 その処理を開始する日の 30日前までに、 国土交通省令で定めるとこ ろによ
り、 その 旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛上等規制法第4 条、 第 8条、 第9条、 第 13 条、 第 15 条第
1項、 第 18条第4 項及び第 19条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第 15 条第1項中 「宅
地造成等工事規制 区域内において」 とあるのは、 「宅地造成等工事規制 区域にお
いて都市再生特別措置法 （平成 14年法律第22号） 第81条第 11項に規定する
宅地被害防止事業として」 とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

聴聞 ・ 弁 明 手続

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 3 1 日



《ID25570 1A不利益 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
宅地工事施行停止、 災害防止措置命令 （第87条の 2第 1項において市町村の長が
処理することとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第2項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第87条の 2第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞
都市再生特別措置法第87条の 2

基 準 規 定
宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第2項
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令第8条～第 12条、第 14条、第 15 条、第 16
条、 第 18条、 第 19条

■設定 □末設定

第87条の2 地方 自治法第252条の 19第1項に規定する指定都市及び同法第252
条の 22 第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項 （同条第24項
において準用する場合を含む。 ） の規定により同条第 11項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4 章まで、 第7章及び第 8章の規定に基づく事務 （以下この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」 という。 ） を処理することができる。 この場合に
おいては、 これらの規定 中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
処 分 基 準 あらか じめ、 これを処理することについて、 都道府県知事と協議しなければな

らない。
3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長

は、 その処理を関始する日の 30日前までに、 国土交通省令で定めるとこ ろによ
り、 その旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛土等規制法第4 条、 第 8条、 第9条、 第 13 条、 第 15 条第
1項、 第 18条第4 項及び第 19条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第 15 条第1項中 「宅
地造成等工事規制 区域内において」 とあるのは、 「宅地造成等工事規制 区域にお
いて都市再生特別措置法 （平成 14年法律第22号） 第81条第 11項に規定する
宅地被害防止事業として」 とする。



【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞 ・ 弁明手続

備 考

設 定 日 令和7 年3 月31 日



《ID255703A不利益 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
宅地使用禁止、 災害防止措憧命令 （第87条の 2第 1項において市町村の長が処理
することとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第 3項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第87条の 2第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
都市再生特別措置法第87条の 2
宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第 3項

■設定 □未設定
第87条の2 地方 自治法第252条の 19第1項に規定する指定都市及び同法第252

条の 22 第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項 （同条第24項
において準用する場合を含む。 ） の規定により同条第 11項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4 章まで、 第7章及び第 8章の規定に基づく事務 （以下この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」 という。 ） を処理することができる。 この場合に
おいては、 これらの規定 中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
あらか じめ、 これを処理することについて、 都道府県知事と協議しなければな
らない。

処 分 基 準 3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長
は、 その処理を開始する日の 30日前までに、 国土交通省令で定めるとこ ろによ
り、 その 旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛上等規制法第4 条、 第 8条、 第9条、 第 13 条、 第 15 条第
1項、 第 18条第4 項及び第 19条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第 15 条第1項中 「宅
地造成等工事規制 区域内において」 とあるのは、 「宅地造成等工事規制 区域にお
いて都市再生特別措置法 （平成 14年法律第22号） 第81条第 11項に規定する
宅地被害防止事業として」 とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

聴聞 ・ 弁 明 手続

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 3 1 日



《ID255705A不利益 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
工事施行の緊急停止命令 （第87条の 2第 1項において市町村の長が処理すること
とされる宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第 4項の滴用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第87条の 2第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
都市再生特別措置法第87条の 2
宅地造成及び特定盛土等規制法第20条第 4項

■設定 □未設定
第87条の2 地方 自治法第252条の 19第1項に規定する指定都市及び同法第252

条の 22 第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項 （同条第24項
において準用する場合を含む。 ） の規定により同条第 11項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4 章まで、 第7章及び第 8章の規定に基づく事務 （以下この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」 という。 ） を処理することができる。 この場合に
おいては、 これらの規定 中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
あらか じめ、 これを処理することについて、 都道府県知事と協議しなければな
らない。

処 分 基 準 3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長
は、 その処理を開始する日の 30日前までに、 国土交通省令で定めるとこ ろによ
り、 その 旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛上等規制法第4 条、 第 8条、 第9条、 第 13 条、 第 15 条第
1項、 第 18条第4 項及び第 19条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第 15 条第1項中 「宅
地造成等工事規制 区域内において」 とあるのは、 「宅地造成等工事規制 区域にお
いて都市再生特別措置法 （平成 14年法律第22号） 第81条第 11項に規定する
宅地被害防止事業として」 とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

聴聞 ・ 弁 明 手続

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 3 1 日



《ID255707A不利益 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

擁壁等の設置、 地形改良工事命令 （宅地造成等工事規制 区域内） （第87 条の 2 第
不利益処分の名称 1 項において市町村の長が処理することとされる宅地造成及び特定盛土等規制法

第23条第 1項の滴用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第87条の 2第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
都市再生特別措置法第87条の 2
宅地造成及び特定盛土等規制法第23条第 1項

■設定 □未設定

第87条の2 地方 自治法第252条の 19第1項に規定する指定都市及び同法第252
条の 22 第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項 （同条第24項
において準用する場合を含む。 ） の規定により同条第 11項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4 章まで、 第7章及び第 8章の規定に基づく事務 （以下この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」 という。 ） を処理することができる。 この場合に
おいては、 これらの規定 中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
あらか じめ、 これを処理することについて、 都道府県知事と協議しなければな
らない。

処 分 基 準 3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長
は、 その処理を開始する日の 30日前までに、 国土交通省令で定めるとこ ろによ
り、 その 旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛上等規制法第4 条、 第 8条、 第9条、 第 13 条、 第 15 条第
1項、 第 18条第4 項及び第 19条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第 15 条第1項中 「宅
地造成等工事規制 区域内において」 とあるのは、 「宅地造成等工事規制 区域にお
いて都市再生特別措置法 （平成 14年法律第22号） 第81条第 11項に規定する
宅地被害防止事業として」 とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

聴聞 ・ 弁 明 手続

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 3 1 日



《ID25570 9A不利益 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

原 囚者に対する工事施行命令 （宅地造成等工事規制 区域内） （第87条の 2 第 1項
不利益処分の名称 において市町村の長が処理することとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第23

条第2項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第87条の 2第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
都市再生特別措置法第87条の 2
宅地造成及び特定盛土等規制法第23条第 1項•第2項

■設定 □未設定
第87条の2 地方 自治法第252条の 19第1項に規定する指定都市及び同法第252

条の 22 第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項 （同条第24項
において準用する場合を含む。 ） の規定により同条第 11項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4 章まで、 第7章及び第 8章の規定に基づく事務 （以下この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」 という。 ） を処理することができる。 この場合に
おいては、 これらの規定 中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
あらか じめ、 これを処理することについて、 都道府県知事と協議しなければな
らない。

処 分 基 準 3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長
は、 その処理を開始する日の 30日前までに、 国土交通省令で定めるとこ ろによ
り、 その 旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛上等規制法第4 条、 第 8条、 第9条、 第 13 条、 第 15 条第
1項、 第 18条第4 項及び第 19条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第 15 条第1項中 「宅
地造成等工事規制 区域内において」 とあるのは、 「宅地造成等工事規制 区域にお
いて都市再生特別措置法 （平成 14年法律第22号） 第81条第 11項に規定する
宅地被害防止事業として」 とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

聴聞 ・ 弁 明 手続

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 3 1 日



《ID25571 1A不利益 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

擁壁等の設置、 地形改良工事命令 （造成宅地防災 区域内） （第87条の 2 第 1項に
不利益処分の名称 おいて市町村の長が処理することとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第 47

条第 1項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第87条の 2第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
都市再生特別措置法第87条の 2
宅地造成及び特定盛土等規制法第 45 条第 1項、 第 47条第 1項

■設定 □未設定

第87条の2 地方 自治法第252条の 19第1項に規定する指定都市及び同法第252
条の 22 第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項 （同条第24項
において準用する場合を含む。 ） の規定により同条第 11項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4 章まで、 第7章及び第 8章の規定に基づく事務 （以下この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」 という。 ） を処理することができる。 この場合に
おいては、 これらの規定 中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
あらか じめ、 これを処理することについて、 都道府県知事と協議しなければな
らない。

処 分 基 準 3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長
は、 その処理を開始する日の 30日前までに、 国土交通省令で定めるとこ ろによ
り、 その 旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛上等規制法第4 条、 第 8条、 第9条、 第 13 条、 第 15 条第
1項、 第 18条第4 項及び第 19条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第 15 条第1項中 「宅
地造成等工事規制 区域内において」 とあるのは、 「宅地造成等工事規制 区域にお
いて都市再生特別措置法 （平成 14年法律第22号） 第81条第 11項に規定する
宅地被害防止事業として」 とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

聴聞 ・ 弁 明 手続

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 3 1 日



《ID2557 1 3A不利益 都市計画課 都市再生特別措置法第87条の2第 1項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和6年4月 1日

く処分の概要＞

原 囚者に対する工事施行命令 （造成宅地防災 区域内） （第87 条の 2 第 1項におい
不利益処分の名称 て市町村の長が処理することとされる宅地造成及び特定盛土等規制法第 47 条第2

項の適用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 都市再生特別措置法第87 条の 2第 1項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定
都市再生特別措置法第87 条の 2
宅地造成及び特定盛土等規制法第 45 条第 1項、 第 47 条第 1項•第2項

■設定 □未設定

第87 条の2 地方 自治法第252条の 19第1項に規定する指定都市及び同法第252
条の 22 第1項に規定する中核市以外の市町村が第81条第23項 （同条第24項
において準用する場合を含む。 ） の規定により同条第 11項に規定する事項が記
載された立地適正化計画を公表したときは、 当該市町村の長は、 当該市町村の
区域内において、 都道府県知事に代わっ て宅地造成及び特定盛土等規制法第2
章から第4 章まで、 第7章及び第 8章の規定に基づく事務 （以下この条におい
て 「 宅地造成等関係行政事務」 という。 ） を処理することができる。 この場合に
おいては、 これらの規定 中都道府県知事に関する規定は、 市町村長に関する規
定として当該市町村長に滴用があるものとする。

2 前項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長は、
あらか じめ、 これを処理することについて、 都道府県知事と協議しなければな
らない。

処 分 基 準 3 第1項の規定により宅地造成等関係行政事務を処理しようとする市町村長
は、 その処理を開始する日の 30日前までに、 国土交通省令で定めるとこ ろによ
り、 その 旨を公示しなければならない。

4 第1項の規定によりその長が宅地造成等関係行政事務を処理する市町村は、
宅地造成及び特定盛上等規制法第4 条、 第 8条、 第9条、 第 13 条、 第 15 条第
1項、 第 18条第4 項及び第 19条第2項の規定の適用については、 これらの規
定に規定する都道府県とみなす。 この場合において、 同法第 15 条第1項中 「宅
地造成等工事規制 区域内において」 とあるのは、 「宅地造成等工事規制 区域にお
いて都市再生特別措置法 （平成 14年法律第22号） 第81条第 11項に規定する
宅地被害防止事業として」 とする。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。



参 考 資 料

聴聞 ・ 弁 明 手続

備 考

設 定 日 令和 7 年 3 月 3 1 日



《ID260370A不利益 都市計画課 マ ン シ ョ ンの建替え等の円 滑化に関する法律第21 3条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 敷地分割事業の促進を図るための必要な措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の円 滑化に関する法律第213条第2項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の円 滑化に関する法律第213条

■設定 □未設定

（組合に対する報告、 勧告等）
第 213 条 都道府県知事等は、 組合に対し、 その実施する敷地分割事業に関し、

この法律の施行のため必要な限度において、 報告若しくは資料の提出を求め、
又はその実施する敷地分割事業の 円 滑な実施を図るため必要な勧告、 助言若し

処 分 基 準 くは援助をすることができる。
都道府県知事等は、 組合に対し、 敷地分割事業の促進を図るため必要な措置

を命ずることができる。
【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和5 年3月31日



《1D260380A不利益 都市計画課 マ ン シ ョ ンの建替え等の円 滑化に関する法律第21 4条第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 敷地分割組合に対する措置命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の円 滑化に関する法律第214条第3項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の円 滑化に関する法律第214条

■設定 □未設定

（組合に対する監督）
第 214条 都道府県知事等は、 組合の実施する敷地分割事業につき、 その事業又

は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、 事業計画若し
くは敷地権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるとき
は、 その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。

2 都道府県知事等は、 組合の組合員が総組合員の 10分の1以上の同意を得て、
その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定
款、 事業計両若しくは敷地権利変換計両に違反する疑いがあることを理由とし
て組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、 その糾合の事業又は会
計の状況を検査しなければならない。

3 都道府県知事等は、 前2項の規定により検査を行っ た場合において、 組合の
事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、 事業計

処 分 基 準 画若しくは敷地権利変換計画に違反していると認めるときは、 組合に対し、 そ
の違反を是正するため必要な限度において、 組合のした処分の取消し、 変更又
は停止その他必要な措置を命ずることができる。

4 都道府県知事等は、 組合が前項の規定による命令に従わないとき、 又は組合
の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があ っ た日から起算して 30
日を経過してもなお総会を招集しないときは、 敷地権利変換期日前に限り、 そ
の組合についての設立の認可を取り消すことができる。

5 都道府県知事等は、第 178条において準用する第28条第3 項の規定により組
合員から総会の招集の請求があ っ た場合において、 理事長及び監事が総会を招
集しないときは、 これらの組合員の 申出に基づき、 総会を招集しなければなら
ない。 第 180条第4 項において準用する第28条第3 項の規定により総代から総
代会の招集の請求があ っ た場合において、 理事長及び監事が総代会を招集しな
いときも、 同様とする。

6 都道府県知事等は、第 175 条第3 項において準用する第23条第1項の規定に



より糾合員から理事又は監事の解任の請求があっ た場合において、 組合がこれ
を組合員の投票に付さないときは、 これらの組合員の 申 出に基づき、 これを組
合員の投票に付さなければならない。 第 181条第3 項において準用する第23条
第1項の規定により、 組合員から総代の解任の請求があ っ た場合において、 組
合がこれを組合員の投票に付さないときも、 同様とする。

7 都道府県知事等は、 組合の組合員が総組合員の 10分の1以上の同意を得て、
総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選
挙若しくは解任の投票の方法が、 この法律又は定款に違反することを理由とし
て、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、そ
の違反の事実があると認めるときは、 その議決、 選挙、 当選又は解任の投栗を
取り消すことができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和5 年3月31日



《1D2603 90A不利益 都市計画課 マ ン シ ョ ンの建替え等の円 滑化に関する法律第21 4条第4 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 都市計画課

適用日（掲載日） I令和4年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 敷地分割組合設立の認可の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の円 滑化に関する法律第214条第 4項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 マ ン シ ョ ンの建替え等の円 滑化に関する法律第214条

■設定 □未設定

（組合に対する監督）
第 214条 都道府県知事等は、 組合の実施する敷地分割事業につき、 その事業又

は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、 事業計画若し
くは敷地権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるとき
は、 その組合の事業又は会計の状況を検査することができる。

2 都道府県知事等は、 組合の組合員が総組合員の 10分の1以上の同意を得て、
その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定
款、 事業計両若しくは敷地権利変換計両に違反する疑いがあることを理由とし
て組合の事業又は会計の状況の検査を請求したときは、 その糾合の事業又は会
計の状況を検査しなければならない。

3 都道府県知事等は、 前2項の規定により検査を行っ た場合において、 組合の
事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、 事業計

処 分 基 準 画若しくは敷地権利変換計画に違反していると認めるときは、 組合に対し、 そ
の違反を是正するため必要な限度において、 組合のした処分の取消し、 変更又
は停止その他必要な措置を命ずることができる。

4 都道府県知事等は、 組合が前項の規定による命令に従わないとき、 又は組合
の設立についての認可を受けた者がその認可の公告があ っ た日から起算して 30
日を経過してもなお総会を招集しないときは、 敷地権利変換期日前に限り、 そ
の組合についての設立の認可を取り消すことができる。

5 都道府県知事等は、第 178条において準用する第28条第3 項の規定により組
合員から総会の招集の請求があ っ た場合において、 理事長及び監事が総会を招
集しないときは、 これらの組合員の 申出に基づき、 総会を招集しなければなら
ない。 第 180条第4 項において準用する第28条第3 項の規定により総代から総
代会の招集の請求があ っ た場合において、 理事長及び監事が総代会を招集しな
いときも、 同様とする。

6 都道府県知事等は、第 175 条第3 項において準用する第23条第1項の規定に



より糾合員から理事又は監事の解任の請求があっ た場合において、 組合がこれ
を組合員の投票に付さないときは、 これらの組合員の 申 出に基づき、 これを組
合員の投票に付さなければならない。 第 181条第3 項において準用する第23条
第1項の規定により、 組合員から総代の解任の請求があ っ た場合において、 組
合がこれを組合員の投票に付さないときも、 同様とする。

7 都道府県知事等は、 組合の組合員が総組合員の 10分の1以上の同意を得て、
総会若しくは総代会の招集手続若しくは議決の方法又は役員若しくは総代の選
挙若しくは解任の投票の方法が、 この法律又は定款に違反することを理由とし
て、その議決、選挙、当選又は解任の投票の取消しを請求した場合において、そ
の違反の事実があると認めるときは、 その議決、 選挙、 当選又は解任の投栗を
取り消すことができる。

【基準】
上記の条文及び基準規定による。

参 考 資 料

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和5 年3月31日
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�		�		�		�	

ijk22lmjk2

nop./0qrKstu./0qrKvwxV./yqrKHz{|}~�2

] :̂_2op./0qrKstu./0qrKvwxV./yqrKws�H�

�H����L��NOKLM�s�H\�H�kL����������w

�������s���w�H_�����svw� ���w¡¢H£¤s

���H¥H¦§¨©ª�R�O�«¬®O¯2

°±²2�H\�n]??_H³]±a´µ]?¶_H·]±an] ¶̧ _H ?̂ ]

±aL¹��º»NO¼½�¾¿ �̄H�k�À� �̄vw�H\�LÁÂ�

RS���w_ÃH�kLÄÅ���OK2

°Æ²2�H\�H�kL�O��vw��LÇ��_�LÄÅ���OK2

°³²2È��H¥ÉÊ¨ËÌL��s�H\�H�kL�O��vw���Í

Î�K2

Æ2op./0qrKstu./0qrKvwxV./yqrKws�H��H

����L��NO¼½L¹��ws�H\�H�kL�O��vw���Í

Î�KLM�sÏaL�kNO|}��svwÐaL�kNO¦§¨©ª�R

�O�«¬®O¯2

°±²2op./0stu./0vwxV./yLÑNO¡¢H�ÒÓ¿�Ô¨

�¦§¬ÕÖ�¼½2

°Æ²2op./0stu./0vwxV./yH×ØÙvwÚÛHÜ»ÙÝ�

�Þß¬ÕÖ�¼½2

°³²2ÏÆ�LàáO¼½Hâ�sop./0stu./0vwxV./yH

qrÙHrãäåHrãLÁÂ�oæÙÓ¿�Ô¨�¦§¬ÕÖ�¼½2

³2ÏÆaH�kL��¦§¨©ª�RÖ�ç«NO¼½L¹��sèé¬¨�

��H©ª�Rêë�Oì®K�íîNO�«¬®¨�«®wsop./0

qrKstu./0qrKvwxV./yqrKws�H©ª�ïë��sv

w�HRÖ�K���wðñ��KL�òóO�«¬®O¯�H¼½L¹�

�wsô�Hõö�kÒ�s�H©ª��çì®÷´µ�HõöøL�H©



���������	
������	��������������

���������������� !���"��#���$%�&�'(

)�*
+��,-.�(��/0

10
������	�����������������	234�5

6789:;���<78=>?�@,��7A�	BCDE%�>?�FG

��,-.�(��/0

H02IJK2L4MN2OP4�56�	Q4�FG7R�STUV9/0

W0
������	�����������������	214�5

6789FG�XY��R�>?"2342Z[�56789:;���<7

89\�]'9���	^_FG`a�^_�b�D�cd��7efcd9

g�"]�9/0

hiTj0

kl�Km789/0

0

n o p qr

0

stuvwxyr

�z{|}2OIK2J42~[7_^�	�U��0

�rrrrrrrrrror

0

r�rrrr�rrrr�r ��IO�I�IO�0
�



����������	
��	��	������������������	

	


����	�	��� 		!"#$�%&'	

(

)!"*+,	

- . / 0	 1234

567#897'	:;<=<>?@4

)���AB,	


�����CD	 EFGHIJKLEFLMNO4

�		�		P		Q	 RS4

T U V W	 XYZ[\] _̂?̀ L L̂ a]?b4

)��� �cdefghi,	

�  V W	 XYZ[\] _̂?̀ L L̂ a4

�		�		�		 	

jkF44lmkF4

nEFGHIJKLEFLMNOo4

] _̂?`LpLq4rsXYtuvwLSxyEFGHIJKz{L|}L~�

���������xy���:�F��������y] _̂?`LpL�]

�bL�F���EF�M�N���z����4

���4] _̂?`LpL�]�b��F���:�F��K���O�����

���4

�p�4] _̂?`LpL�]pb�x `]pbL�F���¡¢�£�y�x

¤¥L¡¢�O����4

���4 `]�bL�F�¦§O¨y©ª�«¬H�y©ª�®¯£�y°

O�x©ª�¤¥L®¯�Oy�x©ª�±²O�������4

�³�4 `]�bL�F���´µ�°O�x¶·�¸¹yº»y°O�x¼

½Oy�x¾bL�F���¿À�ÁO¨ÂÃ�£�y°O�x¤¥LÂÃ

�O����4

p4rsXYtuvwLSxy bL�F���EF�M�NO���xyÄL

Å�¢ÆO��Ç�È�~�4

ÉÊËÌ4

Í®L`ÎÏÐÊË�F����4

4

Ñ Ò Ó Ô	

4



��������

�

	����������
�

�

������������ ����������
�



���������	
��
���
����������������





����
�
��� 

!"#$�%&'


(

)!"*+,


- . / 0
 1234

567#897'
:;<=>?@A4

)���BC,


�����DE
 FGHIJKLMNOPQROST4

�

�

U

V
 WX4

Y Z [ \
 ]^_`abcd@eO>b@f4

)��� �ghijklm,


�  [ \

]^_`abcd@eO>4

]^nab@deO>4

�

�

�

 


opG44qrpG4

sFGHIJKLMNOPQROSTRt4

b cd@eOu4FGHIJKLvb cd@eOwOxbyfOPQRsz{|R}

~��O�������Of�������t��ebyfOFG��A�}�

HI�����������PQROST������]^nab@deOuO

�G�������O��������PQR���ST|O��� O¡¢

��£n¤¥]^n�¦§�O¨���4

w4©ª]^«¬®OX�¯O°±v�²³f³´��������]^na

b@deOubyfO�G�µ�¶z����O·¸¹º��©ª]^«¬®

OXv��°±O»¼½¾¿À}������������©ª]^«¬®

OX�Á�����O¨���4

Â4byf³´��������]^nab @deOubyfO�G�µÃ©ª

]^«¬®OXv�²¶z����O·¸¹º�������ab@ÄeOu

O�G������4

u4©ª]^«¬®OX��byf³´��������]^nab@deOu

byfO�G�µ�¶z����O·¸¹ºvÅÆ²�������·¸¹º

vÇÈa}~Ã�É���¨Ê�ËÊ�Ì1�ÍÎ�²¼���·¸¹º�Á

��ÏÐ����ÆÑ�N���4

x4Ì1��³fO�G�µ�ÍÎ�J�²AMNcÒA�Ó�ÔÕ�Ö×��Æ

Ñ�N���4

Ø4©ª]^«¬®OX��bufO�G�µ�ÍÎ����}�fO·¸¹

º�É��²¨Ê��ÙOÚ�Ì1�ÛÜ���ÆÑ�N���4

Ý4bufO·¸¹º�Á��ÏÐ�Þ²ß}��ÆÑ�byf³´�����

���]^nab@deOubyfO�G�µ�¶z������Ïàá�âã

���¨v}Ê���4

ä4byf³´��������]^nab @deOubyfO�G�µ�¶z

åæçèéO«ê��ÙO¶zvëG���}ì¾�íî���4



���������	
�������� ����������������

��� !"��#$%&�'()��	
*��+,-./�0�

12�3�

45��6782������0�

�

9 : ; <=

�

>?@ABCD=

�

E==========:=

�

=F====G====H= IJKL�M��N�
O



�����������	
���������������������

�

	
������������� !"�#$%�

&

'� ()*�

+ , - .� /012

345!675%�89:;<=>?2

'���@A*�

	
����BC� DEFGHIJKLMDEMJNO2

������P��Q� RS2

T U V W� XYZ[\] <̂_̀ M M̂ _2

'�����abcdefg*�

� � V W�
XYZ[\] <̂_̀ M M̂ _2

XYZ[\hijk] >̂`M M̂>l2

�����������

mnE22opnE2

qDEFGHIJKLMDEMJNOr2

] <̂_`MsMt2uvXYFwxyMSz{DEFGHIJKL|}M~�M

�����������z{�I�8�E��������{] <̂_`Ms]

��MjE���DE�J�N���|����2

���2] <̂_`Ms]���jE���8�E��L���O������

��2

�s�2�`]��MjE�� O¡{¢£�¤¥¦§�{¢£�¨©ª�{«

O�z¢£�¬M¨©�O{®z¢£�¯°O�������2

�t�2�`]s�®z] <̂_`MsM±]t�MjE���²³�ª�{®z

¬M²³�O����2

�́ �2�`]t�MjE���µ¶�«O�z·¸�¹º{»¼{«O�z½

¾O{®z¿�MjE���ÀÁ�ÂO¡ÃÄ�ª�{«O�z¬MÃÄ

�O����2

s2uvXYFwxyMSz{��MjE���DE�J�NO���z{ÅM

Æ�³ÇO�§�È�É���2

ÊËÌÍ2

Î¨M`ÏÐÑËÌjE����2

2

Ò Ó Ô Õ�

2



��������

�

	����������
�

�

������������ ����������
�



����������	
��	����	�������������	

	


����	�	��� 		!"#$%&'(	

)

*!"+,-	

. / 0 1	 234567

89:#;<:(	=>?@ABCD7

*��%EF-	


����%GH	 IJKLMNOPQRLSTU=7

�		�		V		W	 XYZ[\]^_IJK`abcPdefg7

h i j k	 l\XYmnAopnCq7

*��� �rstuvwx-	

�  j k	 l\XYmn?yp7

�		�		�		 	

z{_77|}{_7

]IJKLMNOPQRLSTg7

n Aop7IJK~n ?ypL�_`����QR�Qb���Pde��L{�

��IJK`abcP��e��LXYZ[\]^_IJK`abcPd��

e��Lfgdm�L{���IJK`abcP����LXYZ[\Pd�L

MNOPQRLST�U����~����7

�7�qL�_`��m�L{���IJKLMNOPQRLSTU=`���

��MqPd����Lp��_ ���~����7

¡¢£¤7

¥¦Lp§`���7

7

¨ © ª «	

7

rstuvwx	

¬L®\L¯°7

±										©	

7

	²				k				:	 =>y@yByCD7
)



�����������	
����������������������

�

	
��������� ��!"#$%&'(�

)

*!"+,-�

. / 0 1� 234567

89:#;<:(�=>?@ABC@D7

*��%EF-�

	
���%GH� IJKLMNOPQRSNTUNVWXYZ[N\]^_7

������̀ ��a� bc7

d e f g� KLMhijkB?lkBm7

*��� �nopqrst-�

�  f g� KLMhijkB?lkBm7

��������� �

uvw77xyvw7

zOPQRSN{|}7

kB?l7IJKLM~�X�NOP�QRXY���Nh�~������Z[

�X��������YKL�c�NTU��������������XY

OPQR~������N� ��¡¢£¤N�¥~¦J�§¨� �©�ª

«Yh�~������Z[~������N¬®¯�ª«�Y°N|±®

���7

²7³m´µ~¶w����N� N·¸�YK¹º4»_®w¥��7

¼7KL�c��Yk½mNTU�¾¿�ª«~À��Y�NTUNlÁ�X�

ÂmNOPQR��h�~������Z[~�X¦J�ÃÄ���°�Å®

���7

Æ7k½mNTU����ÇÅ³mNTUNlÁ~ÈÉ�Ê�����YKL�

c��YTU~Ë�OPQRÌXÍ�h�~������Z[N\]�^ÎY

��TU�V±W�°�Å®���7

Ï7k½mNTU����°�Å®��Ê��°�~�±Y��k¼mNTUN

lÁ�ÐÑ���°�~���ÒÓ����Ç~ÔX��YÕ�Y�NÖ¢2

×Ø�ÒÓ�ÙÚ���7

Û7³mNª«~�YkB@lk²mÊ�kÆmÜ®N¶w�ÝÞ���7

ßàÝá7

âãNlK~���7

7

ä å æ ç�

7



��������

�	
���������

�

�������������

�

������������� �������� �
!



�����������	
����������������������

�

	
��������� ��!"#$%&'(�

)

*!"+,-�

. / 0 1� 234567

89:#;<:(�=>?@ABCDE7

*��%FG-�

	
���%HI� JKLMNOPQORSTU7

������V��W� XY7

Z [ \ ]� LMN^_`abDcabd7

*��� �efghijk-�

�  \ ]� LMN^_`abDcaBdlabd7

��������� �

mno77pqno7

rstuvwxyPQz7

abDc7LM{Y|}~JKLMNOstu�}����w��~��C��O

������~JKLMNOPQ����y�����y�7

�7LM{Y|}~�����~���}���w��~ O¡¢O£¤¥�¦

}§¤�¨©�~�}ª«¬�®�¯JKLMNOstu�}����w�

�~��C��O������~ OPQ�T°y�����y�7

�7±dO²³w}~a B́caµdO¶o�·¢�y�7

µ7LM{Y|}~JKLMNOstu�}����w��~±�dO¶owx

yPQ¸¹º»PQw¼yJKLMNO��w½�¾K¿ÀÁ��y����

�y�7

Â7JKLMNOstu~��ÃÄu�}�����±dOÀÁwÅÆ¿Ç²³

w}~LM{Y|}~PQORS�}ÈS�T°y�����y�7

É7a�d¸¹a�dO¶owxyPQO¯ÊwK�y¡¢}~L¤Ë4ÌUO

oÊy��Íwx�~ O£¤�}§¤���O¨©��y�����y�7

Î7±dw¶o�y²³OÏÐ~JKLMNOstu�}����� Ost�

}��w¼yJKLMN�PQ�y¯ÊwK�y¡¢}~L¤Ë4ÌU�oÊ

y��Íwx�~ O£¤�}§¤���O¨©��y�����y�7

ÑÒ·Ó7

ÔÕOcLwxy�7

7

Ö × Ø Ù�

7



��������

�	
��
��

�������������

�

������������� �����������
�



�����������	
���������������������

�

	
�������� !��"#$%�&'(�

)

*"#+,-�

. / 0 1� 234567

89:$;<:(�=>?@ABCDE7

*���FG-�

	
����HI� JKLMNOPQRSTUVWXYZO[\]^7

������_��̀ � ab7

c d e f� LMNghijkDlOm7

*�� !�nopqrst-�

 ! e f� LMNghijkDljBuvjkuwjkDlOm7

������ ��!�

xyz77{|yz7

jkDlO}7~lO�z���YZO��R��wJKLMNOPQO�PRS

TUV��RY�O��������j ?BlO�z�����������

��w~lj�u��j�uO�zR�����7

����7

 ¡OlL����7

7

¢ £ ¤ ¥�

7

nopqrst�

¦§O¨©Oª«7

¬����������£�

7

�����f����:� =>?DA?C?DE7
)



�����������	
����������������������

�

	
�������� !��"#$%&'()�

*

+"#,-.�

/ 0 1 2� 345678

9:;$<=;)�>?@ABCDEF8

+��&GH.�

	
���&IJ� KLMNOPQRPSTPUVWXQRPYZ[\8

������]��̂ � _`8

a b c d� MNOefghi@jhCk8

+�� !�lmnopqr.�

 ! c d� MNOefghi@jhEkshCk8

������ ��!�

tuv88wxuv8

yz{|}~�P|���QR�8

h i@j8KLMNOPz{|������~�P|��P��������P

�P�W����KLMNO�Q�P����W��������XMN�`

�PST� ¡¢¡£¤¢¥¢�¦§¨WXMN�`�~�P©Pª«¬W

�®¯Q°���±¥²³´MN�`�Pµ¶� ¡§·¸¹�P�Pºu

y~»¼Pk����½QRµ¶ºu¾���¦���������P�P�W

�����¿ÀÁ�QRµ¶ºuPuÂ|�ÃÄQRµ¶ºu����¼£¥

�����¿À�X¼PÅÆÇ¢�¦8

È8Ék§¨WÊP¿À�����XËk�Ìv���W���W§|yMN�

`��Í¦��XKLMNO�Q�P����W§ÎÏPÐÑFPÒF²¥Ó

ÔW�ÕAF~Ö�XM×Ø5Ù\Çv´�Úk�ÛÜW§ÊÝ�Þß�XMN

�`��à¡á�ÞP���¦8

â8MN�`��XhãkPST�äå�¿À����X�PSTPjæ�W�X

ST�ç�QR��ÃÄQR�ç�KLMNOP���«WèL¢éê���

¼��Ç��¦8

ë8hãkPST� ¡§|�ÉkPSTPjæ�ìí¢²ß§���XMN�

`��XST�ç�QRPYZ�[³XÁ�ST�UÆV�¼��Ç��¦8

îïðñ8

òÛPjM���¦8

8

ó ô õ ö�

8



��������

�	
���������

�

�������������

�

������������� �����������
 



《ID 1 421 00A不利益生涯学習課 文化財保護法第 84条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 生涯学習課

適用日（掲載日） I平成 31 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 重要有形民俗文化財の公開停止命令 （第 51 条第 5 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 文化財保護法第 84 条第 2 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 文化財保護法第 51 条第 4 項•第 5 項、 第 84 条第 1 項•第 2 項

■設定 □未設定

（重要有形民俗文化財の公開）
第 84 条 重要有形民俗文化財の所有者及び管理団体 （第 80 条において準用する

第 32 条の2 第 1 項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人をい
う。 以下この章 （第 90 条の2 第 1 項を除く。 ） 及び第 187 条第 1 項第2号にお
いて同 じ。 ） 以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて重要有形民俗
文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、 文部科学省令の定める事項を記
載した書面をもつて、観覧に供しようとする最初の日の 30 日前までに、文化庁
長官に届け出なければならない。 ただし、 文化庁長官以外の国の機関若しくは
地方公共団体があらか じめ文化庁長官から事前の届出の免除を受けた博物館そ

処 分 基 準 の他の施設 （以下この項において 「公開事前届出免 除施設」 という。 ） において
展覧会その他の催しを主催する場合又は公開事前届出免 除施設の設置者が当該
公開事前届出免 除施設においてこれらを主催する場合には、 重要有形民俗文化
財を公衆の観覧に供した期間の最終日の翌日から起算して 20 日以内に、文化庁
長官に届け出ることをもつて足りる。

2 前項本文の届出に係る公開には、 第 51 条第4 項及び第 5 項の規定を準用す
る。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料



弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 令和2 年3 月31 日



《ID 1 42200A不利益生涯学習課 文化財保護法第 85条》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 生涯学習課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 重要有形民俗文化財の所在を変更して行う公開の停止命令 （第5 1条第5 項準用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 文化財保護法第85 条

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 文化財保護法第5 1条第 4項•第5 項、 第5 1条の 2、 第85 条

■設定 □未設定
第85 条 重要有形民俗文化財の公開には、第 47条の2 から第52条までの規定を

準用する。

処 分 基 準

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞·弁明手続

備 考

設 定 日 平成31年3月31日



《ID 1 42300A不利益生涯学習課 文化財保護法第 92条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 生涯学習課

適用日（掲載日） I平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 埋蔵文化財発掘の停止命令等

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 文化財保護法第 92 条第 2 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 文化財保護法第 92 条

■設定 □未設定

（調査のための発掘に関する届出、 指示及び命令）
第 92 条 土地に埋蔵されている文化財 （以下 「埋蔵文化財」 という。 ） について、

その調査のため土地を発掘しようとする者は、 文部科学省令の定める事項を記
載した書而をもつて、発掘に着手しようとする日の 30 日前までに文化庁長官に
届け出なければならない。 ただし、 文部科学省令の定める場合は、 この限りで

処 分 基 準 なし ‘。
2 埋蔵文化財の保護上特に必要があると認めるときは、 文化庁長官は、 前項の

届出に係る発掘に関し必要な事項及び報告書の提出を指示し、 又はその発掘の
焚止、 停止若しくは 中止を命ずることができる。

【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考



設 定 日 ！ 平成 31 年3 月31 日



《ID 1 42500A不利益生涯学習課 文化財保護法第 125条第 3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 生涯学習課

適用日（掲載日） I平成 31 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称
史跡名 勝天然記念物の現状変更等の許可の取消し、 停止命令 （第 43 条第 4 項準
用）

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 文化財保護法第 125 条第 3 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 文化財保護法第 43 条第 4 項、 第 125 条第 3 項

■設定 □未設定

（現状変更等の制限及び原状回復の命令）
第 125 条 史跡名 勝天然記念物に関しその現状を変更し、 又はその保存に影響を

及ぼす行為をしようとするときは、文化庁長官の許可を受けなければならない。
ただし、 現状変更については維持の措置又は非常災害のために必要な応急措置
を執る場合、 保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、 こ
の限りでない。

2 前項ただし書に規定する維持の措置の範囲は、 文部科学省令で定める。
3 第 1 項の規定による許可を与える場合には、 第 43 条第 3 項の規定を、 第 1 項

の規定による許可を受けた者には、 同条第4 項の規定を準用する。
4 第 1 項の規定による処分には、 第 111 条第 1 項の規定を準用する。

処 分 基 準 5 第 1 項の許可を受けることができなかったことにより、 又は第 3 項で準用す
る第 43 条第 3 項の許可の条件を付せられたことによって損失を受けた者に対
しては、 国は、 その通常生ずべき損失を補償する。

6 前項の場合には、 第 41 条第 2 項から第4 項までの規定を準用する。
7 第 1 項の規定による許可を受けず、又は第 3 項で準用する第 43 条第 3 項の規

定による許可の条件に従わないで、 史跡名 勝天然記念物の現状を変更し、 又は
その保存に影響を及ぼす行為をした者に対しては、 文化庁長官は、 原状回復を
命ずることができる。 この場合には、 文化庁長官は、 原状回復に関し必要な指
示をすることができる。

【基準】
上記の条文による。



参 考 資 料

聴聞又は弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続

備 考

設 定 日 令和2年3月31日



《ID272700A不利益生涯学習課 地域にお ける歴史的風致の維持及び向 上に関する法律第36条第2項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 生涯学習課

適用日（掲載日） I平成30年4月 1日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 歴史的風致維持 向上支援法人に対する改善命令

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第 36 条第 2 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第 36 条第 2 項

■設定 □未設定

（監督等）
第 36 条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、 支援法人に対し、 その業務に関し報告をさせる
ことができる。

2 市町村長は、 支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施してい
ないと認めるときは、 支援法人に対し、 その業務の運営の改善に関し必要な措

処 分 基 準 置を講ずべきことを命ずることができる。
3 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、 第 34 条第

1項の規定による指定を取り消すことができる。
4 市町村長は、 前項の規定により指定を取り消したときは、 その旨を公示しな

ければならない。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

弁明の機会の付与

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 平成 31 年3 月31 日



《ID272800A不利益生涯学習課 地域にお ける歴史的風致の維持及び向 上に関する法律第36条第3 項》

不利益処分／処分基準 個票（紀の川市）

く個票情報＞

所 管 部 署 1 生涯学習課

適用日（掲載日） I平成 30 年4 月1 日

く処分の概要＞

不利益処分の名称 歴史的風致維持 向上支援法人の指定の取消し

処 分 権 者 市長

根 拠 規 定 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第 36 条第 3 項

く処分基準／聴聞・弁明手続＞

基 準 規 定 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第 36 条第 3 項

■設定 □未設定

（監督等）
第 36 条 市町村長は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、 支援法人に対し、 その業務に関し報告をさせる
ことができる。

2 市町村長は、 支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施してい
ないと認めるときは、 支援法人に対し、 その業務の運営の改善に関し必要な措

処 分 基 準 置を講ずべきことを命ずることができる。
3 市町村長は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、 第 34 条第

1項の規定による指定を取り消すことができる。
4 市町村長は、 前項の規定により指定を取り消したときは、 その旨を公示しな

ければならない。
【基準】
上記の条文による。

参 考 資 料

聴聞の付与

聴聞・弁明手続



備 考

設 定 日 平成 31 年3 月31 日
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